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は じ め に

2007年に顕在化した米国住宅市場の混乱はBNPパリバショックに見られるように欧州にも伝

播した。住宅向け債権等の多くが一次，二次の証券化商品となっていたために，住宅金融市場の

みならず世界的な短期市場，債券市場の混乱へとつながっていった。遅れていた銀行経営を民営

化に次ぐ外資導入で補ってきた欧州の体制移行国も進出銀行の母国の混乱を経由して影響を受け

た。金融危機前にはEUの東方拡大もありクレジット・ブームとなっていた欧州の旧社会主義圏

の新興国は，地域的にも混乱が大きく，通貨が下落した国では外貨建てローンの返済に窮する住

宅ローンの借り手の多い国もあった。国際収支面では経常収支の赤字国で直接投資と証券投資の

流入と銀行などの短期債務によりファイナンスしていた。そうした国々を中心に2008年11月に

はハンガリー，ウクライナ，同年12月にはラトビア，その後も2009年5月にルーマニアが金融

財政の調整であるコンディショナリティーを受け入れることを条件に IMFの金融支援融資
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欧州の金融危機国の銀行の展開について

ウクライナのケース

高 橋 智 彦

要 旨

本稿は金融危機後のウクライナの銀行の展開を明らかにして，今日さらに困難に差しかかりつつ

あるウクライナの金融の示唆するところを探る。90年代初頭の独立以来の展開の概略を述べ，マ

クロ経済環境や金融基礎データを検証，振り返るとともに最新のウクライナ中央銀行などのデータ

ベースによる銀行の個別データを用い，銀行仲介アプローチにより，効率性を統計的，決定論的に

2つの方法を用いて測定した。

その結果，預金，それ以外の負債を生産要素として生産物を金利収入とした際には必ずしも外資

系金融機関の優位性が確認できず，国内系が有利になることがあるものの，新しい業務での手数料

収入などを生産物として加味した際には，参考にすべき銀行としていくつかの外資が挙がった。外

資は技術的に新しいサービスをもたらし，各種口座やカードビジネスなどで十分な金融サービスを

受けていなかったウクライナの金融を進化させた。2014年に入ってからの状況は金融危機をも内

包する全面的な危機に発展しており，ウクライナの金融に進化をもたらした外資が撤退を促さない

ように金融環境や外部環境を整えなければならない。

キーワード：金融危機，ウクライナ，銀行，外資系，効率性



（SBA）を受けた。旧ソビエト連邦のウクライナは1991年の独立後はロシアとEUの間で外交

や交易面でバランスに配慮した政策を採用していたが，2004年のEUの東方拡大後すぐにオレ

ンジ革命と言われる政変が起き，ユーシチェンコ政権のような親欧的とされる政権が誕生し，成

長率も高まる中で建設分野などでクレジット・ブームが起きた。2008年に向けて銀行資産が積

み上がり，外貨建ての住宅ローンなどの伸長の中，銀行の預貸率は200％を超える異常な事態と

なっていた。その矢先に通貨フリブナの切り下げで外貨建て資産の借手は支払困難となり，不良

債権が積みあがる中で銀行は資本不足に陥った。そのためSBAなどを受け入れ資本注入を行う

必要があった。スペインなどを上回る4千万人台の人口を有し，高成長を遂げつつあったウクラ

イナには元々同根であったロシアの銀行に加え，欧州の各国銀行が外資が急速に進出し，国内銀

行中心の銀行システムを変えつつあった。

本論文は世界金融危機後に深刻な状況に陥った旧社会主義圏の欧州新興国の中でも，特に落ち

込みが激しかったウクライナの銀行の最新の状況を見ることにより外資系金融の効率性などを考

察し，さらに，クリミア問題など今日の金融問題を超えて混乱し，外資が撤退を検討するような

状況下でのウクライナへの示唆を得ることを目的とする。

Ⅰ．体制移行国の危機後の銀行

ここでは欧州の体制移行国の中でも特にウクライナの銀行について扱う。ウクライナは世界金

融危機後真っ先に金融支援が入り，西欧や米国，さらにロシアやハンガリーといった旧社会主義

圏の国の銀行が進出する極めてユニークな金融システムを持つ。ソビエト連邦当時はモノバンク

と言われる単一銀行制度が取られて，全国的に中央銀行が商業銀行的な機能も果たしていた。80

年代半ばには二層銀行制度と呼ばれるシステムに移行し，貯蓄促進のための貯蓄銀行や開発，輸

出入や農業などの目的別銀行に加え，商業国有銀行を複数所有する形態になっていった。その後，

旧ソビエト連邦諸国でも体制の移行と国の分裂を経て銀行システムが成立していった。同国でも

民営化が進んだが，EUに加盟していく他の旧東欧諸国に比べ外資系金融の比率は伸びなかった。

政治の状況も1991年に独立し，体制移行直後のクラフチェク大統領下の政権では独立国家共同

体（CIS）に参加したもののエネルギー，安全保障などの問題でロシアと対立し，親EU的な政

策が取られ，価格の自由化なども進んだ。なお，この時にもクリミアの分離独立の動きはあった。

同国では大統領が大きな権限を持つ一院制（最高会議）の体制である。大統領は元首であり最高

会議の同意を得て首相の任命権を持ち，罷免権を持ち，国家安全保障国防会議を主宰するなど大

きな権限を持つ。94年から約 10年の長期政権となったクチマ大統領下の政権はEU,ロシアと

の距離のバランスを取り，ロシアと和解し，クリミアの艦隊利用を認めるなどをする一方で，民

営化など経済改革にも着手した。しかし，チェコやハンガリーのようなはっきりした民営化の方

針も見極めにくく，首相の更迭もマソル，マルチューク，ラザレンコ，プストヴォイテンと頻繁
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な中で，外資系の参入も様子を見ざるを得なかった。クチマ大統領が99年に再選されると中銀

総裁も務めた経済通のユーシチェンコが首相となったが，これも短期に終わり，キナフ首相を経

て，保守派のヤヌコビッチ首相となり，ウクライナ経済の抜本的な問題解決はなされなかった。

クチマ大統領下の政権の後期に首相を務めたユーシチェンコとヤヌコビッチの争いとなった

2004年の11月の大統領選挙，12月の再選挙といった所謂オレンジ革命を経て05年に発足した

ユーシチェンコ政権下で改革への期待が増進した。そのような中で貸出が伸長したが，本来，ウ

クライナの銀行の利益率，特にROEは他の旧東欧諸国よりも低く，出資者を満足させるもので

はなかった。また不良債権比率が高く，貸出の質の低さ，外貨建てローンの影響などをうかがわ

せた。しかし，EUとの関係改善が見えたこの時期にオーストリアのライファイゼン銀行が当時

資産2位で年金に強いアヴァル銀行を買収，イタリアのインテッサ銀行も資産3位のウクルソツ

銀行を買収（後にイタリアのウニクレジットに経営権移行），フランスのBNPパリバも資産4

位のウクルシブ銀行を買収するなど外資系銀行が進出した。旧社会主義時代の国営企業としがら

みのない，大規模な外資系銀行の進出により効率性の改善が期待された。また当時伸びつつあっ

たカードビジネスなどの普及も予想された。

世界銀行のデータでも旧ソ連諸国，CIS諸国では銀行口座の所有比率も低いが，この時期にウ

クライナで銀行口座を作り，クレジットカードを得た人が急増している。その後押しをしたのが

外資系銀行である。資産ベースで見たウクライナにおける外資系銀行のシェアは急速に増加し，

一時は5割を超えたものの，その後の危機で減少した。ウクライナへ外資系銀行が進出したのは

本国での融資需要が飽和状態となっていたため，金融の浸透度が低く，これから高い収益率を期

待できる地域へ進出する必要性があったためである。

ウクライナの銀行を扱った先行研究にはウクライナの銀行のみを扱った研究と他の旧東欧体制

移行国とともにウクライナの銀行を扱ったものがある。

欧州の金融危機国の銀行の展開について
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図1 移行国における銀行の外資系シェア
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Mertens,Urga（2001）では1998年のウクライナの銀行に関して大規模行及び中規模行，小

規模行，極小行の効率性を利益関数，費用関数で比較し，この時点では規模の利益が見られない

ことを示している。

これはこの時期では外資系化が進んでいない時期であり，国内のノウハウで効率的に展開でき

ていなかったことを示している。

D・yakonova（2008）ではウクライナの金融監督への教訓を欧州各国の銀行監督体制から探っ

ている。ウクライナの金融監督は証券や保険など機能別に分かれているが，多くの国で監督当局

が一つの機関に統合されてきており，バーゼル規定などにも合わせて監督体制を調整していく必

要があることを示している。

Gregorian,Manole（2002）では包絡分析法（DataEnvelopmentAnalysis,DEA,後述）

を用いて中東欧，南東欧，CISの16カ国の95�98年のデータを用いて分析し，入力に人的資本，

固定資本，金利支出，出力に純貸出，流動性資産，純収入あるいは預金を用いて効率性を分析し

ている。その結果ウクライナの銀行の効率性はモルドバについで低く，外資系化が進んでいない

CIS諸国の銀行の効率性は，進んでいる中東欧，南東欧に比較して低いという結果となった。民

営化だけでは効率性は高くならないことを示し外資の資本参加の効果を認めている。

Fries,Taci（2005）ではウクライナの14行を含む欧州の体制移行国15カ国289行のデータ

を用いて検証している。大きな資産を持つ外資系銀行のシェアが大きい国の銀行ほど，総資産に

占める総コストが安くコスト効率性が高いとしている。国営銀行よりも民営化銀行，民営化のみ

の銀行よりも外資系傘下の民営化銀行が効率的としている。この中でウクライナのコスト効率性

の平均値は国ごとの特殊要因を排除した計測で15か国中10位と下位になっている。

実際に多くの中東欧，南東欧，CISの国々では経済の多くが国営企業に占められていたために

それらが一斉に民営化した際に受け皿になるような厚い国内資本の蓄積もない。外資の参加が検

討される背景がある。

他方，東欧の体制移行国への外資導入が一概に効率性を高めないという研究もある。

Havrylchiyk（2006）では97�01年のポーランドの銀行の効率性をDEAを用いて計測し，外資

系全般ではコスト効率性に優位があるものの，さらに内訳を見ると新たに銀行を創立した際には

効率性があるが，既存の現地の銀行を買い取った場合は効率的にならないという実証結果を示し

ている。

高橋（2010b）は，この時期のこの地域の金融の特徴としては旧社会主義で社会保障が手厚い

ことや銀行預金への信頼が薄いこともあり，貯蓄志向が低いことを指摘している。預金が不足し

ている分，短期市場で外部調達するが，調達構造が短いことにより融資も短期が多いという傾向

があった。確率的フロンティア分析（StochasticFrontierAnalysis,SFA）を行い，生産関数

を用いて効率性の推計を行った。測定された効率性が低く，外資導入効果による引き上げが期待

されていたとした。
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新たな資本の供給者として外資にかかる期待は大きかった。Lensink,Meesters,Naaborg

（2008）では外資自体も進出先の非効率性の影響を受けるため，外資の銀行効率性への好影響を

否定しているが，この時期の中東欧においては実際に外資による資本増強効果は格付けなどを見

ても大きかった。

高橋（2013）ではウクライナと同じように国内資本が多数を占めるスロベニアの銀行について

検証を行っている。ここでも不動産ブームが終焉し，不良債権が増え，過小資本の中で外資が後

ろ向きとなり，統合などが求められている。なおVARモデルを用いた実証検証ではスロベニア

の金融の独自性は大きく他の市場と切り離されているという結果となった。

ウクライナもスロベニアと同じく独立前の連邦が分裂し，体制移行と分裂の中で証券市場が未

発達である。国の発展段階は全く異なるもののどちらも自国の銀行中心の発展国である。ウクラ

イナ証券取引所（PFTS）は近隣の中東欧の証券取引所がワルシャワ証券取引所やウィーン証券

取引所の影響が強いのに対して，世界金融危機後はモスクワ証券取引所（MICEX）が大株主と

なっている。代表的な指数であるUX指数は最も流動性のある10銘柄でUX10という指数を構

成している。ウクルナフタやツェントルエネルゴ，ドンバスエネルゴといった大企業などからな

り，エネルギーの影響が大きい。金融ではオーストリア系のライファイゼン・アヴァル銀行が入っ

ている。株価は2007年にピークを付けた後に，2009年初頭にかけて暴落している。世界銀行の

データによれば上場企業の時間総額の名目GDP比は2007年末の78.3％から，13.5％となり，

2012年には11.8％となっており，株式市場は経済活動への資金供給の役割を果たしていない。

また，その後も2014年初頭には5年ぶりに安値をつけるなど資本市場は不安定である。これに

対して金融機関からの信用供与は危機後も名目GDP比で90％近くに達しており，間接金融の優

位性を示している。

Ⅱ．近年のウクライナの銀行の展開

2005�2008年のウクライナは好況となり，EU向け輸出も増える中で設備投資も増加した。建

欧州の金融危機国の銀行の展開について
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設ブームとなり，銀行貸出も急激に伸びた。外部から資金を調達したので急速に預貸率が上昇し

200％を超えた（高橋（2010a））。2008年5月のWTO加盟はその前からこの国への投資を促進

した。EBRDが体制移行国について採点したTransitionIndex（移行指数）の民営化に関する

項目を見ても大小の民営化はロシアのレベルに追い付いており，投資が進む環境が進化している。

WTOは様々な部門の開放性を求め，銀行もバーゼル委員会など国際的なコードに合わせること

が望まれた。この時期のウクライナ中央銀行の年次報告でもリスク別の対応の必要性や銀行にコー

ポレートガバナンスの進化を促す必要性を指摘している。住宅ローンが2008年末には全ローン

の10％を超え，また外貨建てのローンは全体のローンの5割を超えた。銀行を取り入れた資金

でレバレッジを効かせて貸し出し，信用膨張と景気拡大が一体化していた。Backe,Wojcik

（2008）は中東欧体制移行国では経済が安定し，金利，インフレ率が安定し，銀行セクターでも

民営化やリストラが進んで競争が促進されたとした。そうした要因にも増して消費が促進される

中，将来の期待賃金の増加が信用膨張に寄与しているとしている。また金融政策と財政政策，プ

ルーデンス政策の連携の重要性を述べている。信用膨張が十分なプルーデンス政策と結びついて

いなかったことはこれらが反転した時に顕在化した。

ウクライナでは金利，インフレは安定せず，信用ブーム時の貸出金利は名目ベースで非常に高

かったが，2桁のインフレ率の中で実質ベースの金利負担は少なかった。この時期がウクライナ

経済を軌道に乗せる好機であったが，大統領の権力基盤「われらのウクライナ」はぜい弱で連立

相手の党首でオレンジ革命の中心の一人とみなされていたティモシェンコ首相が2005年早々に

交代し，2006年には大統領選挙でユーシチェンコの対立候補だったヤヌコビッチが首相になる

など政治的には安定しなかった。貯蓄率は趨勢的に低下し，資本蓄積は進まなかった。またガス

の確保を巡るロシアとの紛争も政治的，経済的な安定の障害となった（日台2008）。2007年の選

挙結果を受けて同年末に首相がヤヌコビッチからティモシェンコに代わると，ロシアからのガス

供給を巡る値上げ圧力が強まった。労働構造も農業など一次産業従事者が多く，成長国に見られ

るようなシフトは起きなかった。東部の工業地帯も含め競争力のある輸出産業が育たなかったた

めに貿易サービス収支は大幅な赤字基調での推移となり，経常収支全体も大幅な赤字となる中で，

アジア諸国のような外貨準備の蓄積も見られなかった。そのため外貨準備は危機に陥るとすぐに
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表1 ウクライナ主要指標

単位 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

実質 GDP成長率 ％ 12.1 3.0 7.4 7.6 2.3 －14.8 4.1 5.2 0.3 0.0

一人当たり国民所得 ドル 1,270 1,540 1,950 2,570 3,220 2,840 2,990 3,140 3,640 3,960

消費者物価上昇率 ％ 9.0 13.6 9.1 12.8 25.2 15.9 9.4 8.0 0.6 －0.3

失 業 率 ％ 8.6 7.2 6.9 6.4 6.4 8.8 8.1 7.9 7.5 7.2

経常収支対GDP比 ％ 10.6 2.9 －1.5 －3.7 －7.1 －1.5 －2.2 －6.3 －8.1 －9.2

外 貨 準 備 億ドル 97.1 193.9 223.6 324.8 315.4 265.1 345.8 317.9 245.5 204.2

（出所）ウクライナ中銀，同統計庁，世銀，IMFデータより筆者作成，2013年は確定値ではない



枯渇した。

2007年以降悪化した米国サブプライムローン問題は証券化商品を通じて欧州にも広がり，

BNPパリバ銀行やIKB（ドイツ産業銀行）などに打撃を与えた。ドイツのザクセン州立銀行や

英国のノーザン・ロック銀行など欧州の地域金融機関にまで影響が及んだが，この頃は多くの欧

州の銀行が直接的にサブプライムローンを扱っていないことや証券化商品の流動性の欠如がまだ

決定的でなかったことから影響は限定的と見られていた。より影響が本格化したのは2008年9

月に米国の投資銀行大手のリーマンブラザーズが経営破綻したリーマン・ショックの後だった。

ショックのこの地域への影響は大きく，ウクライナとともにハンガリー，ラトビア，ルーマニア，

ブルガリアといった経常収支赤字国が信用収縮に苦しんだ。ウクライナ経済は急速に収縮した。

国外の需要の不振で輸出が伸びない上に国内需要面でも建設ブームは終わり，物件価格は急落し

た。失業の増加からさらに国内需要は減少した。通貨フリブナは1ドル5フリブナ近辺で管理さ

れていたが，約4割の切り下げを余儀なくされ，為替の取引規制を一時行った。外貨建てローン

の返済負担が増加し，不良債権化と銀行の過小資本化が進んだ。政府は2009年予算で440億フ

リブナの銀行資本注入資金を計上した。IMFが164億ドルの金融支援を決め，2008年11月には

45億ドルが支払われ，世界銀行，EBRD（欧州復興開発銀行）なども危機に備えたが信用は急

収縮していく。株価の下落も顕著だった。銀行はそれまでのように外部資金を取らなくなり，審

査基準を厳しくした。外部資金の内個人の預金の占める比率は大きくなく，かつ短期預金で，債

券などには頼れず，外貨建てのインターバンクでの調達が大きかったことから事態は深刻だった。

利益は危機後の2009年からマイナスとなり立ち直りに多くの時間を要した。2010年に成立した

ヤヌコビッチ大統領の政権下でガス価格の大幅引き下げと見返りにロシアの黒海艦隊の駐留期限

の25年延長によりロシアとの関係も安定して，海外からの投資も入り，経済は最悪期を脱した

かに見えたが，2012年以降は再び停滞し，活路を求めてEUに接近したものの政治貿易協定の

交渉が最終的にとん挫し，2014年5月に実業家でウクライナ中銀などで要職を務めたポロシェ

ンコが大統領に選出された。

欧州の金融危機国の銀行の展開について
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表2 ウクライナの銀行の主要指標

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

銀行数（行） 175 184 182 176 176 176 180

内外資（行） 47 53 51 55 53 53 49

内100％外資（行） 17 17 18 20 22 22 19

ROA（％） 1.5 1.0 － 4.4 － 1.5 － 0.8 0.5 0.1

ROE（％） 12.7 8.5 －32.5 －10.2 － 5.3 3.0 0.8

自己資本比率（％） 13.9 14.0 18.1 20.8 18.9 18.1 18.3

延滞債権比率 1.3 2.3 9.4 11.2 9.6 8.9 7.7

（出所）ウクライナ中銀HP



ウクライナで展開する外資系銀行は多国籍銀行であり，多くの東欧諸国で同時展開していた。

その中で本国の景気悪化とともに進出先で信用を収縮させることが懸念された。2009年1月の

ウィーン・イニシアティブ（1）で欧州新興国に進出している銀行の与信の維持に寄与する措置が

決まり，信用は何とか維持された。金融業の急速な展開に銀行監督，ガバナンス改革，競争政策

などは追いついておらず，危機前の急激な与信の増加とその後の混乱にもつながった。しかし，

WTOやEUとの関係をにらみ整備が必要であり，バーゼルの規制に合わせるなどの調整が必要

となった。危機の際のストレステストでは多くの銀行が過小資本で行政指導による資本注入，吸

収合併，中央銀行と連携したマクロプルーデンス政策の必要性などが認識された。ウクルガス銀

行，リロビッド銀行，キーフ銀行に資本注入がなされ，ほぼ完全な国営となった。

ウクライナの銀行の集中度は高くはない。集中度を示すハーフィンダール・ハーシュマン・イ

ンデックス（2）（HHI,図3）はウクライナ中央銀行の統計を元に計算すると世界金融危機時の2009

年末の375.2（179行，完全独占なら10,000）から徐々に集中度を増したとはいえ，2013年末で

517.4（180行）と低い。最大のプリヴァト銀行の資産シェアで16.8％と，この地域のトップバン

クとしては大きくなく，他のシェアの分散を見るとさらなる統合の余地はあろう。

ウクライナ中央銀行は資産の量や活動に応じて銀行をグループ分けしているが，Group1に入

る主要な銀行は2014年1月1日時点で15行ある。資産上位の主なところを述べると資産1位の

プリヴァト銀行は国内資本で先述の通り資産シェアは16.8％と他の独占的な国のトップバンクに

比して特に高くないもののウクライナの最大銀行として長く認識されている。2位のオシャド銀

行（シェア8.1％，旧ソ連時代の貯蓄銀行であるズベル銀行から分化），3位のウクレシム銀行

（シェア7.4％，ウクライナ輸出入銀行）も合わせ3大銀行はいずれも90年代初頭の体制移行期

に設立され，国内資本である。

これに対して欧米先進国資本の存在感はその進出期に比して減少しているが一定の存在感は示

している。オーストリア資本のライファイゼン・アヴァル銀行（同3.4％），イタリアのウニクレ

ジット傘下に入ったウクルソツ銀行（同3.4％），フランスBNPパリバ傘下のウクルシブ銀行

（同1.9％）などである。
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ロシア資本は同国の影響を維持したいロシアの官民の意向もあり，欧米先進国に対抗するかの

ように進んでいる。これが同国への金融FDIの特徴である。ズベル銀行（貯蓄銀行，シェア2.7

％），アルファ銀行（シェア2.3％），VTB銀行（連邦外国貿易銀行，シェア2.0％）にはロシア

の国家資本が参加しているが，やはり大きな存在である。他にGroup1に準じるカテゴリーの

Group2にはハンガリーのOTP銀行やキプロス資本のVAB銀行など同じ体制移行を経験した

欧州新興国資本も入っている。ロシアの銀行は2014年のウクライナ情勢を受けて資金調達の制

限などの制裁措置を欧米諸国から受けており，その負の影響も懸念されている。

Ⅲ．実証方法とデータ

銀行を巡るアプローチは大別して労働や資本を入力としてバランスシートの両側の貸出や預金

を出力とする生産アプローチと資金を調達して貸出を行う過程を入出力とした銀行仲介アプロー

チが用いられてきた。近年では銀行の業務とバランスシートの複雑化，複数出力の際の効率性を

測定できる包絡分析法（3）（DEA）の定着などを踏まえ，業務機能を勘案したオペレーティングア

プローチ，仲介アプローチをより発展させた付加価値アプローチなどがある。それぞれの状況に

よってアプローチが選択されてきた。新興国の銀行を扱う研究も増加したが，新興国の財務デー

タは必ずしも良質ではなく，データ制約が厳しく，会計基準も統一されていない。それもアプロー

チの選択に影響を与えてきた。

どのアプローチを採用するのかはその国の事情，途上国の場合はデータ制約の状況にもよる。

ウクライナの場合預貸率が高く負債は最終的に貸出へと流れるために銀行仲介アプローチが適用

しやすかった。証券業務や手数料業務の発達した欧米先進国と異なり，ウクライナでは貸出に多

くが回されてきた。しかし，世界金融危機後にクレジットブームが終焉し，外資系が様々なノウ

ハウを発揮しやすい手数料収入も必要になっている。また比較の方法であるが，他国とともに扱

うには為替の切り下げがある時期には急速に進展するために，先行研究のような移行国の国際比

較がしにくい時期があり，またソブリン債の格付けが個別の大銀行の格付けにも影響することを

通じて，調達コストに関して個別行の経営努力を超えて影響するためにウクライナ国内での比較

の方が適している。ここでは最新の状況を見るために2013年末時点（2014年1月1日時点集計）

でウクライナ中央銀行の分類でGroup1,Group2に入る銀行について中銀が提供するデータを

用いた。2013年のデータを選んだのは世界金融危機，欧州危機の影響から脱した平時であり，

危機後の実力が現れ，執筆時点で利用可能な最新データであるからである。ただし，この中央銀

行のデータは速報性に優れる一方で単体の即時集計ベースで信頼性に欠ける部分はあると見られ

る。計量ソフトはオーストラリアのニューイングランド大学の効率及び生産性センター

（CEPA）のFrontier4.1及びDEA2.1を用いて計測を行った。

確率的フロンティア手法（SFA）など統計的手法では誤差項の分布の設定，関数の形式など

欧州の金融危機国の銀行の展開について
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に設定の判断の余地があり，決定論的な手法ではDEAのタイプの選択，入力志向型と出力志向

型の選択などに判断の余地がある。また，大別して規模に関して収穫を一定（CRS）なモデル

を選択するか，又は可変的（VRS）なモデルを選択する手法がありどちらかを選ぶという問題

もある。余剰を用いる分析など近年特に多様化している。そこで近年の先行研究では先述のよう

に統計的手法と決定論的手法の併用，複数の銀行分析のアプローチでの計測などの手法が取られ

ることが多い。

SFAでは生産要素の生産への計測の有意性を明らかにできる。DEAでは出力を複数選択でき

る他に，どの入力が効率性に寄与しているか，どの他の主体を参考にすればよいかなどの経営的

示唆を与えてくれる。そこで本研究ではまずSFAを用いて全体の効率性，生産要素の妥当性を

示した後に，副次的にDEAで他の生産物も考慮した際の傾向，追加情報を見る。入力では個人，

法人の顧客からの預金，それ以外の負債，出力では貸出からの収入を主とする金利収入を用いる。

さらに世界金融危機以降預貸率が低下する中で重要性を増している手数料収入を出力に加えて

DEA使用の利点である複数入力，複数出力によるチェックを行う。出力に貸出残高を用いるこ

ともできるが，健全でない貸出も多く含み，開示も十分でない。利子収入が入らないものもある

ためにフローの変数である金利収入を用いた。

まず確率的フロンティア分析（SFA）を行い，生産関数を用いて効率性の推計を行った。こ

れは生産関数の推計を行って求めたフロンティア生産曲線と，各主体の値の乖離度によって非効

率性を測定するものである。

効率値の測定では経営者がリスク回避的と仮定すれば，費用関数を用いることも一般的に行わ

れている。しかしウクライナの金融の状況では費用最小化よりも利益最大化を意図するような拡

張的政策が取られてきたことや，先行研究の指摘にあるように利益性をより向上させなければな

らない状況であるために生産関数を用いた。また効率化の研究では費用関数を用いることも多く

トランス�ログ関数もよく使用されるが，ここでは過度の複雑化を避け，オーソドックスな分析

するため，コブ�ダグラス生産関数でフロンティアを推計しての効率性分析とした。

下式のように簡単なコブ・ダグラス生産関数を用いて生産フロンティアを推計し，フロンティ

アと各主体の数値との距離から非効率性を推計した。
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ln・Ii・・ ・0・・1ln・Di・・・2ln・Oi・・・Vi・Ui・ ・・・

Ii；i銀行の金利収入

Di；i銀行の個人，法人の顧客からの預金

Oi；i銀行のDi以外の負債

Vi；誤差項・ N・O,・
2
v・，半正規分布に従う

Ui；非効率性・ N・O,・
2
u・，半正規分布に従う。

効率値はexp・・Ui・となり，ViとUiは互いに無相関。

また0・exp・・Ui・・1となる。



・・・式の係数・と・
2
の推計値を最小二乗法で・の尤度関数を求め，最尤法で効率値を計算し

ている。

次に 2入力 2出力の出力志向型の DEAを用いた。手法的には刀根（1993）や Friedetal

（2008）を参考に示すと，今，規模に関して収穫が可変的で一定の入力で最大の出力を生み出す

時のモデルは下記のようになる。

入力データ行列X（Xは・m・n・型の行列），出力データ行列Y（Yは・s・n・型の行列）と

すると下記のようになる。

ここでuiはs次元の生産物価格ベクトル・i・1・n・，xiはm次元コスト投入量ベクトル，yi

欧州の金融危機国の銀行の展開について
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・・・式において・
2
・・

2
v・・

2
u

・・・u・・v

X・・
X11 X12 ・ X1n

X21 X22 ・ X2n

・ ・ ・ ・

Xm1 Xm2 ・ Xmn
・ Y・・

Y11 Y12 ・ Y1n

Y21 Y22 ・ Y2n

・ ・ ・ ・

Ys1 Ys2 ・ Ysn
・

Max u
T
iyi ・1・

sub to xi・X・・0 ・2・

yi・Y・・0 ・3・

e・・1 ・4・

・・0 ・5・

図4 生産フロンティアと効率性

Frontier4.1ではCoelli（1996）などに基づき計算にあたり多段階の最尤法が用いられている。



はs次元の出力量ベクトル，eは全ての要素が1であるn次元行ベクトル，・はn次元の非負ベ

クトルである。規模に関して収穫一定の場合は（4）式は0・ e・・・ ・4・
・
となる（4）。

DEAのここでの効率性は一般的に技術的効率性というもので，資源配分上の効率性を保証す

るものではなく，今ある技術を使って生産できる最大量に対しての割合を指す（5）。

Ⅳ．実証結果

実証結果は期待された符号条件，有意性などをほぼ満たした。

計測結果はプリヴァト銀行，オシャド銀行，ウクライナ輸出入銀行といった国内の3大銀行の

効率性は高くなく，国内のGroup2に入るようなやや特殊な銀行と外資系銀行でもウクライナ

と歴史的関係が深い国の銀行が高い効率性となっている。ハンガリーのOTP銀行は国内の移行

過程の経験を生かし，ブルガリア，ウクライナといった国に進出し，成果を挙げている。ロシア

系のVTB銀行やアルファ銀行も高い効率性を示した。さらに多くの移行国に進出しているオー

ストリアのライファイゼン系のライファイゼン・アヴァル銀行も高い効率性を示した。反面，ギ

リシャ系のユーロ銀行EFG系のユニバーサル銀行やキプロス系のVAB銀行，オランダのING

銀行ウクライナ，イタリア資本でウニクレジット系となったウクルソツ銀行，以前にスウェーデ

ンSEB系に属していて，現在はキプロスなどの資本が入ったFIDO銀行なども高い効率性とは

なっていない。外資効果だけでは貸出の優位性にはつながらないことがわかる。

貸出を中心とするSFAでの検証でも移行国の事情を知る外資の影響は確認できた。さらに世

界金融危機以後，過剰な預貸率を是正する中で重要性を増す，手数料収入などの生産物を踏まえ

て計測を行った。ここでは多出力であるのでSFAではなくDEAを用いた。

またDEAでは効率値が1よりも小さい時に見本とすべき主体の集合である参照集合というも

のを知ることができる。このような参照集合がどこになるかを調べた。
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図5 1入力1出力の際のCRSとVRSの概念図
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表3 SFAの計測結果�

NO 銀 行 名 効率値 順 位 主要資本参加外資国籍等

1 プリヴァト銀行 0.797 26

2 オシャド銀行 0.874 11

3 ウクライナ輸出入銀行 0.840 17

4 デルタ銀行 0.697 32 米国

5 ライファイゼン・アヴァル銀行 0.899 6 オーストリア

6 ウクルソツ銀行 0.853 14 イタリア

7 プロムインベスト銀行 0.876 9 ロシア

8 ズベル銀行（ロシア貯蓄銀行） 0.813 25 ロシア

9 第一ウクライナ国際銀行 0.853 13

10 ナドラ銀行 0.686 33

11 アルファ銀行 0.895 7 ロシア

12 ファイナンス＆クレジット銀行 0.769 30

13 VTB銀行（ロシア外国貿易銀行） 0.922 3 ロシア

14 ウクルシブ銀行 0.834 20 フランス

15 ウクルガス銀行 0.878 8

16 ブロクビジネス銀行 0.827 22

17 VAB銀行 0.777 28 キプロス

18 OTP銀行（ハンガリー貯蓄銀行） 0.923 2 ハンガリー

19 クレディ・アグリコール 0.871 12 フランス

20 ファイナンスイニシアティブ 0.930 1

21 FIDO銀行 0.787 27 キプロス

22 ピヴデニー銀行 0.814 24

23 IMEX銀行 0.914 4

24 バンクフォーラム 0.606 35 ドイツ

25 ING銀行ウクライナ 0.736 31 オランダ

26 ロドヴィド銀行 0.874 10

27 ケレスチャティク銀行 0.773 29

28 キエフルーシ銀行 0.832 21

29 ZLATO銀行 0.836 19

30 ピヴデンコム銀行 0.826 23

31 ユニバーサル銀行（ユーロ銀行系） 0.839 18 ギリシャ

32 ウクライナ開発銀行 0.842 16

33 BTA銀行 0.655 34 カザフスタン

34 ウクリン銀行 0.850 15

35 ドニエプル信用銀行 0.902 5

（注）主要資本参加外資は執筆時点で持ち株比率の大きいもののみ



SFAでの検証で用いた2入力（個人，法人の顧客からの預金，個人，法人の顧客からの預金

以外の負債）と1出力（金利収入）に加え，出力に手数料収入を加え2入力2出力とした。規模

に関して収穫可変（VRS）の出力志向モデルを用いると次のような結果となった。

結果は国内系の大銀行であるプリヴァト銀行，オシャド銀行，デルタ銀行（30％は米国系資

本）に加え，オーストリア系のライファイゼン・アヴァル銀行，キプロス系のVAB銀行，キプ

ロス資本の入ったFIDO銀行，ギリシャ系のユーロ銀行などEU系銀行が効率的となり，なか

でもライファイゼン・アヴァル銀行とFIDO銀行は他の多くの銀行の参照集合となっている。

逆にロシア系は一部を除きズベル銀行やVTB銀行，アルファ銀行はそれほど効率的とはなら

ず，預貸率引き上げが難しい中で，手数料収入が入るビジネスにおいて優位性を発揮する状況に

はない。元々オシャド銀行などはズベル銀行と同根であり，見方によっては展開に重複性がある。

またこれらのロシア系の親銀行は国家資本の多く入った，ロシアの国営とも言える銀行である。

また，規模に関して収穫可変的としたこともあるが，比較的規模が小さい銀行でも効率的とさ

れた例はあった。

所有形態では国有のウクライナ輸出入銀行，ウクライナ開発銀行など一定の効率性は示してい

るもののウクライナ経済の取引の透明性などから国有化銀行の膨張は好ましくない。

地域別ではドネツクに本拠のある第一ウクライナ国際銀行のように東部に本拠がある銀行は

2013年時点では比較的良好なパフォーマンスを示している。南部のオデッサを本拠とするピウ

デニー銀行も生産物として貸出のみを考えた場合には良い効率性を示しているが，2014年になっ

てからの情勢の混乱から困難な局面にあると考えられる。

既存研究との関係ではMertens,Urga（2001）が示した通り，規模の利益は特に計測できな

いが，外資系が入ってきたことなどにより当時の研究では示せなかった効用を示している。また

Gregorian,Manole（2002）ではウクライナの銀行の効率性 の悪さを指摘していたが，当時は

外資系資本が大きく入る前の状況であり，計測結果では元々同一銀行だったロシア系などに比較

してそこまでの劣位性は見られない。ウクライナの銀行の効率性の計測結果が良好であることに
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表4 SFA計測結果�

数値 （t値）

全金融機関平均 0.825

対象金融機関数 35

・0（定数項） －1.509 －3.793

・1（預金の係数） 0.738 15.796

・2（預金以外の負債の係数） 0.284 6.092

・
2

0.100 1.870

・ 0.644 1.594

対数尤度 －0.008
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表5 DEAの計測結果

NO 銀 行 名 効率値 参照集合 主要資本参加外資国籍等

1 プリヴァト銀行 1.000 1

2 オシャド銀行 1.000 0

3 ウクライナ輸出入銀行 0.219 0

4 デルタ銀行 1.000 1 米国

5 ライファイゼン・アヴァル銀行 1.000 11 オーストリア

6 ウクルソツ銀行 0.425 0 イタリア

7 プロムインベスト銀行 1.000 14 ロシア

8 ズベル銀行（ロシア貯蓄銀行） 0.516 0 ロシア

9 第一ウクライナ国際銀行 0.747 0

10 ナドラ銀行 0.018 0

11 アルファ銀行 0.854 0 ロシア

12 ファイナンス＆クレジット銀行 0.409 0

13 VTB銀行（ロシア外国貿易銀行） 0.756 0 ロシア

14 ウクルシブ銀行 0.604 0 フランス

15 ウクルガス銀行 0.393 0

16 ブロクビジネス銀行 0.749 0

17 VAB銀行 1.000 6 キプロス

18 OTP銀行（ハンガリー貯蓄銀行） 0.845 0 ハンガリー

19 クレディ・アグリコール 0.619 0 フランス

20 ファイナンスイニシアティブ 0.145 0

21 FIDO銀行 1.000 13 キプロス

22 ピヴデニー銀行 0.066 0

23 IMEX銀行 0.716 0

24 バンクフォーラム 0.693 0 ドイツ

25 ING銀行ウクライナ 0.869 0 オランダ

26 ロドヴィド銀行 1.000 3

27 ケレスチャティク銀行 0.940 0

28 キエフルーシ銀行 1.000 2

29 ZLATO銀行 1.000 1

30 ピヴデンコム銀行 1.000 1

31 ユニバーサル銀行（ユーロ銀行系） 1.000 5 ギリシャ

32 ウクライナ開発銀行 0.933 0

33 BTA銀行 0.720 0 カザフスタン

34 ウクリン銀行 0.982 0

35 ドニエプル信用銀行 1.000 2

（注）参照集合とあるのは当該銀行を参照集合とする銀行の数である。



は政治との距離の近さ，取引の不透明性による優位性などの理由も考えられる。Fries,Taci

（2005）のように必ずしも民営化銀行が国営銀行よりも効率的とならなかった。これは先述のよ

うに政治的な距離の近さが国営企業に有利に働くケースもあることが考えられる。なお，外資系

は貸出のみではそれほど有利とはならなかったが，他業務も考慮した際には有利性を発揮する点

も見られた。この点では同研究と本研究の類似性がある。

実証結果の他の側面では，D・yakonova（2008）が示しているように監督体制の一元化により

多業務も含め，外資系金融機関に対応することが撤退防止の観点からは必要になろう。政治と結

びつきの強いプロムインベスト銀行を除けばEU系銀行であるオーストリアのライファイゼン系

のライファイゼン・アヴァル銀行や旧スウェーデンのSEB系で現在はキプロス系などの資本が

入ったFIDO銀行が多くの銀行が参考にすべき参照集合の銀行となっており，外資系銀行のこ

の国での有効な展開の可能性を示している。2014年に入り，ウクライナ中央銀行のデータや外

資系銀行の中期決算発表からは外資系銀行も貸出を減らし，貸倒引当金の積み上げを急いでいる

ことが判明する。これらの銀行に対して国際基準と異なる監督がなされれば撤退を誘発し，全体

の効率性を向上させる推進力を失うこととなる。また，ウクライナの混乱で外資系銀行が損失を

被り，資本を毀損させてしまえば外資系銀行の撤退を誘発してしまう。その損失の算定には不良

債権の認定，引き当ての在り方といった状況への監督が大きく影響するため，安定した監督体制

が必要であろう。中央銀行は通常の金融政策に加えマクロ，ミクロのプルーデンス政策において，

迅速かつ透明な対応が必要となろう。

お わ り に

現在のウクライナ情勢はロシアのクリミア半島への干渉，東部の紛争などから厳しい状況にあ

る。また南欧を中心とする欧州危機の中で元々中東欧に進出していた欧州先進国の銀行は撤退を

検討しやすい状況にあった。他方，外資系のプレゼンスは相対的に大きくはなかったとは言え，

欧米系外資はフリブナの下落や不良債権の増加で収益環境も悪化する中で，ウクライナでの展開

を見直す状況にある。またロシア系資本も制裁などから余裕をなくす可能性がある。さらに混乱

は金融にとどまらず，東部を中心に実際に戦火が及び，銀行の支店が物理的な損害を被るなど危

機は金融危機というよりは金融危機を内包する全面危機となっている。計測結果などからは先述

のように不透明なビジネス慣行もあり，民族系も一定の効率性は示している。しかし，外資は調

達に一定の有利性があり，手数料収入に不可欠なカード業務などにも優れた点がある。撤退など

は同国に取り有益に働かないと考えられる。証券市場が未発達の同国では銀行貸出の経済に占め

る役割は大きく，撤退後の銀行を引き受ける有力な国内民間資本もない。諸研究の示すところで

は国営化は効率性を損ない，撤退を誘発しないことが肝要となる。計測でみたようにロシア系の

銀行は新サービスを加味した推計では効率的とはならず，ウクライナの西部との政治的関係や欧
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米のウクライナ問題を巡る制裁措置とその本国自体への影響によってEU系が撤退した後の穴埋

めをする機関とはなるのは難しい。近年の金融市場の安定性を示す国債のCDS（クレジットデ

フォルトスワップ）プレミアムを見ても代表的な5年もので世界金融危機の後のウクライナの銀

行は4桁となり，金融市場での信用低下が著しかった。欧州先進国系の銀行はそのような時でも

相対的にかなり低めのプレミアムを保っていた。2014年になりソブリン債のプレミアムの状況

は2009年を凌ぐような高い状況となっている。Petracco,Schweiger（2012）などでも指摘さ

れているようにグルジアなどの紛争国では輸出企業，大企業などが厳しい状況に追い込まれる。

そのような状態の中でウクライナ国内系の金融機関の状況は厳しく，欧州先進国系の銀行の信用

力が国内への安定的な資金供給には絶対的に必要である。また欧州先進国系の銀行などにとって

もウクライナ，ロシアとのビジネスが縮小することの収益への打撃は大きくライファウゼンなど

その旨をアナウンスしている。オーストリア，イタリア，フランスといった母国の成長率は低迷

しており，収益の伸びしろは低い。また，欧州新興国からでも，先述のハンガリーのOTP銀行

はウクライナ全体で130以上の拠点を展開しており，ウクライナとロシアでのビジネスの不振を

原因として2014年の上半期だけで2％程度の自己資本比率の減少要因となった（OTP（2014b））。

国際的な自己資本規制強化の中でこの数値は小さいものではない。既に上半期にシェアを縮小さ

せた外資もあり，世界金融危機の際の経験は為替の減価が母国通貨ベースの収益を減少させるこ

とを示しており，この面でもウクライナの金融ビジネスに外資系がとどまれる環境を維持するこ

とが必要であろう。

ポーランド，ハンガリー，オーストリアといった周辺国で出張の際に取材に応じて下さったウ

クライナへの進出銀行，金融当局，報道機関の方々に感謝する。もちろんあり得べき誤りは全て

筆者に帰するものである。なお，当論文は科学研究費基盤研究�「日本，欧米，新興国市場での

価格形成の要素，ローカル性とグローバル化，相関関係」の支援を受けている。

（1） ウィーン・イニシアティブとは世界的な金融危機により欧州新興国に進出している西欧各国の母国

の銀行が急激にエクスポージャーを縮小すれば，さらに危機が拡大するために欧州委員会，EBRD

（欧州復興開発銀行），EIB（欧州投資銀行），IMF,世界銀行などがコミットして2009年1月に立ち

上げたものである。この地域で展開する主要銀行が参加し，これにより進出先において自らが引かな

くても他の外資系銀行が急激に引いて不良債権化するという悪循環が避けられた。

（2） ハーフィンダール・ハーシュマン・インデックス（HHI）とは集中度を表し，例えば100％のシェ

アを持つ独占企業であれば1×1002＝10,000,本稿ではこの表示（10,000を満点とする表示）を用いて

いるが，1を満点とする表示もある。各国の公正取引委員会などでも参考にしている数値で1,500や

2,500などで寡占の目安にしている指数である。ハンガリー中銀が掲載している他の中東欧移行国や

EU27カ国の例ではここでのウクライナにおける計算値より高い（例MNB（2014））。

（3） DEAとはDataEnvelopmentAnalysisの略。パラメータは入力データに未知の入力ウエイトを

かけた仮想的入力で出力データに未知の出力ウエイトをかけた仮想的出力を除した比率を最大にする

ように決まる。
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�注�



対象となっている主体（DecisionMakingUnit：意思決定主体）kの活動をDMUkとして入力を

x出力をyとすると，例えば簡単な規模に関して収穫一定のモデルの2入力2出力の問題では次のよ

うになる。

仮想的入力＝w1x
k
1・w2x

k
2

仮想的出力＝u1y
k
1・u2y

k
2

とした時に仮想的出力を仮想的入力を除した

・u1y
k
1・u2y

k
2・・・w1x

k
1・w2x

k
2・・1

の制約の下で

・u1y
k
1・u2y

k
2・・・w1x

k
1・w2x

k
2・

を最大にするようにu1,u2あるいはw1,w2が決まる。

入力を所与として出力を最大化する出力型のモデルと出力を一定に入力を最小化する入力モデルに

分かれる。

（4） より一般的には双対問題や余剰分を補って書く表記が多い。なお，この場合のVRSモデルはBCC

モデルとも言われるものである。近年のオペレーションズ・リサーチの発展によりDEAは余剰を用

いるものやネットワークを考慮したものなど多様化，高度化している。他方，経済学系論文で用いら

れるものは回帰分析や多期間のものを考慮したものはあるものの，経済学的言語での説明可能性の問

題などからか，OLSで補正をする多段階のモデルなどで補いながらも基本的にはこのBCCモデルや

CRSに対応するCCRモデルなど比較的初期のモデルが多い（近年のモデルの詳細は例えばCooper,

Seiford,Tone（2007））。

（5） 2入力1出力モデルで技術的効率性を説明すると今ある技術を用いて生産できる最大量に対するC

点の技術的効率性はOB・OCとなり，資源配分の上で効率的なのは効率的フロンティアと等費用線

が交わるD点となる。資源配分も考慮した費用効率性はD点を通る等費用線とOCが交わる点Aを

用いてOA・OCとなる（Farrell（1957），刀根（1993））。

（6） 本稿では地名，銀行名など固有名詞において公的機関の表記などを参考に必ずしもロシア語表記，

ウクライナ語表記などに言語的に統一はしていない。
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第1節 内生的成長モデルと枯渇性資源制約

内生的成長理論とは成長のエンジンを理論内に組み込んだ経済成長理論である。Ramsey

（1928）やSolow（1956）のような経済成長モデルでは，理論の外から何らかの成長因子を持ち

込まない限り，経済は最終的にある一定の水準に収束することとなり，自律的な経済成長を達成

することはできなかった。その後，Romer（1986）などの用いたAKモデルのように経済成長

のエンジンをシステム内に求めたモデルが出現し，成長モデルは自立的な経済成長を指向するよ

うになった。

しかし，AKモデルをはじめとしたモデルは一つの問題点に遭遇する。それは資本の豊富な経

済と資本の乏しい経済の間に存在する経済成長率の関係である。現実の経済では資本の乏しい経
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枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．

数値計算を利用したモデルの精緻化

宮 永 輝

要 旨

経済成長と環境の間に「環境クズネッツ曲線」と呼ばれる逆U字型の関係があることは既に知

られている。本論文では，そのような関係を理論的に描写するために内生的な成長のエンジンとし

て生産について規模に関する収穫逓増を用い，そのような収穫逓増を用いたことによる「成長率の

発散」という問題点を枯渇性資源の制約を用いて抑えるという形で「成長率の収斂」を満足させる

意図を持った経済成長モデルを応用し，それに用いられた枯渇性資源という要素と経済成長の関係

を逆U字型とすることに成功した前論文をさらに改善させることでより現実に近い，もしくは大

気汚染・水質汚染・地球温暖化ガス等様々な汚染現象に対応可能なシステムを構築することを目的

としている。

その改善点は収穫逓増に関するパラメータ設定であり，代数的に資源使用量を求めるという理由

で一定値に設定されていた収穫逓増に関するパラメータを，本論文では決定式から数値演算で自由

に設定するというやり方でパラメータ設定に自由度を与えることである。この改善によって，モデ

ルで描かれる環境クズネッツ曲線をより自由な形状にコントロールすることが可能となり，当初意

図されていた二酸化炭素等温暖化ガスだけでなく，従来の大気汚染や水質汚染等にも応用が可能で

あることが示された。

キーワード：経済成長理論，規模に関する収穫逓増，枯渇性資源，環境クズネッツ曲線



済の方が資本の豊富な経済より高い経済成長率を達成する傾向があり，この関係は「経済の収束

仮説」と呼ばれている。しかし，AKモデルではそのような状況が再現されることはなく，現実

の経済成長を表現することはできなかった。

その原因はAKモデルの特徴である生産関数Y・ AKという関数形状によるものである。通

常の生産関数では資本に関して収穫逓減の性質が保証されており，そのため資本量の小さい経済

は資本の限界生産性が高くなり投資が活発に行われ，逆に資本量の大きい経済は資本の限界生産

性が低くなることから，投資活動は鈍くなる。AKモデルは生産関数を見れば一目瞭然であるが，

資本の限界生産性は資本量に関係なく一定であり，資本量の大小と投資活動（経済成長）の間に

相関関係はない。

その問題を解決する方法として，枯渇資源の存在を制約条件としたモデルが宮永（1995）であ

る。AKモデルや資本に関して収穫逓増を示す生産関数が備えていない資本量と資本の限界生産

性の逆相関関係を，枯渇資源の使用量減少による資本の限界生産性に対する負の効果で実現する

ことを狙ったものであった。このモデルでは，生産要素に対する収穫逓増の程度など若干の条件

を必要とするものの，内生的な経済成長と資本量と成長率の逆相関の双方を満たすことに成功し

ている。その後，生産関数の形状と枯渇性資源の制約はそのままに宮永（2000）で資源消費量決

定の適正化，宮永（2002）で数値シミュレーションの採用による経済成長経路を具体的に可視化，

宮永（2014b）で数値シミュレーションのパラメータ設定制約緩和といった改良を経て現在に至っ

ている。

第2節 枯渇性資源制約つき成長モデルと環境クズネッツ曲線

経済成長と枯渇性資源の関係はローマクラブの「成長の限界」以来，成長を制限するものとい

う認識であり，この問題を扱った浅子和美・川西諭・小野哲生（2002）でも成長モデルを用いて

資源の制約とは直接生産に制約を与えるものという結論を理論的に引き出している。しかし，近

年の環境問題は温室効果ガスによる地球温暖化が原因とされる気候変動といった問題にも注目が

集まっており，温室効果ガスの中で人工的に排出される二酸化炭素とその発生源である石油等の

枯渇性資源の利用について注目が集まってきている。

このような経済成長と環境問題の関係についてはWorldBank（1992）で実証的な観点から

経済成長と環境の関係が示された。その関係がいわゆる環境クズネッツ曲線である。その関係は

経済成長と共に汚染物質の排出（蓄積）量は増加すなわち環境は悪化するが，さらに経済成長が

進むと汚染物質の排出（蓄積）量は減少すなわち環境は改善するというものであり，これを経済

成長（産出量）を横軸にとり汚染物質の排出（蓄積）量を縦軸にとったグラフで表せば，その形

状は逆U字型になるというものである。

この関係を理論的に説明した論文がStokey（1998）である。このStokey（1998）では環境
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と経済成長の関係を一般的な形で表しているが，資源等汚染物質の原因については明示的に示さ

れてはいない。近年，関心が高まっている地球温暖化の原因といわれる二酸化炭素ガスの排出に

ついての問題は，その原因たる化石燃料の存在が大きくクローズアップされていることから，化

石燃料を明示的に取り入れた理論モデルの構築には意味があるものと考えられる。このような二

酸化炭素ガスと所得の関係について行われた実証研究にはStern（2007）などがある（1）。

ここで，枯渇性資源制約を明示的に組み込んだ経済理論モデルとして宮永（2009）と宮永

（2014a）がある。宮永（2009）は宮永（2002）のモデルに枯渇資源を原因とする汚染物質を組

み込み，汚染物質の排出量と経済成長の関係を導出したものである。経済成長に伴い二酸化炭素

ガスの排出量が減少する理由としては，「経済が第1次・第2次産業から第3次産業へ移行して

いくことに伴いエネルギー投入量が減少する」，「技術進歩によりエネルギー効率が向上する」，

「技術進歩により廃棄されていた資源がリサイクル可能になる」，「地球温暖化が進む現状で二酸

化炭素ガスの排出が規制される」等が考えられるが，本モデルにおいては資本蓄積に伴い資本の

生産性が向上することにより資源の使用が抑制されることから，主な理由としては「技術進歩に

よりエネルギー効率が向上する」ことであろうと思われる。その他にも「技術進歩により枯渇性

資源に頼らないエネルギーへの代替が進む」という可能性も考えられる。そのような特徴を持つ

宮永（2009）モデルのインプリケーションは環境クズネッツ曲線様の逆U字型曲線を描くこと

はできたものの，それは産出量増大に対して経済成長率が上昇する，いわゆる「経済の収束仮説」

を満足しない場合に限ってであり，「経済の収束仮説」と「環境クズネッツ曲線」を両立するこ

とはできなかった。

そのような宮永（2009）の問題点をクリアすべく，宮永（2014a）では資源の採掘に費用が必

要であるという制約を加え，短期間に大量の資源を使用することに制約をかけることで「経済の

収束仮説」と「環境クズネッツ曲線」の両立を試みた。その結果，逆U字型環境クズネッツ曲

線の形状を実現することには成功したが，パラメータ等の制約からStokey（1998）の示すよう

な形状ではなかった。その問題点とは第一に形状が逆U字型より逆V字型に近い形状となって

いること，第二にクズネッツ曲線の右上がり部分（初期部分）が右下がり部分（後期部分）に比

して短期間であることの2点である。その結果，導出された曲線は逆U字型というよりは「へ」

の字型に近い形状となっている。

その理由として考えられるものとしては，宮永（2014a）ではシステムの性質からクズネッツ

曲線の初期すなわち経済成長と共に汚染物質の排出量が上昇する期間は一種の「過渡期」であり，

後期の資源制約の影響で汚染物質の排出量が減少する期間が均衡に向けて収束する期間である。

このことから汚染物質の排出量が上昇する期間はその後の期間に比して短くなるのは当然ではあ

るが，その性質は生産に寄与する外部性より，資源利用に寄与する外部性が大きいことが一つの

問題点であろうと推測できる（2）。その問題点は宮永（2014b）でも示されたとおり，資源使用量

の初期値決定に関する制約であろうと思われる。宮永（2014a）では資源消費量の初期値を導出

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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する際に計算の簡便化のため資源消費量導出式を二次式で近似しており，その結果として資源が

生産に与える外部性のパラメータが大きくなっていることが宮永（2014b）で指摘されている。

そこで，宮永（2014b）ではそのような問題点に対して資源消費量導出式を二次式で近似するこ

とを止め，資源消費量初期値導出式から数値演算により資源消費量初期値を導出することで，外

部性パラメータをより現実的と思われる水準に設定することを可能にした。

以上から，本論文では宮永（2014b）の手法を用いてStokey（1998）の示す環境クズネッツ

曲線の形状に近づけること，またパラメータ設定の自由度を高めることでより柔軟なシミュレー

ションモデルのシステムを構築することを目的とする。

第3節 枯渇性資源に採掘費用を導入した内生的成長モデル

本節では宮永（2014a）で示された，環境汚染を導入した有限の資源制約付き内生的成長モデ

ルに採掘費用を導入したモデルについて概説する。

モデルの定式化は以下の8点である。第一に，各経済は自給自足の閉鎖経済系であると仮定す

る。第二に，この経済では単一の（資本財にも消費財にもなる）生産物が資本と資源から生産さ

れる。第三に，資源とは鉱物資源のように再生産することが不可能な生産要素を示し，その埋蔵

量は一定（追加の資源が発見されることはない）である。また，採掘費用はゼロとする。第四に，

資本とは資源でない生産要素（再生産可能）すべてを意味する。すなわち，通常の物的資本の他

に人的資本も含む「広範囲な資本」（broadcapital）を示している。第五に，代表的消費者は無

限期間生存し，効用の現在価値を最大化すると仮定する。第六に，この経済では人口は一定であ

ると仮定する。第七に，汚染物質は枯渇資源にのみ依存して発生する。この汚染物質は当期の排

出すなわちフローのみ考慮して蓄積はされないものとする（3）。第八に枯渇性資源は産出の際に費

用を必要とする。以上8点の定式化を用いてモデルを構築する。

モデルは上述の資源制約と生産関数に通常の効用関数と予算制約式，及び最大化の一階の条件

の導出には用いないが，トランジショナル・ダイナミクスを考えるのに必要な制約式として，自

然効率性条件（naturalefficiencycondition）（4）の制約式を加えた以下の（1）～（6）の方程式体

系で表される。
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目的関数：

max
c,k,e,r

U・・
・

0
u・t・・exp・・・t・dt・ ・

・

0
logc・t・・exp・・・t・dt・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1・

制約条件

予算制約式：
dk

dt
・ y・t・・c・t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2・

生 産 関 数：y・t・・ A・・k・t・
1・・

・e・t・
・
・K・t・

・
・E・t・

・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3・

資源制約式：
dr・t・

dt
・・e・t・

・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・



c・t・，k・t・，e・t・，r・t・，p・t・は各々t期の一人あたり消費量，資源消費量，資本量，資源

埋蔵量，汚染物質排出量であり，Uは効用の現在価値の合計を表し，t期の効用は u・t・・

logc・t・の対数型であると仮定する。また，・・・0・は割引率，・・0・ ・・1・は資源が生産に

占めるシェア，・・・は各々（一人あたりではなく）経済全体の資源量・資本量が生産に与える

外部性でそれぞれ正の定数であり，・・・1・は資源の採掘費用である。また，A・・・0・は生産関

数のパラメータである。そして，資本の減価はないものと仮定し，初期条件k・0・・ k0,r・0・・

r0,および非負条件c・t・・0,k・t・・0,e・t・・0,r・t・・0,p・t・・0が付け加わってモデル

が成立する。

宮永（2000），宮永（2009）に対する本モデルの改良点は（4）の資源制約式である。本モデル

では・・1という条件から，資源を採掘する際にはその採掘した資源にロスが発生するという形

で採掘費用を表現している。

汚染物質の発生式は宮永（2009）と同様に直接資源から汚染物質が発生するという形を取って

いる。この場合の汚染物質は二酸化炭素をはじめとする温暖化ガスを想定していることから，汚

染物質の発生は基本的に枯渇資源の一次関数として表すことができる（5）。宮永（2009）でも述べ

ているが，通常の環境と経済成長の関係を扱ったモデルとは異なり，生産もしくは消費に派生し

て汚染物質が発生する形ではないという特徴は本モデルでも維持されている。

最大化の条件を導出するため，生産関数（3）に汚染物質発生式（5）を代入し，当該期価値ハミ

ルトニアンを（7）のように仮定して行った最大化の一階の条件は（8）～（11）のようになる（6）。

・・t・,・・t・はそれぞれ資本ストックk・t・と資源埋蔵量r・t・のシャドウプライスで，・・・t・,

・・・t・は各々・・t・,・・t・の変化率，AはA・ A・・N
・・・
で定数である（7）。最大化の一階の条件から

最終的に資源消費量成長率，資源賦存量成長率，資本量成長率，消費量成長率，産出量（経済）

成長率・e・t・,・r・t・,・k・t・,・c・t・の恒常的均衡値，・
・
e,・

・
r,・

・
k,・

・
cは以下のように決定される。

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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汚染物質発生式：p・t・・ b・e・t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5・

自然効率性条件：
・y・t・

・k・t・
・

d

dt
・log・・y・t・

・k・t・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6・
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第4節 収束過程と資源使用量初期値の導出

本節では前節で概説した理論モデルから数値シミュレーションモデルを構築して環境クズネッ

ツ曲線を導出する。

4�1 収束経路の導出

ここでは数値シミュレーションを行うために収束経路を直線に近似して代数的に導出する。そ

のやり方は宮永（2001）や宮永（2009）と同様，位相図上の収束経路を近似的に一次式として導

き出し，収束経路上の経済において資本量と成長率，所得と成長率の関係が収束仮説を満たすか

否かを検証していく。

最初に位相図の導出を概説する。モデルで用いられている変数c・t・,k・t・,e・t・,r・t・は恒常

状態においても恒常成長率で成長（減少）するので，そのまま分析に用いることはできない。そ

こで，恒常的均衡値が定数となるような変数を定義してそれを分析に用いることにする。その恒

常的均衡値が定数となるような変数x,z,wを以下のように定義する。

すると，（12），（13）から恒常状態は以下の形で表される。

したがって，恒常状態でx,z,wは次のような定数となる。
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次に，・c・t・,・k・t・,・e・t・,・r・t・を導出する。

・c・t・の導出は，一階の条件（8），（9）から以下の式が得られる。

次に・k・t・は，予算制約式（2）をk・t・で割り，xとzの関数として表す。

・e・t・は，自然効率性条件を用いれば，次のように表される。

最後に，・r・t・は資源制約式（4）をr・t・で割って得られる。

（18）～（21）の式を用いて変数x,z,wの増加率・x,・z,・wは以下の式で与えられる
（8）。

・x・t・,・z・t・,・w・t・が（22）～（24）のように得られたので，これを用いてdx・dt・0,dz・dt・0,

dw・dt・0の必要条件をx,z,wの関数として表すと以下のようになる。

dx・dt・0,dz・dt・0,dw・dt・0を満たす点の軌跡が（25）～（27）として導出されたので，こ

れら3式を用いて位相図を描く。

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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最初に（22）と（23）をみると，この2式はwに依存しないのでx,zに関する位相図はx�z平

面のみで表すことができる。

解に収束可能なパラメータの制約は1・・・ ・なので，この場合のみにについて考えてみると，

（22）の右辺第一項目が・x・・・1・・・・・・・0となり，経済はdx・dt・0線に近づくように動く

ので図1で表されるように恒常状態に収束する鞍点経路が1本（Pxy・P
・
xy線）存在する

（9）。

以上でx�z平面上の収束経路を描写することはできた。次にwも含む3変数の収束経路を考

える。wの経路は（24）で表現されている。この式から，wはx,z,wの3変数に依存することが

判明する。そこで，（24）式の右辺第二項目をまず考える。図1で経済が収束経路上に存在すると

仮定すれば均衡点の近傍で収束経路を線形近似する事ができる。このとき，収束経路の傾きは

（27）で表されるz・・・・・・・・・1・・・・・x・・よりも小さいから収束経路はz軸上で正の切片を

持つ直線（一次関数）として表される。これを用いて（24）の右辺をzのみの関数として表すと，
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・



右辺はw軸上で負の切片と正の傾きを持つ直線として表される。これをxw平面に表したもの

が図2である。経済は図1の収束経路上に存在するからxは常に均衡点に向かって収束する方

向へ動く。従って図2のように均衡解に収束する鞍点経路が1本存在する。以上から1・・・ ・

の場合に，図1と図2の収束経路を同時に満たす経路1本のみが恒常状態に収束する収束経路と

なる。

次に，収束経路Pxy・P
・
xy,Pxw・P

・
xwをx,z,wの一次式（直線）として導出する。直線Pxy・P

・
xy

の傾きは以下のような式で表される。

これから，直線Pxy・P
・
xyの傾きは以下のように導かれる。

さらに，収束経路は恒常的均衡点（x
・
,z

・
）を通るから，直線Pxy・P

・
xyは以下のような方程式

で表される（10）。

直線Pxw・P
・
xwの傾きについても同様に計算すれば，

ただし，
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となり，均衡値（x
・
,z

・
）を使えば，x�z平面における収束経路を以下のように直線で近似する

ことができる（11）。

4�2 収束過程と初期値の導出

4�1で収束経路を直線近似する事ができたので，次に経済が時間とともに収束経路上をどのよ

うに動いていくかを導き出す。

位相図から導き出した収束経路は時間に依存しないので，経済が時間とともにどのように収束

経路上を動いていくかについては描写できない。そこで，対数線形近似の手法を用いて時系列で

経済がどう動いていくかを導出する。

対数線形近似は（22）～（24）式（・x,・z,・w）を均衡点（x
・
,z

・
,w

・
）の近傍でテーラー展開した

場合のヤコビ行列Jを用いて計算する（12）。

収束経路は位相図上で直線近似されているので，収束経路上の経済すなわちベクトル（x・t・,

z・t・,w・t・）は相似縮小の形で均衡点に向かって動く。これは（22）～（24）で表される行列の固有

ベクトル上を経済の初期値から均衡点まで固有値に従って動くことと考えられるから，数値シミュ

レーションを行うには初期値とヤコビ行列Jの固有値を求めることで得られる。均衡点（x
・
,z

・
,

w
・
）でテーラー展開した時のヤコビ行列Jは

だから，これから収束経路の固有値を計算すると以下のようになる。

ただし，Jijはヤコビ行列Jの第i行j列の要素を表す。

この固有値を用ればt期における各変数の値x・t・,z・t・,w・t・は，以下のように表せる。

x・0・,z・0・,w・0・は各々x,z,wの初期値である。
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以上から，初期値x・0・,z・0・,w・0・が決まれば各期の変数x・t・,z・t・,w・t・を数値で表すこ

とが可能になる。この結果を受けて，以下では初期値の導出を行うこととする。

通常の資本と労働で生産を行う生産関数なら，資本はストック変数であり，労働は外生変数と

なるので，位相図上では縦軸または横軸の変数のどちらかは初期条件（ストックの初期値）のみ

から初期値が決定され，その初期値に対応する収束経路上の点が経済の初期値となる。しかし，

本モデルの生産関数はストック変数の資本と操作変数の資源消費量で構成されているので，資源

消費量の操作いかんで初期値が変動するという問題点がある。そこで，4�1で導出した収束経路

を用いて資源消費量の初期値e・0・を導出する。消費量の初期値e・0・が導出できればx・0・,

w・0・が決まり，直線Pxz・P
・
xzの方程式からz・0・を導くことができる。

4�3 資源消費量初期値の導出

前節の計算式を用いて資源消費量の初期値e・0・を導出すれば（29）式のようになる（13）。

より，

ここで，宮永（2014a）では上式をe・0・
・
の関数とみてw

・・
・・1・・・Ak・0・

・・・・
・e・0・

・・・・・・
のe・0・

・

の次数を・・・・2と仮定することで，代数的な解を導出していた。

ここで，e・0・
・・・・・・

の次数を構成する・,・はそれぞれ，資源が生産に占めるシェア（0・ ・・1）

と経済全体の資源量に与える外部性（・・1）である（14）。・・・・2という条件は数値的には内

生的成長を達成するのに問題の無い条件ではあるが，実際には枯渇性資源の使用量（使用金額）

が産出量（産出額）との対比からみて小さい，すなわち・が0に近いということは十分に考え

られることであり，それを考慮に入れるとモデル上では・が2に近いという条件が初期値の解

を導出する際に必要とされるのが問題であった。

そこで本論文では宮永（2014b）と同様の手法で，まず・・・・2という条件を緩和すること

で，より現実に近い数値シミュレーションモデルを構築することを試みる。

初期値e・0・を導出する前に，数値シミュレーションを行う前に必要なパラメータの値を設定

する。設定すべきパラメータは，資源が生産に占めるシェア ・・0・ ・・1・，資本の外部性

・・1・・・・・1・，割引率・,生産関数のパラメータA,採掘費用パラメータ・,汚染物質排出パ

ラメータbである。資源の外部性・についてはパラメータを設定の後，・・1の条件に従い任

意に設定する。

以上の制約と宮永（2014a）との比較を考慮して，以下のようにパラメータを設定した。その
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値は・・0.1,・・0.9,・・0.03（＝3％），A・0.05,・・1.05,b・1これらは宮永（2014a）と

同じである。この設定の後，パラメータ・を任意に設定して宮永（2014a）との比較を試みる。

本論文では宮永（2014b）と同様にパラメータ・を3つ設定して数値シミュレーションを行い

結果を比較した。その値はcase①・・1.9,case②・・1.5,case③・・1.1である。case①・＝

1.9は宮永（2014a）と同じ値であり，初期値も同様に2次方程式の解の公式を用いて代数的に算

出したものを使用する。

case②とcase③については，上記のパラメータを代入の後，（30）式左辺のe・0・に数値を代入

し，（30）式左辺の値が最も0に近い値を初期値e・0・とする方法を用いた。

具体的にはe・0・について有効数字を小数点以下3位までと設定し，e・0・に0.001刻みで数値

を代入して（30）式左辺の値が最も0に近いe・0・の値を初期値として採用した。

第5節 数値シミュレーション 環境クズネッツ曲線の導出

本節では第4節で設定したパラメータに加え，ストック変数の資源の賦存量r・0・および資本

の賦存量k・0・を設定してシミュレーションを行い，宮永（2014b）でも行われたパラメータ調

整が本モデルにはどのような影響があるのかを検討する。

5�1 宮永（2014a）との比較

最初は宮永（2014a）の中で経済成長共に汚染物質の排出が当初は上昇し，後に下降するとい

う環境クズネッツ曲線同様の関係を満たしたケースから・の値を変化させた場合の形状の変化

を考察する。このケースではストック変数の資源の賦存量r・0・および資本の賦存量k・0・を

r・0・・30,k・0・・20と設定している。期間も宮永（2014a）と同様に50期間（t・50）とし

てシミュレーションを行った。

初期値e・0・は各々以下の通りである

case①・・1.9のとき，e・0・＝0.348642277362561（代数的に算出）（15）

case②・・1.5のとき，e・0・＝0.198

case③・・1.1のとき，e・0・＝0.125

このときの経済成長率の推移を示したものが図3,環境クズネッツ曲線を描いたものが図4で

ある。経済成長率の推移は経済成長モデルの条件として「経済の収束仮説」が第一に満たされる

必要があることから，経済成長率が時間と共に低下していくかどうかを確認するためのものであ

る。

「経済の収束仮説」に関連する産出量の初期成長率・y・0・と均衡成長率・
・
・はそれぞれ

case①・・1.9のとき，・y・0・＝7.5565％，・
・
・＝7.1571％

case②・・1.5のとき，・y・0・＝11.2850％，・
・
・＝5.8857％
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case③・・1.1のとき，・y・0・＝33.0017％，・
・
・＝5.0143％

となる。

上の・y・0・,・
・
・の値と図3から，・がいずれの値の場合でも「経済の収束仮説」は満たされてい

ることがわかる。また産出量と汚染物質の関係についても，いずれの場合でも環境クズネッツ曲

線は逆U字型の関係が満たされていることが分かる。

以上で設定したパラメータセットは「経済の収束仮説」と環境クズネッツ曲線同様の関係を満

たしてはいるが，宮永（2014b）と同様の問題点を有している。以下では宮永（2014b）に沿っ

てパラメータの変更を行い，それによる産出量と汚染物質排出量の関係がどう変化していくかを

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．

―33―

図3 産出量成長率・・・t・数値シミュレーション結果：r・0・・30,k・0・・20
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見ていくことにする。

宮永（2014b）で最初に行ったパラメータ調整は経済成長率の初期値に関係する資源消費量の

初期値を調整するために資源の賦存量r・0・を変更することであった。ここでは宮永（2014b）

で行ったように資源の賦存量r・0・を30から50に増加させて，経済成長率の初期値と環境クズ

ネッツ曲線の形状の変化について見ていくこととする。

初期値e・0・は各々以下の通りである

case①・・1.9のとき，e・0・＝0.30532218（代数的に算出）

case②・・1.5のとき，e・0・＝0.211

case③・・1.1のとき，e・0・＝0.113

産出量の初期成長率・y・0・と均衡成長率・
・
・はそれぞれ

case①・・1.9のとき，・y・0・＝7.6918％，・
・
・＝7.1571％

case②・・1.5のとき，・y・0・＝14.5268％，・
・
・＝5.8857％

case③・・1.1のとき，・y・0・＝59.7412％，・
・
・＝5.0143％

となる（16）。

このときの経済成長率の推移を示したものが図5,環境クズネッツ曲線を描いたものが図6で

ある。「経済の収束仮説」はこの場合も満たされている。図6からは産出量と汚染物質の関係に

ついても，いずれの場合でも環境クズネッツ曲線同様の関係が満たされていることが分かる。
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5�2 資源賦存量r・0・の効果
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次に宮永（2014b）で行ったパラメータ調整は時間選好率・を0.03（3％）から0.02（2％）に

減少させて，均衡成長率・
・
・をより現実的な数値に近づけようとするものである。

初期値e・0・は各々以下の通りである

case①・・1.9のとき，e・0・＝0.263601187（代数的に算出）

case②・・1.5のとき，e・0・＝0.172

case③・・1.1のとき，e・0・＝0.083

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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5�3 時間選好率・の効果
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産出量の初期成長率・y・0・と均衡成長率・
・
・はそれぞれ

case①・・1.9のとき，・y・0・＝5.0967％，・
・
・＝4.7714％

case②・・1.5のとき，・y・0・＝7.3923％，・
・
・＝3.9238％

case③・・1.1のとき，・y・0・＝22.7552％，・
・
・＝3.3429％

となる。このときの経済成長率の推移を示したものが図7,環境クズネッツ曲線を描いたものが

図8である。・がいずれの場合でも図7と・y・0・と・
・
・のデータから「経済の収束仮説」が，図8

から環境クズネッツ曲線同様の関係が満たされていることが分かる。

宮永（2014b）では，理想とする初期成長率と均衡成長率の目標を日本の経済成長のデータか

ら見てそれぞれ12％前後と2％前後としていたが，上の「case③・・1.1」はそれに近づいてき

ているように思われる。

次節では，このパラメータセットを用いて環境クズネッツ曲線の形状調整を図ることとする。

第6節 環境クズネッツ曲線形状の検討 採掘費用ζの効果

本モデルには宮永（2014b）には仮定されていないパラメータが存在する。それは資源の採掘

費用に関するパラメータ・である。このパラメータは（13）式と（30）式から経済成長率の長期均衡

解と資源使用量の初期値すなわち初期の経済成長率に直接関係するので，このパラメータ・の変

化は環境クズネッツ曲線の形状に影響を与えると思われる。本節ではこのパラメータ・の変化が

産出量yと汚染排出量pの関係がそのように変化するかを検討する（17）。

5�3のパラメータセットに加え，採掘費用パラメータ・を・・1.05から・・1.1に増加させて

シミュレーションを行った結果が図9と図10である。
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初期値e・0・は各々以下の通りである

case①・・1.9のとき，e・0・＝0.295248629（代数的に算出）

case②・・1.5のとき，e・0・＝0.203

case③・・1.1のとき，e・0・＝0.108

産出量の初期成長率・y・0・と均衡成長率・
・
・はそれぞれ

case①・・1.9のとき，・y・0・＝5.0237％，・
・
・＝4.5818％

case②・・1.5のとき，・y・0・＝7.2300％，・
・
・＝3.8788％

case③・・1.1のとき，・y・0・＝22.7935％，・
・
・＝3.7091％

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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図9 産出量成長率・・・t・数値シミュレーション結果：・・1.10
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である。

さらに・の効果を比較検討するために・・1.15のシミュレーションも行った。その結果が図

11と図12である。

初期値e・0・は各々以下の通りである

case①・・1.9のとき，e・0・＝0.32260821（代数的に算出）

case②・・1.5のとき，e・0・＝0.231

case③・・1.1のとき，e・0・＝0.132

産出量の初期成長率・y・0・と均衡成長率・
・
・はそれぞれ
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図11 産出量成長率・・・t・数値シミュレーション結果：・・1.15
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case①・・1.9のとき，・y・0・＝4.7838％，・
・
・＝4.4261％

case②・・1.5のとき，・y・0・＝6.8838％，・
・
・＝3.8609％

case③・・1.1のとき，・y・0・＝22.4494％，・
・
・＝4.0957％

である。

以上のデータから・・1.1,・・1.15両方の場合で「経済の収束仮説」は成立している。産出量

と汚染物質排出量の関係については「・・1.15でcase①・・1.9」のケースを除いて初期にはプ

ラス，その後にマイナスという環境クズネッツ曲線同様の関係が描き出されている（18）。

・の影響によるグラフ形状の変化をわかりやすく見るために，「case③・・1.1」の場合に描か

れる産出量―汚染排出量の関係について・・1.05,・・1.1,・・1.15の3パターンを重ねてグラ

フに描いたものが図13である。図を見る限り，・が大きくなるほどグラフの形状（傾き）は緩

やかになっていることが分かる。

・の影響を描いた図13から，本論文の意図する環境クズネッツ曲線の形状を考える。環境ク

ズネッツ曲線の関係が存在する環境汚染は本論文が意図している二酸化炭素以外にも存在するが，

現状で二酸化炭素の排出量は大きく減少しているとはいえないと考えられるので，・・1.05,

・・1.1,・・1.15の中では・・1.15の示す形状が最も適当であると思われる。

第7節 課 題

前節までの分析から，パラメータ設定条件の緩和とパラメータ数値の調整を施すことで宮永

（2014a）のモデルで示された「環境クズネッツ曲線」をより現実に近いと思われる形状へ改善

することについて一定の成果は上げられたものと思われる。しかし，第2節で目的とした形状に

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．
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完全に合致するというところまでは到達していないのではないかと思われる。

特に二酸化炭素を汚染物質として取り上げた場合，前節で述べたとおり現状で二酸化炭素の排

出量は大きく減少しているとはいえないという面があり，本論文で描かれた「環境クズネッツ曲

線」のグラフを見る限り産出量―排出量関係がプラスである初期段階の部分が短いという感は否

めない（19）。ここは宮永（2014b）でも課題に挙げたように，可能な限り実際のデータを導入して

実証的な分析を行うことでさらなる改善を図りたい。

また，本モデルは二酸化炭素に関する分析を主な目標としてモデルを構築してきたが，パラメー

タ変化により環境クズネッツ曲線の形状をある程度コントロールすることが可能であると思われ

ることから，大気汚染や水質汚染など他の環境問題への応用も視野に入れてモデルを発展させて

いくことをこれからの課題としたい（20）。

（1） Stern（2007）pp.191�192参照

（2） 資源利用に寄与する外部性の値が大きければ，初期に資源を大量に使用して資本を蓄積した方が成

長に有利であると考えられるためである。

（3） 当期の排出は一期間で自然浄化する，すなわち自然浄化率100％と考えることもできる。

（4） 自然効率性条件とは，t期の資源（消費量）の限界生産力の変動率が資本の限界生産力と等しくな

るように動くという条件である。

（5） 温暖化ガスの主な原因とされている二酸化炭素は枯渇資源に含まれる炭素が発生源であることから，

石油・石炭等で利用効率の違いはあるものの，一次関数で表すことが可能と考えられる。

（6） 最大化の一階の条件の導出過程については宮永（2000）pp.73�75を参照のこと。

（7） Nは人口を示す変数で第六の仮定から定数である。

（8） 詳細な・x,・z,・wの導出過程は宮永（2000）pp.77�78を参照のこと。

（9） 均衡解への収束条件については宮永（2000）p.79を参照のこと。

（10） 直線Pxy・P
・
xyの傾きおよび方程式の導出は宮永（2001）数学注1�1を参照のこと。

（11） 直線Pxw・P
・
xwの傾きおよび方程式の導出は宮永（2001）数学注1�2を参照のこと。

（12） 対数線形近似については宮永（2001）数学注2を参照のこと。

（13） 資源消費量の初期値e・0・の導出については宮永（2014a）,宮永（2002）数学注3を参照のこと。

ただし，この場合は採掘費用が加わるため，e・0・に代わってe・0・
・
の関数とみて解いている。

（14） 条件0・ ・・1は仮定から，条件・・1は内生的成長を可能にする条件から導出されている。

（15） この値は宮永（2014a）のモデルと同じである。

（16） 資源の賦存量r・0・は均衡成長率・
・
・に影響しないので，・

・
・は5�1の場合と同じになる。

（17） 本論文では汚染物質排出パラメータb・1のためp・t・・ e・t・である。

（18）「・・1.1でcase①・・1.9」の場合は，初期のプラスの関係が成立する部分が短いのでグラフ上で

はわかりにくいが，環境クズネッツ曲線と同様の関係は一応成立している。

（19） ただし，後期部分か長い＝シミュレーション期間が長いという可能性もあることから，期間の設定

も考慮に入れる必要があるかもしれない。

（20） 大気汚染や水質汚染など二酸化炭素以外の環境汚染と経済成長の関係については，WorldBank

（1992）を参照されたい。

―40―

�注�



Arrow,K.J.（1962）・TheEconomicImplicationsofLearningbyDoing,・ReviewofEconomicStudies,

29,pp.155�173.

Barro,R.J.andX.Sala-i-Martin（1995）EconomicGrowth,McGraw-Hill.

Cass,D.（1965）・Optimum GrowthinanAggregativeModelofCapitalAccumulation,・Reviewof

EconomicStudies,32,pp.233�240.

Hammond,P.J.andA.Rodriguez-Clare（1993）・OnEndgenizingLong-RunGrowth,・Scandinavian

JournalofEconomics,95,4,pp.391�425.

Hotelling,H.（1931）・TheEconomicsofExhaustibleResouces,・JounalofPoliticalEconomy,2,pp.137�

175.

Koopmans,T.C.（1965）・OntheConceptofOptimalEconomicGrowth,・inTheEconometricAp-

proachtoDevelopmentPlanning,Amsterdam,NorthHolland.

Kuznets,S.（1955）,・EconomicGrowthandIncomeInequality,・AmericanEconomicReview,45,pp.

1�28.

Ramsey,F.（1928）・AMathematicalTheoryofSaving,・EconomicJournal,38,pp.543�559.

Romer,P.M.（1986）・IncreasingReturnsandLongRunGrowth,・JournalofPoliticalEconomy,94,pp.

1002�1037.

Romer,P.M.（1987）・GrowthBasedonIncreasingReturnsDuetoSpecialization,・AmericanEco-

nomicReview,77,2,pp.56�62.

SheshinskiE.（1967）・OptimalAccumlationwithLearningbyDoing,・inKarlShelled.,Essayson

theTheoryofOptimalEcponomicGrowth,CambrigeMA,MITPress,1967,pp.31�52.

Solow,R.M.（1956）・AContributiontotheTheoryofEconomicGrowth,・QuarterlyJournalofEco-

nomics,70,pp.S65�94.

Stern,N.（2007）TheEconomicsofClimateChange:TheSternReview,CambridgeUniversityPress

Stiglitz,J.E.（1974）・GrowthwithExhaustibleResources.EfficientandOptimalGrowthPaths,・

ReviewofEconomicStudies,Symposium,pp.123�137.

Stokey,N.L.（1998）,・AreThereLimitstoGrowth?,・InternationalEconomicReview,39,pp.1�31.

WorldBank（1992）,WorldDevelopmentReport1992:DevelopmentandtheEnvironment,OxfordUni-

versityPress.

浅子和美・川西諭・小野哲生（2002）「枯渇性資源・環境と持続的成長」，『経済研究』，53,pp.236�246.

宮永 輝（1995）「有限の資源制約が存在する場合の内生的成長理論」，『経済科学』，第43巻 第2号，pp.

9�20.

宮永 輝（2000）「有限の資源制約が存在する場合の内生的成長理論Ⅱ. 市場経済モデル」，『政治・経

済・法律研究』，第3巻 第2号，pp.69�86.

宮永 輝（2002）「有限の資源制約が存在する場合の内生的成長理論Ⅲ. 数値シミュレーションを用い

た「収束仮説」の証明」，『政治・経済・法律研究』，第4巻 第2号，pp.97�114.

宮永 輝（2009）「枯渇資源と環境が経済成長に与える影響の一考察 有限の資源制約が存在する場合

の内生的成長理論を用いて 」，『政治・経済・法律研究』，第12巻 第1号，pp.61�78.

宮永 輝（2014a）「枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出 有限の資源制約が存在する

場合の内生的成長理論を用いて 」，『政治・経済・法律研究』，第16巻 第2号，pp.151�168.

宮永 輝（2014b）「有限の資源制約が存在する場合の内生的成長理論Ⅴ． 数値計算を利用したモデル

の精緻化 」，『政治・経済・法律研究』，第17巻 第1号，pp.65�81.

（原稿受付 2014年10月27日）

枯渇資源における環境クズネッツ曲線の理論的導出Ⅱ．

―41―

参考文献





政治・経済・法律研究 Vol.17No.2,pp.43�58 March2015

はじめに EUにおける連帯へ問い

本稿は，欧州債務危機対応の政治過程を「連帯（Solidarity）」という価値規範に照らして検

討しようとするものである。「連帯」がEUの文脈で言説として浮上したのは，欧州債務危機対

応において，支援（または救済）負担側にも，条件としての緊縮財政の痛みを伴う支援を受ける

側にも，納得させるための方便として抽象的に用いられてきたことが大きいように思う。しかし，

本稿では，「連帯」という価値規範の内実を考察するうえで参考となる分析的枠組を確認（第1

節）したうえで，それと照らしながら現実の債務危機対応の諸側面を検討していくことにしたい。

この作業によって，債務危機対応の過程や結果，それにアクターのスタンスが，どのような意味

で連帯的であったのかという評価を，より具体的に考察できることになる。

本稿で分析対象としようとしている現実のEUの動向は大きく三つある。第一は，ギリシャ債

務危機発生後の初期対応のあり方（第一次支援策）についてである（第2節）。第二は，ギリシャ
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欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合

原 田 徹

要 旨

欧州債務危機対応をめぐるEUでの政治過程を「連帯（Solidarity）」という価値規範に照らし

て分析している。準備的に，「連帯の概念空間」を紹介し，「自己利益」「コミュニティ」「政治的義

務」「利他主義」という極から考察する分析枠組を得ている。これを手掛かりに，三つの側面から

欧州債務危機の対応を実証的に検討している。第一は，ギリシャ債務危機発生後の初期対応のあり

方（第一次支援策）である。第二は，ギリシャ債務危機が深化するなかでの債務減免（「ヘアカッ

ト」）を伴う対応（第二次支援策）である。第三は，「経済ガバナンスの強化策」として，最終的に

はユーロ加盟国の国家予算事前監視に至る仕組みが構築された過程とその議論である。検討の結果，

ギリシャ債務危機対応では，緊縮財政遵守の維持・強化という意味での「政治的義務」を基調とす

る支援枠組のバリエーションにおいて，付加的な形で「コミュニティ」的な要素や「利他主義」的

な要素の濃淡が相対的に見出せた。それに対し，「経済ガバナンス強化策」においては，「政治的義

務」の内容が反転されつつ，「コミュニティ」としての連帯を志向するアプローチが読み取れ，基

調としては「コミュニティ」が優先され，その手段として「政治的義務」を強化するという議論の

展開も確認した。「連帯」のあり方の見解相違にもかかわらずEU権限強化という形で統合が進展

する論理を特にこの点に見出している。

キーワード：EU（ヨーロッパ連合），欧州債務危機，連帯（Solidarity），統合メカニズム



債務危機が深化するなかでの債務減免（「ヘアカット」）を伴う対応（第二次支援策）についてで

ある（第3節）。第三は，危機を通じた「EMU強化」として，最終的にはユーロ加盟国の国家

予算事前監視に至る仕組み（Six-Pack及びTwo-Pack）が構築された過程とその議論について

である（第4節）。

第1節 「連帯」の概念空間：分析の枠組

「連帯」とは，完全に合意された定義は存在せず，多様な要素が混合した概念である。それは，

実際の行動として観察可能であるかもしれないし，必ずしも行動を伴わない心的傾向かもしれな

いし，行動を支える動機としてふさわしい種類の信念として捉えるべきものかもしれない。この

うち，行動を支える動機としての信念レベルで「連帯」概念の考察を試みたものとして，ニコラ

イディスらによる「連帯」の概念枠組がある（1）。

彼女らによれば，「連帯」とは，純粋な「自己利益（Self-Interest）」と純粋な「コミュニティ」

を両極とする軸のどこかに，また同時に，純粋な「利他主義（Altruism）」と純粋な「政治的義

務」を両極とする軸のどこかに定位できるものであるとされる。

純粋な「自己利益（Self-Interest）」とは，集団関係において，各人が他者と関係なく有して

いる利益を実現するためだけに協力しているという状態であり，それだけではその集団の各人は

連帯的ではないとされる。逆に，純粋な「コミュニティ」とは，集団に対してある種の忠誠や先

験的な絆があり，集団に属する各人の自己利益と共通の利益との区別がつかなくなっている状態

を指す。しかし，この純粋な「コミュニティ」ほどの集団への包括的な忠誠を持ち出すまでもな

く，連帯は成り立つものとされる。

純粋な「利他主義（Altruism）」とは，道徳や義務を超えた，全くの見返りを期待していない

自発的な慈善や寛容が成立する他者関係である。しかし，施しへの見返りとしての「互恵性」が

多少とも期待できないという状況では，やがて施す側も萎えてくるという点で，連帯的ではない

関係であるとされる。逆に，純粋な「政治的義務」とは，集団内での行為が，義務的であり選択

の余地がないものの，自らも他者も遵守実行せざるをえないという確実性がある状況のことを指

す。しかし，自発性を欠いて強制されて従うという要素がある点で連帯的ではない状況とされる。

そして，「連帯」とは2つの軸の両極端では完全には成り立たないものであり，各軸の中間の

どこかにおいて成り立つものであると考えられている。純粋な「自己利益」からは幾ばくかの

「他者との結びつき」へ，純粋な「コミュニティ」からは幾ばくかの多様性への許容へ，純粋な

「利他主義」からは幾ばくかの互恵性へ，純粋な「政治的義務」からは幾ばくかの「同意性」へ

と向かえば，それは，より「連帯」的な関係となる。

ニコライディスらは，この便利な連帯の概念空間を提示しているにもかかわらず，債務危機発

生後のヨーロッパを政治思想的に議論するに留まっており，現実への分析として活かしきれてい
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ない。次節からは，債務危機を契機とする対応の三つの側面につき，連帯の概念空間に照らして

検討を行う。

第2節 ギリシャ債務危機への初期対応（第一次支援策）

2010年4月23日，債務危機に晒されたギリシャ政府が正式に財政支援策の発動要請を行った。

要請した相手は，欧州委員会，欧州中央銀行（以下，ECB），ユーログループ（ユーロ圏財務閣

僚理事会のこと。以下，EuroGroup）の議長，そして国際通貨基金（以下，IMF）である。た

だし，この正式な支援要請までの段階で，ギリシャへの支援枠組を巡る政治が展開されてきたの

であり，ここではその過程を検討する。

ギリシャの財政赤字問題が顕在化したのは，2009年10月5日の総選挙で誕生したパパンドレ

ウ政権が前政権下での粉飾財政を明るみにしたことに端を発する。同年12月の信用格付け機関

によるギリシャ国債の格下げで国債利回り低下とユーロ売りが始まったことから債務危機へと転

化した。同じく国債格付け引き下げとなったポルトガルの他，イタリア，アイルランド，スペイ

ンなど南欧ユーロ加盟諸国の財政赤字への懸念もあり，これら諸国にギリシャの債務問題が飛び

火する事態への恐れから，EUレベルでの対応が求められたのである。ギリシャ政府自身も，欧

州委員会やユーロ圏各国の求めに応じ，2009年12月，2010年1月と財政赤字削減計画（2）を策

定したものの，金融市場での信用不安の払拭に効果はなかった。

EU首脳レベルで初めてギリシャ問題が議題とされたのは，2010年2月11日の非公式欧州理

事会であった。そこでは，必要となればユーロ圏各国がユーロ安定化のために断固たる協調行動

をとるということを確認し，対応の具体策は2月16日の財務閣僚理事会（EcoFin）に委ねられ（3），

前日15日のEuroGroupでの判断を踏まえつつも，実際はギリシャ財政再建案の追認と定期的

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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モニタリングの必要性を確認するにとどまった（4）。要するに，この2010年2月中旬段階では，

危機意識だけが持たれつつも，ギリシャへの直接的な支援は確定されていなかったのである。な

ぜか。

それは，ギリシャ支援のあり方につき主に独仏首脳（メルコジ）間で見解が異なっていたから

である。独メルケル首相の場合，まずはギリシャ自身の財政緊縮路線の徹底に拘るスタンスを示

しており，支援するにしてもそれは最終手段であって，供与でなく利子つき融資であり，財政緊

縮路線のコンディショナリティを条件とすべきと考えていた。3月17日のドイツ連邦議会での

演説においても，メルケルは「ギリシャ債務危機は重大な問題だが，ユーロ圏諸国による拙速な

支援というのは正しい戦略ではない」「『連帯の迅速な行動（Aquickactofsolidarity）』は正

しい答えでは決してない。むしろ正しい答えは根底で問題を解決すること……それゆえ，ギリシャ

の緊縮プログラムしか選択肢はない」と述べている（5）。

フランスのサルコジ大統領の場合は，2010年2月11日の非公式欧州理事会後の共同記者会見

の場で，「ヨーロッパはギリシャとの『連帯（solidarity）』を示すことにコミットするが，救済

計画の詳細は戦略的理由からまだ明らかにできない」と述べており，同じ記者会見の場で，「ギ

リシャによる緊縮路線の断固継続が示されたことだけが非公式欧州理事会の成果だ」と述べたメ

ルケルとは対照的であった（6）。独仏両首脳の対照的なスタンスは，3月上旬にも現れており，パ

パンドレウ首相が3月6日にメルケルと，3月7日にサルコジと会談した際，メルケルはギリシャ

への直接支援の必要がないことを伝えた（7）のに対して，サルコジは，必要とあればユーロ圏と

してのギリシャ支援に前向きであることを伝えていた（8）。もちろん，パパンドレウ首相も直接支

援は万が一のためで，まずは，市場の投機的な動きを封じ込めるようEUが強力な支援メカニズ

ムを導入することを求めるという姿勢であった。

しかし，独仏の財務相の対応に目を転じると，一見すると，首脳レベルとはねじれた構図も垣

間見えた。その例が，IMFの欧州版に相当するEMF（EuropeanMonetaryFund欧州通貨基

金）創設するというアイディアである。これは，独仏や他加盟国政府と調整しつつ構想中である

ことを3月8日に欧州委員会が明らかにしたものであり，メルケル政権のショイブレ財務相が主

張したものである（9）。独首相としてのメルケルが，ギリシャへの支援を固辞するスタンスと比べ

た場合に，独財務相のショイブレが発案したEMFはその詳細が定まってはいないにしても，支

援をする前提での着想ではある。メルケルは，EMFをアイディアとして支持するとしながらも，

そのためにはリスボン条約の改訂の必要性を強調した（10）のであり，直近のギリシャ支援のため

の案として受け入れていなかったものと考えられる。また，EMF創設案について，サルコジの

志向に沿いそうではあるものの，フランスのラガルド経済財政雇用相は，「現在どうしても必要

な優先課題ではない」と述べ，長期的手段として選択肢とはなりうるが，直近のギリシャ支援策

としての有効性には疑問を呈したのであった（11）。

3月15日16日のEuroGroupとEcoFinにおいては，ギリシャ支援実施の決定はなされなかっ
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たが，ギリシャから支援要請があった場合の支援の枠組としては，ユーロ圏諸国による対ギリシャ

2国間融資の方式とすることが合意された（12）。供与ではなく融資であり，かつ，共同融資でなく

2国間融資であるという枠組が示されたことは，具体化のレベルとしては一歩進んだことになる。

ただ，それでも独メルケル首相は「ユーロ圏各国が安易にギリシャ救済に乗り出すのは正しい戦

略ではなく，ギリシャの財政緊縮が最大の解決策」というスタンスを崩さなかったため，パパン

ドレウ首相は支援の実行可能性への不安と債務不履行への時間的制約からも，IMFへの支援要

請も視野に入れざるを得ないとしつつ，3月25�26日の欧州理事会にてEUとしての支援枠組の

合意を求めたのであった。

ギリシャ支援へのIMFの関与については，ドイツとしての支援分担は大幅に希釈されること

もあって，もし支援するのならばIMFによることをメルケルは主張したが，反対論も根強かっ

た。ギリシャとしては緊縮路線へのコンディショナリティが厳格なIMFからの融資はできれば

避けたい選択肢であったし，ECBのトリシェ総裁やEuroGroup議長であるルクセンブルク首

相兼経済財務相ユンカーらは，「ワシントンを本拠とする貸し手が関与することは，ユーロ圏が

自分たちの問題を自ら解決できないというメッセージになる」として難色を示した（13）。

結果として，欧州理事会の初日にあたる3月25日，ユーロサミット（ユーロ圏加盟国政府首

脳会談）の場において，ギリシャ支援を想定した緊急時の支援枠組みとして，支援総額の3分の

2をユーロ圏諸国による2国間融資とし，残りの3分の1をIMFによる融資とすることが合意

された。また，2国間融資はユーロ圏加盟国の全会一致によるものとし，融資金利には優遇レー

トなどは適用しないことも合わせて条件として決定された（14）。この決定に従い，本節冒頭の4

月23日のギリシャによる正式な支援要請に至るのである。6月2日には，ギリシャへの第一次

支援策として，ユーロ加盟国による2国間融資800億ユーロとIMF融資300億ユーロを組み合

わせた，3か年合計1,100億ユーロの支援が決定されるに至った。

こうしてギリシャへの第一次支援策は整ったものの，この間に，債務危機はギリシャ以外のユー

ロ圏諸国に波及する危険が高まってきていた。その恐れから，5月7日の緊急のユーロサミット

にて「枠組合意」（15）が結ばれ，EFSF（欧州金融安定基金）が創設されるに至った。EFSFは，

実質的には，ドイツ，フランス，オランダ，ルクセンブルク，オーストリア，フィンランド各政

府の信用力を裏づけとするEFSF債を発行することで資金を調達し，自力で資金調達ができな

くなったユーロ圏加盟国へ金融支援を行なうものであり，7,500億ユーロ規模の基金とされた。

既に2国間融資とIMF融資を組み合わせるという方法が決まっていたギリシャへの第一次支援

の枠組としてEFSFが用いられることはなかったが，2010年11月にはアイルランドが，2011

年5月にはポルトガルが，EFSFによる融資対象となった。これら2か国は正式に支援対象となっ

た段階で，ギリシャに対する第一次支援での2国間融資は免じられることとなった。なお，スロ

ヴァキアのみ，ギリシャへの第一次支援での2国間融資を拒否した。スロヴァキアでは2010年

6月12日の選挙を経て発足したイヴェタ・ラジチョヴァー IvetaRadi�cov�a）中道右派連立政権

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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により，ギリシャへの2国間融資参加の是非の判断が議会に委ねられ，8月11日に否決された

のであった。

以上のギリシャ債務危機の初期対応について，第1節でみた「連帯」の概念空間と照らして考

察してみよう。まず，そもそもギリシャを支援するのか支援しないのかというところが焦点とな

る。この点については，当初から一貫してギリシャ国内での緊縮財政努力による解決のみを主張

してきた独メルケルは「自己利益」（ドイツの資金が出ていくことはない）かつ「政治的義務」

（財政規律遵守義務）に偏ったスタンスであり，相対的に，ユーロ圏としての支援の可能性を示

唆してきた仏サルコジは「コミュニティ」に寄り添った連帯スタンスを示していたとみることが

できる。ただ，サルコジもギリシャの緊縮財政努力の要請をしていたとみられることから，「利

他主義か政治的義務か」の軸で言えば，メルケルほど偏りはしないまでも「政治的義務」寄りで

あることに変わりはない。

「連帯」とは，なにも支援する側だけの規範や行動ではない。ギリシャのパパンドレウ首相の

スタンスは，財政規律遵守に向けた緊縮財政努力を断行していることからも，「政治的義務」に

寄った連帯スタンスを提示してきた。また，自らによる直接支援要請の可能性が大きいことを重々

理解しながらも，まずは投機を鎮めるために，ギリシャに限らず債務危機にあるユーロ加盟国支

援のための強力なEUとしての支援枠組構築を要請するというスタンスをとってきたことは，

「コミュニティ」寄りの連帯スタンスといえる。

最終的に決まったギリシャ第一次支援策の枠組の性質自体は「連帯」の観点からどのように評

価できるであろうか。まず，ユーロ圏としてのギリシャ支援のあり方は「融資」ではなく「供与」

でも有り得たわけであるところ，結果として「優遇レート無しの利子つき融資」となったことは，

ニコライディスらの「連帯」の概念空間に即して言えば，「利他主義」の極ではなく，（ギリシャ

からの返済可能性の程度はさておき）「互恵性」の要素が入ったという点で，一応，より「連帯」

原則に沿う方向性として決まったと評価できる。また，ユーロ圏からの融資のあり方として「2

国間融資」という形式かつその実行が「全会一致での決定」となったことは，融資する側の各ユー

ロ加盟国の動機づけとして「自己利益」的に見える（他の支援国と関係なく純粋に融資金利のメ

リットを自国が受けうる）が，融資されるギリシャ側からすれば，枠組みとしてはユーロ圏から

の協調的融資であるために「コミュニティ」寄りの連帯の仕組みとして映ることになる。この点

で，最終的にギリシャへの2国間融資を拒否したスロヴァキアの行動は，連帯の中核から遠心的

に「自己利益」に向かったものである。

IMF融資の組み合わせに関して言えば，2010年3月段階でのトリシェ ECB総裁やユンケル

によるIMF忌避スタンスは，「コミュニティ」の極に寄った連帯的発想と言える。ユーロ圏融資

分とIMF融資分が2：1の比率とされたことは，「自分たちヨーロッパ（ユーロ圏）の問題」と

いう意識が反映されてのことである。また，パパンドレウがあくまで最終手段的にIMF融資要
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請という選択肢を考えていたことも同様であろう。

2010年3月に案として浮上していたEMF構想そのものの性質としては，「まったく支援しな

い」という選択肢に比べれば，相対的に「コミュニティ」寄りの連帯スタンスであろう。ギリシャ

第一次支援策が決まった後の5月になって発足したEFSFは，実質的にはこのEMF構想の実

現と見てよい。そして，このEFSFの枠組は，基本的に2国間融資ベースのギリシャ第一次支

援策と比較した場合でも，より「コミュニティ」の極に寄った連帯性を有するものとして評価で

きよう。なぜなら，仕組みとして単なる「バイ（2国間）」の積み重ねではなく，「マルチ（多国

間）」な枠組のなかで「共通化」されたうえでの支援となるからである。ただし，第一次支援策

での2国間融資にしてもEFSFにしても，支援受入側の条件としては緊縮財政路線が求められ

るものであり，基調として「政治的義務」の要素が常に存在していることに変わりはない。その

前提があったうえで，支援側としての枠組によって，「コミュニティ」寄りの度合いに相対的な

違いがあったのである。ちなみに，EFSFはギリシャの第一次支援策の枠組としては用いられて

いないが，次に見る第二次支援策の段階ではギリシャもEFSFを経由した支援が行われること

になる。

第3節 ギリシャ債務危機深化への対応：第二次支援策

ギリシャへの第一次支援の開始後，残念ながら債務危機は南欧諸国に波及し，先述の通りアイ

ルランドとポルトガルが支援対象となったが，EU,IMF,ECBによるトロイカ査察団による債

務削減の進捗状況のチェックを受けつつ段階的融資の実行が進められたギリシャでも，2011年

半ばから国債利回りは上昇し続け，再び債務不履行（デフォルト）に陥る危険が高まった。

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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そのため，2011年7月21日のユーロサミットにおいて，ギリシャへの第二次金融支援として，

総額約1,590億ユーロ規模の融資が決定された（16）。内訳としては，EFSFとIMFによる公的融

資分で1,090億ユーロ，「民間金融機関による関与（PrivateSectorInvolvement）」分で370億

ユーロが盛り込まれた。前年の第一次支援策には存在せず，第二次支援策で新たに項目として現

れた「民間金融機関による関与」とは，「自発的なもの」であり「ギリシャは例外的でユニーク

な解決策を必要としている」（17）として盛り込まれたものであるが，要するに債務減免（「ヘアカッ

ト」）のことを意味している。想定された債務減免率は21％に相当した。

しかし，この決定は実行に移されないまま時が経過し，10月3日にギリシャ政府によって財

政赤字削減目標未達の見通しが発表されるとさらに金融市場が悪化し，その対応として10月26

日のユーロサミットにて，支援総額の増加とともに，2020年の債務残高GDP比率120％という

目標設定がなされ，民間金融機関に対する債務減免率も拡張されることとなった（18）。

この決定の直後の11月初旬には，第二次支援策受け入れの是非につきギリシャで国民投票を

実施する意思をパパンドレウ首相が表明する騒動があった。11月1日の首相自身の発言を受け，

翌2日には7時間にわたる緊急閣議にて全会一致で方針として承認された（19）。同日は，G20の

カンヌ・サミット開催日でもあり，独メルケル首相や仏サルコジ大統領らが，パパンドレウ首相

に対し圧力をかけて撤回を促すなど事態収拾に動いた。その結果，11月4日に国民投票方針は

撤回され，翌11月5日にはパパンドレウ内閣の信任投票で僅差ながらも信任されたものの，連

立交渉に失敗したパパンドレウは首相を辞任し，11月11日に前欧州中央銀行副総裁パパデモス

を首班とする，全ギリシャ社会主義運動（PASOK）と新民主主義党（ND）の大連立政権が発

足した。

こうした支援受け入れ側での混乱も経つつ，10月26日のユーロサミットで決定した第二次支

援策は実行に移されないままであったが，その主たる要因は，IMFからの融資実行条件として

の債務残高対GDP比率を満たしつつ，民間銀行や保険会社で受け入れ可能な債務減免の削減率

の調整と受け入れの説得に時を要していたからである。

結果として，2012年2月21日未明のEuroGroupにて，第二次金融支援額を2014年までの

期間で総額1,300億ユーロに拡張しつつ，民間金融機関の債務減免率は53.5％とされ，利子分を

含めた実質債務削減率は70％超ということとなった（20）。これにより，ギリシャの債務は1,070億

ユーロ減ることになる。実際，3月に入り，ギリシャ政府は民間のギリシャ国債保有者からの損

失受け入れ募集を行い，債券保有者の75％以上の同意で反対する少数派に受け入れを強制でき

る「集団行動条項（CollectionActionClauses:CAC）」を発動して，債務減免を実現した。こ

れにより，2012年3月20日の国債元利払いでギリシャは債務不履行をなんとか免れることがで

きたのである。では，なぜ債務減免は民間金融機関のものだけに適用されたのか。ユーロ圏各国

の中央銀行もECBなど公的金融機関も当時550億ユーロ相当のギリシャ国債を保有していたの

である。これについては，2011年11月からトリシェに替わってECB総裁となったドラギによ
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り，「公的金融機関がギリシャ政府に対して保有する債権を減免することは，中央銀行やECB

による加盟国政府への融資となってしまう」ので，避けるべきとされたのであった。

以上のギリシャ第二次支援の枠組について，ニコライディスらによる連帯の概念空間に照らし

て考察してみよう。まず，第二次支援策で現れた，「民間金融機関による関与」，すなわち民間金

融機関が保有するギリシャ国債のヘアカットとは，「自発的なもの」とされつつも，最終的には

強制されるものとなった。ギリシャ政府に見返りを求めず減免分を帳消しとするうえに，応じる

か応じないかには自発性という選択の余地があるという点で「利他主義」的な連帯のスタンスに

寄りはする。しかし，たとえ債務減免に納得できずに応じなくてもマイノリティになれば集団行

動条項が発動されて強制される仕組みであり，また実際にそれが発動されたという点からは「政

治的義務」に寄っていることになる。「政治的義務」として強制された「利他主義」という特徴

を持ち，ニコライディスらによる「連帯」の概念空間を構成する一つの軸の両極端にわたるとい

う点で，この民間金融機関が有する債務の減免は，「連帯」的性質が先鋭的に意識されるものだっ

たといえるだろう。また，公的金融機関が優先され，民間金融機関の保有債券分だけがヘアカッ

ト対象となったことは，支援負担の痛み分けで「公と私」のどちらが優先されるかといった局面

において「公」が優先され「私」に皺寄せがいく形での解決がとられたのであり，これは「公」

による「自己利益」に寄った選択が行われたことを意味するだろう。実際に集団行動条項を発動

したときのギリシャ政府もその局面に限れば「自己利益」に沿った行動をとったと言える。

2011年10月26日に修正合意された第二次支援策内容として現れた「2020年の債務残高GDP

比率120％以内」という目標設定は，単に目標であるだけでなくIMF融資のコンディショナリ

ティであった。債務減免比率が拡張されてきたのも，このIMFコンディショナリティの実現が

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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目指されていたからである。2011年6月にIMF専務理事として前フランス経済財政雇用相のラ

ガルドが就任しており，その前の専務理事も元フランス経済財務相のドミニク・ストラスカーン

が務めていたとはいえ，IMFは出資比率においてアメリカが筆頭であり，ギリシャが融資条件

をクリアできずにユーロ圏を離脱せざるをえなくなるかどうかには直接的な利害を有しない。と

はいえ，IMF融資分がなければギリシャに必要な融資額が確保できないという，選択の余地が

ない状況において，ますます遵守必達のコンディショナリティとして機能したのであった。IMF

から外在的に課される「政治的義務」を果たす必要に迫られて，ギリシャも含めたユーロ加盟諸

国間が債務減免を含めて格闘していた第二次支援策の構築過程は，結果的にユーロ加盟国間での

「コミュニティ」的な連帯スタンスを醸成するものとなった。

第4節 経済ガバナンス強化を巡る政治過程：Six-PackおよびTwo-Pack

本節では，以上に見た欧州債務危機対応プロパーの動きと並行的に構築されたEUの経済ガバ

ナンス強化策の政治過程を検討する。

その一つは，ギリシャへの第一次支援策が実行に移され始めた2010年9月29日に，欧州委員

会から立法提案された，いわゆる ・Six-Pack・であり，5つの規則案と1つの指令案から成るも

のであった。これは，従来からの「単年度赤字対GDP比3％，政府債務対GDP比60％」の財

政規律基準ルールである安定成長協定（以下，SGP）を，基準自体は変えないものの，理事会

勧告での意思決定での「逆特定多数決制（準自動化）」導入や，単年度赤字だけでなく政府債務

も対象とするという点で強化しようとするものであった。加えて，SGPだけでなく，リスボン

戦略のもとでEU加盟国の経済政策の調整のために，いわば「ソフトロー」として機能してきた

広範経済政策ガイドライン（以下，BEPGs）についても，基準は明確でないものの，逸脱とみ

なされれば制裁を受けるという仕組みへと強化する内容が含まれるものであった。その意味で，

BEPGsをソフトローでは無くするものであると言えよう。

欧州委員会による提案後，欧州議会の第1読会本会議でSix-Packについて議論が行われたの

は2011年6月22日（票決自体は翌23日）及び同年9月28日（閣僚理事会との調整合意案を経

た最終票決）であった。この欧州議会での票決における特徴は，中道右派で最大会派の欧州人民

党グループ（PPE:GroupeduPartipopulaireeurop�een）と，中道左派で第二会派の社会民主

進歩同盟（S&D:Allianceprogressistedessocialistesetd�emocratesauParlementeurop�een）

との間で，割れていたことである。本会議までにSix-Packの各法案を担当する6人の報告者

（Rapporteur）（21）が割り当てられており，そのうちの2人がPPE所属議員でSGP強化の法案を

担当し，S&D所属議員からはフェレイラ（ElisaFerreira）がBEPGs強化の法案を担当して

いた。各報告者からの報告書は，欧州委員会による提案法案の条文修正が主たる内容であり，そ

れらの各修正項目への賛否が票決に付されることになる。
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6月23日と9月28日の両日ともに，S&D所属議員らは自会派のフェレイラ担当のBEPGs

強化の法案だけには一斉に賛成し，その他5人の報告者が担当する法案については一斉に反対す

る傾向を見せ，一方のPPE所属議員らは，6つの全法案に賛成というスタンスであった（22）。結

果として6法案とも可決され，2011年11月16日に欧州議会と閣僚理事会との間での署名を経

て成立し，同年12月13日からSix-Packは発効した。

このSix-Packの成立直後の2011年11月23日，欧州委員会から，いわゆる ・Two-Pack・と

呼ばれる2つの規則案（23）が提案された。一方のCOM（2011）819は，財政危機に陥っているか

又はそうなる恐れがあるユーロ加盟国の予算への統制に関わるものであり，もう一方のCOM

（2011）821は，財政危機への恐れの有無にかかわらず全ユーロ加盟国の次年度予算案への統制

に関わるものである。その案によると，全ユーロ加盟国は毎年10月15日までに欧州委員会に次

年度の自国の予算案を提出することが求められ，各ユーロ加盟国から提出された予算案について，

もし財政状況が維持できないと判断する場合には，欧州委員会は予算案の変更と再作成を求める

ことができる。その欧州委員会の判断に対して加盟国側に法的遵守義務はない。しかし，Six-

PackでのSGPやBEPGsの強化という次元を超えて，ユーロ加盟国の次年度予算案そのものを

国内で可決する事前段階で欧州委員会が変更要請できる仕組みであり，EUが国家主権の根幹に

直接的に関与することになるものである。なお，Two-Pack法案と同日に，欧州委員会はいわ

ゆる「ユーロ共同債（StabilityBond）」導入の実現可能性を問うグリーンペーパー（広聴的文

書）を出している（24）。

欧州委員会によるTwo-Pack法案提出後，閣僚理事会のEcofinでは，2011年11月30日，

2012年1月24日，2月21日と審議されてきたが，法案原案につき実質的な修正はほとんどなく，

ほぼ合意ができていた。

欧州議会では，所管の経済金融委員会（CommitteeonEconomicandMonetaryAffairs）

に付託され，報告者としては，COM（2011）819はPPE所属のゴーゼ議員（Jean-PaulGauz�es

フランスUMP）が，COM（2011）821はSix-Packの審議でも1法案を担当したS＆D所属の

フェレイラ議員が選ばれ，2012年1月9日を皮切りに毎月審議されてきた。当初から，中道左

派S&Dは欧州委員会によるTwo-Pack法案を「緊縮財政路線のみに偏ったもの」と認識し，

経済成長促進に焦点を当てた条項を盛り込むことを目指した。中道右派PPEは，2012年3月に

EUの枠外で条約として調印された財政協定（TSCG）の要素をより具体的にEU法のなかにで

きるだけ多く溶け込ませようと意図していた。それゆえ，両報告者による各法案への修正内容も

それぞれのスタンスを反映するものであった。より顕著であったのは，S&D所属のフェレイラ

議員の報告書による原案修正内容であり，各国予算案の事前統制については強化を歓迎しつつも，

原案には無かった欧州債務償還基金（debtredemptionfund）や，ユーロビル（Eurobill：ユー

ロ共同債よりも償還期間が短期的なもの）導入について書き加えるという修正が施されていたの

である。つまり，Two-Pack法案と同時に出されたグリーンペーパーの着想をTwo-Pack法案

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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に盛り込もうとしたと言える。

2012年5月14日の経済金融委員会において両報告者による各法案の報告書に対する票決が行

われる予定であったが，当日になってS&D所属議員らから票決延期が求められた（25）。その理

由は，直前の5月6日にフランス大統領選挙にてサルコジが破れ社会党のオランドが次期大統領

となることが決まり，また同日のギリシャ議会総選挙にて二大政党の中道右派NDと中道左派

PASOKを合わせても過半数に届かず，連立協議もまとまらずに6月に再選挙となることなどの

政治環境の変化を受けて，それに合わせて報告書案を練り直す必要があるからとのことであった。

このS&D所属議員らの延期要請を受けて，それでも両報告書への票決を実施するか否かにつ

いての票決が行われたところ，実施賛成21延期賛成19棄権3で，実施が決まった。引き続いて

行われた両報告書への票決では，S&D所属議員らは棄権に回り，ゴーゼ議員の報告書は賛成

25反対4棄権13,フェレイラ議員の報告書は賛成18反対12棄権14という結果となって，両方

とも可決された（26）。しかし，S&D所属議員らの棄権によって拮抗的な可決という結果となった

ことから，通常ならば欧州議会内委員会で可決された後に，その報告書をもとにしながら欧州議

会側と閣僚理事会と欧州委員会によるインフォーマルな三者間会議（Trilogue）での調整が始

められるところであるが，それは延期することとし，代わって，両報告書案を欧州議会本会議に

付託して，欧州議会全体としての賛否の度合いを測ることとすることで意見が一致した。

その欧州議会本会議では，審議及び票決が6月13日に行われ，ゴーゼ議員の報告書に基づく

COM（2011）819修正案は賛成471反対97棄権78で，フェレイラ議員の報告書に基づくCOM

（2011）821修正案は賛成501反対138棄権36という結果で可決された。ここでは，Six-Pack

の票決のときとは異なり，両法案ともに中道右派PPEと中道左派S&Dが一致して賛成票を投

じた（27）。この欧州議会本会議で可決された報告書を踏まえて，2012年7月以降，Trilogueが7

回開催された（28）。この過程で，欧州債務償還基金やユーロビルを忌避する加盟国政府が出てき

たこともあり，それらを削除する方向に傾いたため，それに反対したS&D所属議員らの要請

で2012年12月にはTrilogueの交渉が停止された。そのため，2013年2月に欧州委員会が欧州

債務償還基金やユーロビル導入を検討する専門家グループを立ち上げることとし，しかしやはり

法案にはそれらを盛り込まないこととすることで妥協がなされ，その案をもとに再度2013年3

月12日に欧州議会本会議での票決が行われた。その結果，ゴーゼ議員が担当したCOM（2011）

819は，賛成528反対81棄権71,フェレイラ議員が担当したCOM（2011）821は，賛成526反

対86棄権66で可決した。両修正法案ともに，中道右派PPEと中道左派S&Dともに一致して

賛成票を投じている（29）。その後，欧州議会と閣僚理事会と間での調印に基づきTwo-Packは

2013年5月21日に成立・発効した。

Six-PackとTwo-Packを通じた経済ガバナンス強化の政治過程を，「連帯」の観点から検討

してみよう。解釈の鍵となるのは，Six-Packでは基本的に反対しTwo-Packには賛成した中道
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左派S&Dのスタンスである。Six-Packへの反対の理屈は，「緊縮財政だけを押しつけるSGP

強化は，ギリシャ等の債務危機に陥っている国の経済をますます弱らせているだけに過ぎない」

というものであり，連帯の概念空間で言うと，緊縮財政路線遵守という「政治的義務」に基づく

支援アプローチは正しくないという主張になる。しかし，S&Dのフェレイラ議員が担当した

BEPGs強化法案についてはS&DもPPEとともに賛成をしているのであり，そのBEPGs強化

法案にも最終的には逸脱の際の制裁も想定されており「政治的義務」の要素が含まれているので

ある。だから，「政治的義務」を忌避するからこそSix-Packに反対するという理屈では辻褄が

合わない。BEPGs強化法案にだけはS&Dが賛成した理由の可能性としては，単に同会派議員

が報告者として担当した法案だからというものか，別の理屈でもなければ説明がつかない。それ

はTwo-Packにおいて見えてくるのである。

Two-Packでは，BEPGs以上に国家主権に直接踏み込んで，各国予算案そのものを事前統制

するという内容であり，ユーロ加盟国間での政治統合が進む効果を持つものであるが，連帯の概

念空間での「政治的義務」へとより進んだスタンスに向かうものである。これについても，S&

Dは賛成のスタンスを示していた。つまり，S&DはPPEとともに，国家主権がEUに委譲さ

れるベクトルでの統合については「賛成」である。しかし，Two-Pack法案の審議過程から明

らかなように，S&Dが各国予算に踏み込みつつ統合の進展に賛成するのは，経済政策の路線と

して，緊縮ではなく，欧州債務償還基金やユーロビルを実現して成長路線へと促すための前提と

しているからである。「連帯」の概念空間で言えば「コミュニティ」に寄った志向性を持つアイ

ディアであるが，それを実現するための手段として「政治的義務」に同意するというスタンスを

併せ持つわけである。そして，2012年6月13日のTwo-Pack法案の一回目の欧州議会本会議

での票決結果からして，PPEもこのスタンスに賛成していたのであった。しかし，その後の

欧州債務危機下でのEUにおける連帯と統合
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Trilogueの過程で，このスタンスでの法案成立は困難となり，結局は「コミュニティ」寄りの

連帯路線の要素が削除されて，ユーロビル検討の専門家グループ設置という案で妥協されたうえ

で，「政治的義務」の要素だけを強化する形でTwo-Packは成立・発効した。この国家予算案へ

の事前統制の仕組みは，もちろん緊縮財政路線の遵守強化に活用されることになる。そのため，

S&Dとしては，自らが反対している「緊縮財政路線」をむしろ強めるために，「政治的義務」

としての連帯ないしは「統合」を強めてしまったということになるであろう。

結 語

ギリシャ債務危機の初期対応（第一次支援策），第二次支援策，それらと並行した経済ガバナ

ンス強化策の構築過程について，「連帯」という規範的概念を手掛かりに考察してきた。期間と

しては2010年から2013年前半期にかけての経緯を検討したわけだが，全般的に見て，連帯の概

念空間における「自己利益」「コミュニティ」「利他主義」「政治的義務」という4つの極のうち，

基調としては「政治的義務」が底流にあり続けてきたことは間違いないであろう。緊縮財政遵守

の維持・強化が一貫してきたからである。

しかし，その「政治的義務」的な連帯を前提とした支援枠組のバリエーションにおいて，付加

的な形での「コミュニティ」的な要素や「利他主義」的な要素の濃淡が相対的に見出せるという

のが，ギリシャ債務危機対応での「連帯」を巡るストーリーだった。メルケルの初期の非連帯的

とも言える「自己利益」的スタンスに影響を受けながら構築された第一次支援策は，支援が無い

のではなく有るという意味で「コミュニティ」的な連帯性を持ったが，2国間でなく共通化され

た融資枠組のEFSFはより「コミュニティ」的な連帯の要素が強まったものであった。この

EFSFにIMFを加えた第二次支援策では，既に支援が前提となっている状況下で，「支援側と被

支援側」の関係以上に，支援側の間での「誰がどのように負担するか」を巡っての駆け引きがク

ローズアップされた。そこでは，IMFという外在的条件による制約を受けながら，「自発的」な

債務減免の強制という形で，「公」が「私」に優先するという構図をはらみながら，「利他主義」

的な連帯が「政治的義務」によって押し付けられる様を見たのである。

経済ガバナンス強化策の政治過程においては，連帯の基調をなしてきた「政治的義務」の内実

としての緊縮財政路線への問い直しを迫る議論が展開されていた。欧州議会の中道左派グループ

のS&Dが，BEPGs強化からユーロ圏各国予算案の事前統制へと至る「政治的義務」の強化を

志向したのは，緊縮財政強化のためではなく，むしろ成長重視路線へとシフトし，その実行の確

実性を高めるためだった。この議論では，「政治的義務」の内容が反転されつつ，「コミュニティ」

としての連帯を志向するアプローチが読み取れるのであり，基調としては「コミュニティ」が優

先され，「政治的義務」はその手段であるかのようなスタンスであった。そして，中道左派 S&

Dのこの路線につき，少なくともTwo-Pack法案への1度目の欧州議会本会議での票決におい
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ては，志向の強度はさておき，中道右派PPEも同意していたのであった。ここからは，「緊縮財

政路線」か「成長重視路線」かという，債務危機対応におけるEUとしての「連帯」の構想案が

正反対であっても，その処方箋はEUの各加盟国への統制を強制するというアプローチで一致し

ており，いずれの「連帯」のアプローチが採択されるにせよ，EUの権限を強化することにつな

がり，実際にそうなった状況を見てとることができたであろう。筆者が，ギリシャ債務危機対応

を「連帯」のバリエーションとともに「統合」現象としても着目しているのは，EUでの「統合」

の進展メカニズムが，決して自動的に作用しているわけではなく，中道左右勢力間での「連帯」

の内実を巡る意見の相違が弁証法的に乗り越えられてか，もしくは最大公約数的な一致点として，

EUの権限強化という形で政治的に生み出されていることがよく露呈しているためである。

本稿で検討した素材のうち，ギリシャ債務危機対応そのものの政治過程は「政府間主義」的に

展開されたのに対して，経済ガバナンス強化策は，欧州議会も介在しながら「共同体方式」によ

る立法過程のなかで展開されたという違いがある。前者で一貫して基調となってきた「連帯」の

スタンスとは異なる理念が，後者における欧州議会の議論で一時でも支配的となった瞬間があり

はしたものの，それがTrilogueを経て結局は覆され，それを欧州議会も追認したことを勘案す

ると，債務危機対応の政治過程においては共同体方式よりも政府間主義的なモードが優越する現

実を見せつけられたといえようか。
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政治・経済・法律研究 Vol.17No.2,pp.59�84 March2015

1．はじめに

「経済理論の第1の危機（theFirstCrisisofEconomicTheory）」は，1929年に米国で始まっ

た世界恐慌にたいして，伝統的な経済学が理論的解決を提示できなかった状況を指しているが，

それは，1936年にジョン・メイナード・ケインズ（JohnMaynardKeynes）（1）が『雇用，利子

および貨幣の一般理論（TheGeneralTheoryofEmployment,InterestandMoney）』（Keynes

1936）を発表し，そこで展開した「有効需要の理論」により克服された。そして，それにより，
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自 然 と 経 済 変 動 の 理 論

21世紀の資本と持続可能な発展・

松 谷 泰 樹

要 旨

本稿では，「経済学は社会を癒す学問」と捉えた宇沢弘文の提示する「経済学の役割」に基づい

て展開された「社会的共通資本」の論理が，J.M.ケインズの衣鉢を継ぐ者とされるE.F.シューマッ

ハーの理論的系譜に属するものとして捉えられることを考察している。宇沢が構築した「社会的共

通資本」の論理は，「資本主義と社会主義」を超える「制度主義」の考え方を具体的なかたちで表

したものであるが，それは，「すべての人びとの人間的尊厳が守られ，魂の自立が保たれ，市民的

権利が最大限に享受できるような経済体制を実現しようとする」ことを目指すものであった。「経

済学は人間を環境ぐるみで取り扱う学問である」とみなすシューマッハーと，「自然の摂理のなか

で人間の営みがある」とする宇沢との間には，論理的な親和性が認められるのであるが，それはい

わば，「自然とどのように生きていくか」ということにたいする考察であることが明らかにされる。

そして，その場合の両者における重要な概念が，「自然資本」なのである。シューマッハーは，「経

済学の役割」を「永続性」の実現への貢献であるとしているが，それは，宇沢の「社会的共通資本」

の論理が示唆しているものでもある。そうした「永続性」にかんする考察は，さらに，H.E.デイ

リーによって，「自然資本」を「人工資本」の「代替財」としてではなく「補完財」と捉えること

により，「持続可能な発展」として，彼の提示する新しいマクロ経済学のなかで発展的に論じられ

ていることが明らかにされる。

キーワード：持続可能性，社会的共通資本，自然資本，生物多様性，地球温暖化

＊『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』編集委員会の匿名の査読者より頂いたご教示に感謝申し上げる。

（1） 本稿では，敬称はすべて省略させて頂くことにする。



新しい経済学として，「マクロ経済学」が誕生した。そのケインズの直弟子である英国ケンブリッ

ジ大学のジョーン・ロビンソン（JoanRobinson）が，全米経済学会大会において，「経済理論

の第2の危機（theSecondCrisisofEconomicTheory）」（Robinson1972）について警鐘を

鳴らしたのは，1970年のことであった。そこでは，第二次世界大戦後，ケインズ理論が各国で

経済政策に応用され，有効需要の拡大により，量的には完全雇用に近い「豊かな社会（affluent

society）」が実現されたかのように見えたのだが，しかし，その「量」を膨らませていたのは，

産軍共同体を形成する軍需産業によるものであったことを問題としたのであった（2）。また，景気

回復により「高度大衆消費社会」が登場したのだが，社会会計的に見ると，生産と所得の間にア

ンバランスが生じていたのであった。そのような背景のもとで，米国経済が発展していると謳歌

する伝統的経済理論にたいして，Robinson（1972）は，「経済理論の第2の危機」にあること

を主張し，「『質』の問題が問われていない。社会にとって本当に有効なものが増えて豊かになっ

ているのか」と問題提起したのであった。

そうしたロビンソンと親交があったのが，宇沢弘文であった。彼は，東日本大震災発生から10

日後の2011年3月21日に脳梗塞で倒れてからリハビリ中であったが，2014年9月18日午前4

時49分に，東京都内の自宅において，肺炎のため86歳で逝去した。市場に任せる新古典派の成

長理論をベースにしたうえで，消費財と投資財の2部門からなる洗練された「2部門経済成長モ

デル」を構築したことで世界的に知られ，幾度となくノーベル経済学賞の候補者に挙がった。

1956年に渡米し，スタンフォード大学助教授やシカゴ大学教授などを歴任した宇沢は，1968年

に帰国し，その翌年，東京大学経済学部教授に就任した。1970年代に入ってからは，都市開発

や環境問題への疑問を提起し始めるのだが，それは，市場経済が，市場外の環境や制度あってこ

そ成り立つものであるという認識によるものであった。経済成長を重視し，環境破壊を招いた日

本社会を厳しく批判した宇沢は，成田空港建設反対闘争の平和的解決や地球温暖化などの社会問

題にも積極的に取り組み，「行動する経済学者」としても名を馳せた（3）。

「経済学は社会を癒す学問」であると捉えた宇沢は，1970年代後半から，「近代経済学の転換」

として「社会的共通資本（SocialCommonCapital）」の理論の構築を展開していく。その「社

会的共通資本」とは，「すべての人々の人間的尊厳が守られ，魂の自立が保たれ，市民的権利が

最大限に享受できるような経済体制を実現しようとする……制度主義の考え方を具体的なかたち
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（2） 景気循環論において，日本で「戦争」と「長波」の関係をはじめて論じたのは，「雁行形態的発展論」

で世界的に有名な，赤松要（元・拓殖大学教授）であった（赤松 1937）。赤松については，池尾（2008）

を参照せよ。

（3）『朝日新聞（夕刊）』2014年9月26日付 1面，『朝日新聞』2014年9月27日付 13版「天声人語」（1

面）および 8面，『産経新聞』2014年9月27日付 14版 11面および 29面，『日本経済新聞』2014年9

月26日付 13版，「春秋」（1面）および 5面，『毎日新聞』2014年9月27日付 13版「余禄」（1面）お

よび 4面，『読売新聞（夕刊）』2014年9月26日付 1面および 18面，『中日新聞』2014年9月27日付

11版「中日春秋」（1面）および38面。西澤佑介（2014）「孤高の大経済学者・宇沢弘文」『週刊東洋経

済』2014年10月18日号，34�37頁。『現代思想（総特集 宇沢弘文：人間のための経済学）』第43巻4

号（2015年3月臨時増刊号）。



で表現したもの」（宇沢 2000,ⅰ頁）であり，「資本主義と社会主義」を超えるものであるとさ

れている。「社会的共通資本」は，「全体としてみるとき，広い意味での環境を意味する」（宇沢

2000,22頁）が，それは，「3つの大きな範疇にわけて考えることができる」（宇沢 2000,ⅱ,5,22

頁）ものであるとされている。すなわち，大気，水，森林，河川，湖沼，海洋，沿岸湿地帯，土

壌などの自然環境である「自然資本（NaturalCapital）」，道路，交通機関，上下水道，電力・

ガスなどの社会的インフラストラクチャーであり土木工学的側面が強調されている「社会資本

（SocialCapital）」，そして，教育，医療，金融，司法，行政などの制度設計である「制度資本

（InstitutionalCapital）」である。「社会的共通資本」は，これら3つの資本を組み合わせるこ

とによって機能するものとされている。そうした宇沢の試みは，いわば，Robinson（1972）が

問題提起した「経済理論の第2の危機」を克服しようとするものであると考えられる。

本稿では，そのような宇沢の提示する「経済学の役割」に基づく「社会的共通資本」の理論が，

ケインズが死の直前に自分の衣鉢（mantle）を継ぐ者があるとしたら「オットー・クラーク

（OttoClarke）かフリッツ・シューマッハー（FritzSchumacher）しか考えられない」（Boyle

2001,p.172）とした，シューマッハーの理論的系譜に属するものとして捉えられることを示す。

その場合，「経済学は人間を環境ぐるみで取り扱う学問である」（Schumacher1973,p.49）とみ

なすシューマッハーの理論と，「自然の摂理のなかで人間の営みがある」（宇沢・内山 2010,18

頁）とする宇沢の思想が示しているように，「自然とどのように生きていくか」（宇沢・内山

2010,18頁）ということにたいする考察であることが明らかにされるが，それは，2009年に宇

沢が受賞した「ブループラネット賞（BluePlanetPrize）」（4）をその5年後の2014年に受賞した

ハーマン・デイリー（HermanE.Daly）による「持続可能な発展（SustainableDevelopment）」

として，発展的に論じられているものと見なすことができるのである。

2．経済変動とシューマッハーの理論

好況のあとには不況が起こり，不況のあとには好況がくるという，好況と不況の規則的な循環

について論じるのが景気循環論であり，それが，経済変動にかんする理論として注目されてきた（5）。

自然と経済変動の理論
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（4）「ブループラネット賞」は，地球環境問題の解決に大きく貢献した個人や組織にたいして，その業績

を称えて贈られる世界最大規模の国際賞である（『朝日新聞』2014年6月19日付13版37面）。

（5）「ノーベル経済学賞」とは，1968年に誕生した世界最古の中央銀行であるスウェーデン国立銀行設立300

周年を記念して創設された「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」のことであり，

選考は，物理学賞や化学賞と同様に，スウェーデン王立科学アカデミーによっておこなわれるが，賞金は，

ノーベル基金からではなく，スウェーデン国立銀行から拠出されている。第1回（1969年）のノーベル経済

学賞では，R.フリッシュ（RaganrFrisch,ノルウェー）とJ.ティンバーゲン（JanTinbergen,オランダ）

が，経済過程の分析にたいする動学モデルの確立の功績により受賞した。第2回（1970年）は，P.A.サミュ

エルソン（PaulA.Samuelson,米国）が，静学的・動学的経済理論の発展にたいする業績，および，経済

学における分析水準の向上に貢献したことより受賞した。第3回（1971年）は，S.クズネッツ（Simon

Kuznets,米国）が，経済成長・社会構造にかんする実証的手法の理論化の功績により受賞した。このよう

に，ノーベル経済学賞が設立された当初の受賞は，もっぱら，経済変動の理論に集中していた。



しかし，第二次世界大戦後，景気循環について，軽視されるような傾向が見られる。その理由とし

て，まず，「経済理論の第1の危機」を解決した，ケインズ経済学による考え方が一般化したため，

政策によって景気循環を克服できると，多くの人々が信じるようになったことが挙げられる。実

際，2012年12月26日に発足した第2次安倍晋三内閣および2014年9月3日に発足した第2次

安倍晋三改造内閣そして2014年12月24日に発足した第3次安倍晋三内閣による経済政策は，「大

胆な金融政策」，「機動的な財政政策」，「民間投資を喚起する成長戦略」の3つを基本方針（「3本

の矢」）とし，「アベノミクス（Abenomics）」と呼ばれているが，それには，ケインズ経済学が反

映されているのである（6）。そして，もう1つの理由として，1930年代に起きたような大きな不況

（greatdepression）が，起こらなくなったことが挙げられる。少なくとも，日本においては，1973

年末の石油危機以前の不況過程は，生産水準の絶対的低下よりは，その成長率の低下によって生

じる程度にとどまっていた。また近年では，1997年7月からタイを中心にして起きた「アジア通

貨危機」の影響による1998～1999年，そして，2008年9月15日に米国大手投資銀行リーマン・

ブラザーズが破綻したことによる「リーマン・ショック」を被った2008～2009年について，実質

GDPは対前年において縮小したが，趨勢的に日本経済の拡大は今もなお続いている。つまり，そ

うした観察によって，かつて戦前に見られたような，絶対量の低落から生じる古典的な循環といっ

たものは見られなくなったことを理由に，たとえ，経済成長率における循環は依然として観察さ

れるものの，景気循環にかんする考察は必要なくなったとする見解も当然のことと考えられる（7）。

経済変動の理論は，景気循環論と経済成長論を含むものであるが，そうした景気循環軽視の傾

向により，関心はむしろ経済成長に向けられることが多くなってきているのである。その証左と

して，実際，米国では，1953～1954年の「不況（depression）」（8）については，「なだらかな再調
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（6） 第1次安倍晋三内閣は，2006年9月26日に発足し，2007年8月27日まで続いた。第1次安倍晋三

改造内閣は，2007年8月27日に発足し，同年9月26日まで続いた。両方あわせて，ちょうど1年間

の政権であった。伊東（2014）は，アベノミクスの「3本の矢」にたいして，「戦後政治改変」をその

「第4の矢」と見なすことにより，批判を加えている。

（7） 鹿野（1984）は，不確実性のもとで，期待の役割を十分に取り込んだマクロ経済理論の「新しい潮流」

として，景気変動論を論じている。松谷（2015）は，鹿野（1984）以降の「新しいマクロ経済理論」と

しての景気変動論とそれに関連する新しい動向について，全米経済学会（AmericanEconomicAsso-

ciation）によって年4回（3,6,9,12月）刊行されている学術誌JournalofEconomicLiteratureを1984

年3月刊行の第22巻第1号から2014年6月刊行の第52巻2号までの30年間における，その第1部に

掲載された論文を調査し，次の4つに分類できるとしている。すなわち，�国民所得といったマクロ経

済指標にもとづく経済変動の理論と実証にかんするもの，�天然資源とエネルギーのマクロ経済におよ

ぼす影響にかんするもの，�環境，生態系，および気候変動の経済への影響にかんするもの，そして，

�GDPにたいする福祉の測定と幸福研究にかんするもの，である。

（8） Kalecki（1971,pp.1�14）では，第1章「景気循環理論概説（OutlineofaTheoryoftheBusiness

Cycle）」において，「資本財注文量（investmentorders）」，「資本財生産量（theproductionofinvest-

mentgoods）」，「新設備の引渡し量（deliveriesofnewequipment）」，「資本設備量（thevolumeof

capitalequipment）」の4つの関係を用いることにより，「不況期（depression）」にたいして厳密な定

義を与えている。不況期は，新設備の引渡し量が「山（peak）」から「谷（trough）」に向かう変局点（an

inflectionpoint;apointofinflection）に始まる。この局面では，資本財生産量と資本財注文量は，す

でに下降局面に入っている。新設備の引渡し量が更新必要量（thelevelofreplacementrequirement）

を下回れば，資本設備量は減少する。したがって，資本設備量の下降局面の変局点において，資本財注

文量は上昇に転じる。資本財注文量が上昇局面の変局点に達すると，不況を脱出したことになる。



整（rollingreadjustment）」と呼ばれ，さらに，ニクソン政権（1969～1974年）の頃には，

「成長の後退（growthrecession）」という工夫を凝らした表現が用いられるようになったので

ある（Galbraith1998,p.38）。

そうした傾向にたいしていち早く警鐘を鳴らした1人が，英国ケンブリッジ大学においてケイ

ンズにより高く評価され政経クラブへの出席を許可され，英国オックスフォード大学統計研究所

においてはミハウ・カレツキ（Micha�lKalecki）と同僚であった，エルンスト・フリードリヒ・

シューマッハー（ErnstFriedrich・Fritz・Schumacher）であり，1973年に『スモール・イズ・

ビューティフル（SmallIsBeautiful:EconomicsAsIfPeopleMattered）』（Schumacher1973）

を発表している。そこで，シューマッハーが，第一に着目しているのが，宇沢（2000）において

も「社会的共通資本」の構成要素として取り上げられている，「自然という資本（naturalcapi-

tal）」（9）なのであるが，それは，実は，かつて，ケインズの師であるアルフレッド・マーシャル

（AlfredMarshall）が提起した，「生産の問題」にかかわるものなのである。つまり，マーシャ

ルによれば，「人間には，物質的なものを生み出すことはできない。実際，精神的および倫理的

世界において，新しいアイデアを生み出すことはあり得る。しかし，人間が物質的なものを生産

していると言われる場合には，実のところ，たんに効用（utilities）を生み出しているにすぎな

い」（Marshall1961a,p.63）と，「生産（production）」を規定しているのである。つまり，人

間が，物質の世界においてできることは，物質をより有用な形に再調整することか，もしくは，

物質を元来より有用である状態にすることでしかないというのである。すなわち，前者の例とし

て，木を切って丸太にし，それからテーブルを製作することを挙げ，後者の例として，自然の力

によって生命が誕生するところに種を蒔くことを挙げているのである。

シューマッハーが指摘するのは，「現代のいちばん重大な誤りは，『生産の問題』は解決済みだ

という思いこみである」（Schumacher1973,p.13）というものである。それはつまり，「人間は

本当の生産者（producer）ではなく，加工者（converter）にすぎない」（Schumacher1973,p.

52）という認識にもとづくものであり，マーシャルと同じ見解を示している。こうした重大な問

題が見逃されてきた理由について，シューマッハーは，「われわれが現実から遊離し，自分の手

で造りだしたもの以外は，すべて無価値なものとして扱ったからである」（Schumacher1973,p.

15）としている。Schumacher（1973,p.15）によれば，「自然という資本」について検討を加え

る際に，きわめてはっきりしているのは化石燃料の場合であるとしている。これは，人間が造っ

たものではなく，自然からもらうものである。したがって，資本として扱うならば，その保全に

留意しなければならないはずであるが，それが所得として扱われ，「今日驚くべき勢いで使い捨

てられている」（Schumacher1973,p.15）ことを指摘しているのである。「化石燃料は人間が造

自然と経済変動の理論
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（9） Schumacher（1973）の邦訳では，小島・酒井が ・naturalcapital・を「自然という資本」と訳出し

ているが，宇沢（2000）においては，「自然資本」と呼んでいる。「自然資本（naturalcapital）」につ

いて詳しくは，Hawken,Lovins,andLovins（1999,pp.2�6,144�169）を参照せよ。



るものではなく，再生はきかない。使いきったら，それで終わりである」（Schumacher1973,p.

17）。われわれが所得だから浪費していいと信じこんでいる「自然という資本」のなかで，化石

燃料はその一部にすぎない。しかし，それを使いつくしてしまえば，文明の存続が危うくなると

しているのである。しかし，もっと重大なのは，「われわれを取り巻く生きた自然という資本を

無駄遣いすると，危険に瀕するのは生命そのものである」（Schumacher1973,p.17）というこ

とを，シューマッハーは主張しているのである。したがって，その消費量を引き下げなければな

らないのであるが，その一方で，化石燃料の販売代金を特別基金に積み立てておいて，化石燃料

にまったく依存しないか，依存度のごく低い将来の生産方法や生活様式の開発に当てるべきだと

している。そうした提案が，Schumacher（1973,pp.15�16）による，化石燃料を所得ではなく，

資本としてあつかうやり方の一例として示されているのである。

以上より，「経済学の用語を使えば，工業文明は再生不能の資本をのんきに所得と思い込んで，

それにたよっている」（Schumacher1973,p.21）といえるのであるが，それは，「われわれは生

きた自然という資本（thecapitaloflivingnature）を長いこと食いつぶして生きてきたのだが，

食いつぶす速度が比較的遅かった」（Schumacher1973,p.18）ことによるものだとしている。

しかし，その速度が第二次世界大戦後は，驚くほどの勢いで上昇し，「工業生産は空前の量的拡

大を経験した」（Schumacher1973,p.18）といえるのであるが，それが多くの人たちの意識に

のぼっていないことにたいして，シューマッハーは警鐘を鳴らしているのである。

シューマッハーは，「自然資本」について考察する場合，まず，「化石燃料」に着目しているの

であるが，それに加えて，「自然の許容限度（thetolerancemarginsofnature;nature・stoler-

ancemargins）」についても食いつぶされていることを取り上げている。それは，皮肉なことに

も，「人類が失敗したからではなく，われわれのいう大成功の帰結であった」（Schumacher

1973,p.19）と見なすことによるものなのである。つまり，工業生産は，質的にも未曾有の飛躍

が起きており，それは，量的拡大の結果でもあり，また，原因にもなっていることについて指摘

し，その生態系への影響を論じているのである。シューマッハーの警告は，「科学者や技術者は

自然界にない物質の合成に成功した。合成物質の大部分に対して，自然はほとんど無抵抗である。

それを攻撃して打ちこわす力は，自然には存在しない……自然の知らないこういう物質が魔法の

ような効能をもっているのは，まさにこの自然の無抵抗のおかげなのである。だからこそ，こう

いう物質の生態学的影響が恐ろしいのである……自然界に敵がいないのだから，それは蓄積され

る一方であり，長期的に見ると，きわめて危険なものが多く，それ以外のものも危険の予測すら

つかない」（Schumacher1973,pp.18�19）というのである。

そして，「自然に備わっている偉大な均衡回復力（thegreatself-balancingsystemofnature）」

（Schumacher1973,p.31）が，特定の領域や特定の問題において，ますます弱まっているとい

う証拠が，すでに山ほどあるとしている。その一例として，バリー・コモナー（BarryCom-
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moner）が強調している，米国のエリー湖（LakeErie）における内陸水系の汚染を挙げている（10）。

また，シューマッハーは，およそ30年後の2000年には，世界の工業は，原子力の時代に移行し

ているかもしれないことを危惧している（Schumacher1973,p.19）。電気事業連合会『原子力・

エネルギー図面集 2014』を参照すると，2011年における「主要国の電源別発電電力量の構成比」

（4�2�2）
（11）について，G7における原子力発電の構成比は，それぞれ，米国19.0％，日本9.8％，

ドイツ17.9％，フランス79.4％，英国18.9％，イタリア0％，カナダ14.7％となっている。また，

BRICsをはじめとする新興国においては，中国1.8％，ブラジル2.9％，インド3.2％，ロシア

16.4％，韓国29.8％となっている。1970年における原子力発電の構成比は，英国2.7％，欧州共

同体0.6％，米国0.3％となっていることを，シューマッハーは明らかにしているが，その当時，

ニクソン米国大統領の科学顧問を務めたエドワード・デーヴィッド（EdwardD.David）が，

放射性廃棄物の貯蔵について，「毒性が消えるまで2万5000年も地下に密封しておかなければな

らない物質には，だれもが嫌悪を感じる」と明言したことを挙げている（Schumacher1973,pp.

19�20）。

原子力発電について，私たちは，1986年4月26日に起きたソビエト連邦（現・ウクライナ）

のチェルノブイリ原子力発電所の大規模な事故や，2011年3月11日に発生した東日本大震災に

よる福島第一原子力発電所の大惨事を経験し，現在もその処理が継続中であることを問題として

いる。2014年10月31日現在，日本において原子力発電所は稼動していないが，原発による災

禍の問題がまだ解決されていないにもかかわらず，原発再稼動に向けての動きが見られることが

疑問視されている。シューマッハーは，「自然資本」の考察において，「化石燃料の代わりに原子

力を使えという提案は，燃料問題を解決しようとして，恐るべき規模の環境問題，生態系の問題

を作り出すものだ」（Schumacher1973,p.20）と警告を発している。

シューマッハーが繰り返し指摘するのは，「現代という時代のいちばん重大な誤りが，『生産の

問題』は解決済みだという思いこみである」（Schumacher1973,p.21）ということであるが，

それは，「自然資本」が，「人間が造ったもの，したがって，ご自慢の生産性の向上で取り替えが

きくものと見なしている」（Schumacher1973,p.20）ことによるのである。そして，その場合，

シューマッハーの「自然資本」の考察は，「人間性（thehumansubstance;thesubstanceof

man）」にまでおよんでいるのである。シューマッハーが，「自然資本」の考察において，「人間

性」を取り上げるのは，やはり，人間が造ったものが「自然資本」の「代替財」であると見なさ

れている状況の下で，「今日の生産方法が工業社会に住む人間の人間性を蝕んでいる」と見なし
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（10） 人間が与える湖への影響について，最近，最も注目されるのは，かつて，1964年には，琵琶湖の約

100倍となる世界第4位の広さがあったアラル海（theAralSea）が，その50年後の2014年には，旧

ソ連時代からの灌漑による大規模な取水によって，ほぼ消失したとされる報道である（『朝日新聞』

2014年10月3日付13版5面）。しかし，すでに，その5年前の2009年に，英国の週刊経済誌TheEcono-

mist（11April2009,pp.17�18）において，アラル海における水の問題が取り上げられていたのである。

（11） 電気事業連合会ホームページ（http://fepc-dp.jp/pdf/07_zumenshu_j.pdf）を参照。



ているからである。「人間性」というのは，国民総生産では測れないし，そもそも測ることなど

できないものである。しかし，それが測れるのは，それが失われたときに現れる徴候だけであろ

うとしている。それはすなわち，犯罪，麻薬，暴力行為，精神障害，反抗などの徴候である

（Schumacher1973,p.21）。

宇沢の「社会的共通資本」は，「1人1人の人間的尊厳を守り，魂の自立を支え，市民の基本

的権利を最大限に維持するために不可欠な役割を果たすものである」（宇沢 2000,4頁）として

いることから，それは確かに，「人間性」を追求する性格のものであることが明らかであるが，

宇沢の場合，「自然資本」のなかに「人間性」を含めているわけではない（12）。あくまでも，宇沢

において，「自然資本」は，大気，水，森林，河川，湖沼，海洋，沿岸湿地帯，土壌などの自然

環境として捉えられているのである。しかし，社会的共通資本の管理，運営は，「フィデュシア

リー（fiduciary）の原則」にもとづいて，信託されておこなわれるものであるとされているの

である（宇沢 2000,23頁）。つまり，それは，古くはDewey（1900）にまでさかのぼることが

でき，現代においては，Jacobs（1961）やPutnam（2000）によって掲げられている，「社会関

係資本（SocialCapital）」にもとづくものと考えることができるのである。宇沢（2000）や

Uzawa（2005）において展開されている「社会的共通資本」の論理においても ・SocialCapital・

という言葉が用いられているが，それは，物的資本としての「社会資本」あるいは「社会インフ

ラ」を指す概念でしかない。したがって，「コミュニティに存在する無形の社会的ネットワーク

（intangiblesocialnetwork）や信頼関係（relationshipsoftrust）」を意味する「社会関係資

本（ソーシャル・キャピタル）」としての ・SocialCapital・とは異なるものであることに注意を

払うべきであると，Uzawa（2005,pp.4�5）において明言されているが，この「フィデュシアリー

の原則」は，Putnam（2000,p.19）による，「個人間のつながり，すなわち社会的ネットワーク，

およびそこから生じる互酬性（reciprocity）と信頼の規範」としての「社会関係資本」を意味

しているものと捉えられるのである。そして，MatsuyaandOgata（2011）が主張しているよ

うに，この「社会関係資本」こそが，「自然資本」，「社会資本」，「制度資本」という，宇沢が挙

げる3つの要素を連結させて，実際に「社会共通資本」を機能させるうえで不可欠な「主体

（agent）」なのである（13）。

「経済学の役割」を，シューマッハーはどのように捉えているのであろうか。一般に「経済学

の役割」は，経済成長の促進に貢献することと理解されているようなのである（Schumacher

1973,pp.43�44）と，シューマッハーは論じているが，それは，一面では，杉本（1981）が論じ
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（12） 池上彰（2013）「『人間のための経済学』を追究する経済学者・宇沢弘文：新装版に寄せて」が，宇沢

（2013,i�xviii頁）に収録されている。また，NHKが，月曜日から木曜日の午後 7時 30分から放送する

30分間のテレビ番組「クローズアップ現代」において，2014年 10月 30日木曜日，宇沢の追悼番組と

して，「人間のための経済学 宇沢弘文：格差・貧困への処方箋」が放映されている。

（13） 近年，日本政府でも「豊かな人間関係と市民活動の好循環を求めて」，この「社会関係資本」につい

ての調査報告をおこなっている。詳細は，内閣府国民生活局編（2003）を参照せよ。また，日本におけ

る「社会関係資本」の実態については，稲場（2014）を参照せよ。



る「経済学の役割」としての「経世済民」と親和性をもつものと見なされることが，Schumacher

（1973,p.23）の叙述からうかがい知ることができる。すなわち，「平和のいちばん確実な土台は，

繁栄を行きわたらせることだという意見が，今日大勢を占めている。ところが，歴史を調べてみ

ると，金持ちが貧乏人よりもつねに平和的であったという証拠は見当たらない。すると，今度は，

金持ちはいつも貧乏人を恐れてきたのだと主張してくる。つまり，金持ちが戦争を好むのは恐怖

によるのであり，だから，みんなが金持ちになれば事情は一変する」（Schumacher1973,p.23），

というわけなのである（14）。現代の大勢が示す，早く豊かになれば早く平和がもたらされるとい

う，こうした見解には，「二重の魅力」があることが，Schumacher（1973,p.23）によって明ら

かにされている。というのは，そこには，倫理上の問題がいっさい欠如しているからだというの

である。つまり，その見解に従えば，「自己抑制や自己犠牲は必要でなく，むしろその逆である」

（Schumacher1973,p.23）からだ。しかも，「平和と豊かさを実現する上で，科学と技術という

援軍があるのだから，必要なことといえば，ばかばかしく不合理な自己抑制や自己犠牲などしな

いことである」（Schumacher1973,pp.23�24），というのである
（15）。つまり，科学的合理性と技

術力さえあれば足りる時代に，努力しても無駄な美徳など求める必要はないというのである。

シューマッハーは，こうした見解にたいして，「自然資本」の観点から反論を加えている。つ

まり，だれもが十分な富を手に入れるまで，際限なく経済成長を進めることが，「資源の制約」

と「自然の許容限度」の2側面から実現不可能であるとしているのである（Schumacher1973,

p.31）。2000年における世界の燃料消費量にかんする試算では，先進国の1人当たり燃料消費量

が，途上国の14倍に達しているのであるが，その場合，途上国の人びとが先進国の人びとと同

じように燃料を消費したとすると，計り知れない破壊的な影響を地球にもたらすことは疑いない

のである（Schumacher1973,pp.27�28）。そうした試算の結果は，宇沢が2009年に受賞した

「ブループラネット賞」を，2012年に受賞した，マティス・ワケナゲル（MathisWackernagel）

の「エコロジカル・フットプリント」分析からも同様に得られている。すなわち，人間の環境へ

の負荷を計測する「エコロジカル・フットプリント（ecologicalfootprint）」分析によれば，

「地球上のだれもが平均的なカナダ人や米国人のような暮らしをしたら，それを持続可能なもの

にするためには，地球が少なくとも3つは必要なことになる」（WackernagelandRees1996,p.

13）としているのである。そして，そうした「エコロジカル・フットプリント」という「環境面」

からのアプローチによって得られる洞察は，米国やカナダをはじめとする先進国の人々が享受し
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（14） Kalecki（1971,pp.138�145）は，同様の論理について考察を加えて，「政治的景気循環理論（Politi-

calAspectsofFullEmployment）」を展開している。

（15） こうした見解は，経済学の父とされるアダム・スミス（Adam Smith）の理論を，『国富論（An

InquiryintotheNatureandCausesoftheWealthofNations）』（1776年）において展開された「利

己心（self-interest）」を強調するものと見なすことができる。しかし，それは，スミスの理論の片面

にすぎない。もう一面には，『道徳感情論（TheTheoryofMoralSentiments）』（1759年）において，

人間の社会を形成・維持するうえで欠かすことのできない「共感（sympathy）」にもとづく「利他心

（altruism）」について論じられているのであるが，その議論が切り捨てられているのである。



ている暮らしは，必然的に先進国以外の人々の犠牲のうえに成り立っているということなのであ

る。

以上は，シューマッハーによる，「『経済成長』の追求を最高の価値と見なす経済学者は，『十

分』という概念をもちあわせていない」（Schumacher1973,p.25）ということにたいする批判

でもあるのだが（16），それは，物質的側面にかんすることである。非物質的な側面については，

次のように分析を加えている。「ケインズに従えば，経済的進歩（economicprogress）という

ものは，宗教と伝統的英知がつねに戒めている人間の強い利己心を働かせたときに，はじめて実

現できる。現代の経済ははげしい貪欲に動かされ，むやみやたらな嫉妬心に満ちあふれているが，

これは偶然ではなくて，そのおかげで拡大主義が成功を収めたのである」（Schumacher1973,

pp.31�32）。こうした言明は，『一般理論』（Keynes1936）で「アニマル・スピリット（animal

spirits）」を経済変動の原動力と見なしているケインズが，「貪欲（greed）」や「嫉妬心（envy）」

のような「人間の悪」を肯定しているのではなく，事実を陳述しているにすぎないものなのであ

るが，シューマッハーは，そうした「人間の悪を意識的に増長させるならば，そこから必然的に

出てくるのは，理性の崩壊だけであろう。貪欲と嫉妬心で動かされる人間は，ものごとをありの

ままに，完全な形の全体として眺める力を失ってしまう。そして，成功そのものがかえって災い

になる」（Schumacher1973,p.32）と主張しているのである。そして，こうした「人間性」に

よって，経済変動が生じることを，以下のように論じている。「社会全体がこうした悪に染まる

と，目を見張るようなことはできても，日常生活のいちばん基本的な問題を解決できなくなって

しまう。国民総生産は急速に増えるだろう。統計の数字はそれを示すのに，生きた人間の実感は

それに伴わず，人びとはますます挫折感，疎外感，不安感などに襲われるようになる。やがては，

国民総生産も成長を止める。科学・技術の進歩が止まるからではない。社会の中で圧迫されてい

る層だけでなく，大きな特権をもつ層の中にも，さまざまな現実逃避の形をとった反社会的行動

が広がり，これがじわじわと社会を麻痺させるからである」（Schumacher1973,p.32）という

のである。

さて，以上の考察をふまえて，シューマッハーにおける「経済学の役割」とは，何なのであろ

うか。それは，「本当の利益（realinterests）」（Schumacher1973,p.32）の実現に貢献すること

であると考えられる。シューマッハーは，「平和の礎（thefoundationofpeace）」（Schumacher

1973,p.33）は，先に大勢の見解として示した，現代的な意味での繁栄によって築くことはでき

ないと結論している。「なぜならば，その繁栄は，かりに達成されたとしても，そのためには貪
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（16） 伝統的な経済学おける「合理的な経済人（Homoeconomicus）」に代わる新たな前提として，1978年

にノーベル経済学賞を受賞した，ハーバート・サイモン（HerbertAlexanderSimon）は，「限定合理

性（boundedrationality）」の前提を展開している。サイモン（Simon1955）は，人間の認知能力に

は限界があり，計算能力にも限界があることを論理の基礎に置いているのであるが，それは，伝統的な

経済学の前提を修正することを，彼の論理の出発点にするものであった。そこから導き出される結論は，

現実には，効用を最大化させる選択肢を探し当てることなど困難で，せいぜい「これで十分だ」と自分

を満足させる選択肢を探し当てるに過ぎないというものである。



欲や嫉妬心といった，知性や幸福や平静を損ない，はては平和を好む心を殺すような衝動をかき

たてざるをえないからである」（Schumacher1973,p.33）というのである。そして，そうした

貪欲や嫉妬心によってもたらされることは，つねに争いであり，それは，まるで「平和」とは反

対のものである。シューマッハーは，「金持ちは世界の限られた資源を法外に必要とするから，

（力もなく抵抗もできない）貧乏人とだけでなく，それ以上に他の金持ちと衝突する破目に陥る

ことになる」（Schumacher1973,p.33）と論じている。では，私たちに必要なものは，何か。

それは，「英知（wisdom）」（Schumacher1973,p.33）であるというのである。なぜならば，

私たちは，「英知なしでは生きのびられない」（Schumacher1973,p.33）からなのである。そし

て，「『悪いことこそ役に立つ』というのは，英知の正反対である……精神的ないし道徳的な懐疑

に煩わされずに，ひたすら富を追求すれば，世界に平和を築けると期待するのは，現実無視であ

り，非科学的・非合理的である。人類がまだ十分に成功を達成できなかった間は，経済学や科学・

技術から英知を閉め出してもなんとかやってこれたが，大成功を収めた現在，精神や道徳上の真

理の問題が前面に出てきたのである」（Schumacher1973,pp.33�34）と主張しているのである。

では，「英知」とは，何か。それについて，シューマッハーは，「経済学の観点からすると，英知

の中心概念は永続性（permanence）である」（Schumacher1973,p.34）としている。つまり，

「われわれは永続性の経済学（theeconomicsofpermanence）を学ばなければならない。不合

理な事態に陥ることなしに，長期間続くことが確かでない限り，なにごとも経済的に意味がない。

限定された目標に向かっての『成長』はあってもよいが，際限のない，全面的な成長というのは

ありえない」（Schumacher1973,p.34）というのである。したがって，「本当の利益」とは，

「永続性」を指していると理解できるのである。以上の考察をふまえると，宇沢の「社会的共通

資本」の論理との親和性が認められるSchumacher（1973）の理論は，「人間には造れず，単に

発見できるだけの資本，それがないと人間はなにごともできない，代替物のない資本」

（Schumacher1973,p.14）である「自然資本」に着目することにより，現在ますます注目され

つつある「持続可能性（sustainability）」を実現させるための経済学としての性格をもつもの

として捉えることができるのである。

3．「持続可能な発展」のための新しいマクロ経済理論

松谷（2015）は，全米経済学会によって刊行されているJournalofEconomicLiteratureを

1984年3月刊行の第22巻第1号から2014年6月刊行の第52巻2号までの30年間にわたり調

査し，現代マクロ経済学の新たな動向をたどっている。それによると，1つの流れとして，経済

変動の理論と実証について，天然資源とエネルギー，そして，環境，生態系，および気候変動に
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かかわるものがある（17）。そうしたなかで，さらに，経済的価値に加えて，それだけでは測るこ

とのできない「福祉」や「幸福」についても考慮に入れていこうという動きも見られる。

最近のこれらの試みは，いわば，「持続可能性」の実現へとむけた人類の「英知」の展開と見

なすことができるものであると考えられる。そして，そうした「持続可能性」を視野に入れた新

しいマクロ経済学を展開しているのが，今年（2014年）6月に，「ブループラネット賞」を受賞

したハーマン・デイリー（米国メリーランド大学名誉教授）なのである。その受賞の理由は，

「経済成長に偏重しがちな世界に警鐘を鳴らし，環境経済学を開拓・確立した」（『朝日新聞』

2014年6月19日付13版37面）ことであるとされている。デイリーの著作は数々あるが，今年

3月に，DalyandFarley（2011）が，『エコロジー経済学』という表題により，邦訳が刊行さ

れている。それは，マクロ経済学の新たな地平を切り拓く「生態経済学（ecologicaleconomics）」

にかんする包括的な著作であり，その体系化の試みであるとされているものである。今回刊行さ

れた『エコロジー経済学』は，DalyandFarley（2004）の改訂版であり，初版と同様に，ジョ

シュア・ファーレイ（JoshuaFarley）との共著となっているが，その骨子は，すでにデイリー

によって独力で構築され，単著であるDaly（1996）として発表されている。それは，『持続可能

な発展の経済学』として，2005年に邦訳が刊行されている。2014年10月31日現在において，

日本で刊行されているデイリーの邦訳は，以上の2冊である（18）。

Daly（1996）における「持続可能性」は，「持続可能な発展と合衆国の政治」と題して，1995

年に，「持続可能な発展に関する大統領諮問委員会」が，「持続可能な発展」にかんして宣言した

15原則にたいする彼自身の見解を示す議論によって始められている（Daly1996,pp.12�18）。

そこでは，「持続可能な発展」という言葉が用いられているのであるが，それは，むしろ，一般

的には，「持続可能な開発」と訳されて用いられていることのほうが多いように思われる ・sus-

tainabledevelopment・の和訳である。その ・sustainabledevelopment・という言葉が生まれ

た経緯については，緒方（2012,37�38頁）およびOgata（2014,pp.1�2）において詳しく述べ

られているように，国連の国際会議の場において，「環境保護」の立場の先進国と「開発推進」

の立場の途上国との対立が続くなか，1983年にブルントラント委員会（TheBrundtlandCom-

mission;TheWorldCommissiononEnvironmentandDevelopment,WCED）が設立され，

環境と開発という二極対立から，両者共通の土俵で議論するために生み出された言葉なのである。

それについて，Daly（1996,pp.1�2）は，同委員会が1987年に公表した報告書，『地球の未来を
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（17） 自然とエネルギーにかんするものは3本あるが，そのうち，再生不可能な資源について取り上げてい

るのは2本である。VanderPloeg（2011）は，天然資源は生産に不可欠であるが，それが経済成長の

足かせになり得ることを考慮に入れ，やがて枯渇してしまう再生不可能な資源と代替し得るように，再

生可能な資源の使用について制度設計をおこなう必要性を示している。そして，Krautkraemer（1998）

は，新たな天然資源の埋蔵の発見や技術進歩が，再生不可能な資源の採取や加工の費用を低下させるに

あたり大きな役割を果たすことに注目している。

（18） 日本におけるデイリーにかんする研究としては，桂木（1996），片山（2005），新田（2005）などを挙

げることができるが，まだ，少ないようである。



守るために（OurCommonFuture）』（19）において，「持続可能な発展を，将来世代の欲求を満た

しつつ，現在世代の欲求をも満たすような発展」と定義することによって，「けっして空虚では

ないものの，この定義は十分に漠然としていたので，幅広い合意が得られた」としている。そし

て，「おそらく，当時はこれが政治的に優れた戦略だった。つまり，明確に定義された概念をめ

ぐって意見の不一致が生まれるよりも，漠然とした概念についての合意が得られたほうが好まし

かった」（Daly1996,p.2）と論じている。しかしながら，Daly（1996,p.1）が彼自身の論理に

おいて「持続可能な発展」といった場合，「人間の経済活動と自然界との関係の仕方について，

われわれの考え方の根底的な転換を映し出すものであり，さらにそうした転換を誘発するもの」

として，その概念のもつ力が強調されているのである。その場合，「自然界（thenaturalworld）」

とは，「有限で成長することもなく，物質的には閉じた生態系（ecosystem）」（Daly1996,p.1）

と規定されているのである。したがって，Daly（1996,p.1）において，「持続可能な発展」といっ

た場合，「人間の経済活動が，それを包含する生態系に『投入（inputs）』という原料の再生と

『産出（outputs）』という廃棄物（waste）の吸収を要求する場合，その要求は，生態学的に持

続可能な水準にとどめておかなければならないのであるが，それが，持続可能な発展の条件なの

である」と議論を展開しているのである。

このようなデイリーの「持続可能な発展」の理論的枠組みは，「スループット（throughput）」

（Daly1996,p.28）という基本概念にもとづいている。それは，「原料の投入に始まり，次いで

原料の財への転換がおこなわれ，最後に廃棄物という産出に終わるフロー」のことであり，そう

したフローが，「自然資本」について考察する場合，シューマッハーが「自然の許容限度」に着

目したように，生態系の再生力と吸収力の範囲内に収まっていることが，「持続可能な発展」の

必要条件とされているのである。そして，それは，Schumacher（1973,p.49）が，「経済学とい

う科学（thescienceofeconomics）」について論じる際に，「経済学は人間を環境ぐるみで扱う

学問である」ので，「超経済学（meta-economics）」からの派生学問として扱われるべきもので

あるとし，それは，人間を扱う部分と環境を扱う部分から成り立つとものであるとされているの

である。同様に，デイリーにおいては，「経済という下位システムが，それを包含する生態系に

よって，恒久的に維持ないし扶養できる規模を超えて成長することはできない」（Daly1996,p.

28）と論じられており，それが「持続可能な発展」についての大まかな考え方として示されてい

るのである。

Daly（1996,pp.46�47）は，そのような「持続可能な発展」の概念を導入した，新しいマクロ

経済学を構築するにあたり，現代経済学全般にかかわるビジョン，とりわけマクロ経済学のビジョ

ンにたいして批判を加えているのである。その批判の対象として取り上げているのが，図3�1と

して挙げた，「孤立したシステムとしての経済」（Daly1996,p.47）である。それは，通常，ど
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（19） 邦訳は，大来佐武郎監修により，1987年に福武書店から刊行されている。



のマクロ経済学の教科書にも掲載されている「循環図式」のことである。デイリーは，何が問題

であるとしているのか。それは，そのシステムが，「閉じた円（closedloop）」として扱われ，

そのなかにおいて「交換価値（exchangevalue）」が，企業と家計の間で循環しているに過ぎな

いということなのである。つまり，この「円のなかを流れている」のは，「生産」あるいは「消

費」と呼ばれる，物理的な次元をもつものであるにもかかわらず，そこにあるはずの「物質のリ

サイクル（materialsrecycling）」については，何ら触れられることはないと指摘しているので

ある。物質のリサイクルは，どんな場合でも完全に閉じた円になることはないのだから，「真に

円のなかを流れることができるのは，抽象的な交換価値だけである」ということを明らかにして

いるのである。つまり，これが意味することは，「交換価値」というものは，交換される財と生

産要素の物理的次元から切り離されたものであり，円のなかを流れる抽象的な交換価値という

「孤立したシステム（isolatedsystem）」は，「環境（environment）」にはまったく依存しない

ということなのである。したがって，そこには，「天然資源の枯渇という問題も，環境汚染とい

う問題もありえない」（Daly1996,p.47）。ゆえに，「マクロ経済学が自然のサービス，あるいは

現実に外部そのものに依存することもありえない」（Daly1996,p.47）ということに理論上なっ

ていることを示しているのである。さらに，成長理論についても，Daly（1996,pp.47�48）は，

一般的な生産関数には，「資源のフロー（resourceflows）」が含まれておらず，さらに，「廃棄

物の産出のフロー（wasteoutputflow）」については，いっさい触れられていないとしている。

しかも，かりに，「資源」がRとして，資本Kや労働Lといっしょに生産関数のなかに並んで

いようとも，たいして違いはないというのである。というのは，一般に，コブ＝ダグラス型とし

て用いられるような生産関数は，乗法型（multiplicativeform）なので，産出Yを一定として，

Kか Lを補完的な仕方で増加させれば，Rをゼロに近づけることができるからなのである

（Daly1996,p.48）。そうするとこれは，所得の生産要素間の分配率を決定するものにほかなら
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図3�1 Theeconomyasanisolatedsystem

出典：Daly（1996,p.47）



ず，「量」ないし「規模」の決定ではなく，「割合」の決定へと，問題がすり替えられてしまって

いることを，Daly（1996,p.48）は指摘しているのである（20）。したがって，そうした生産関数で

は，「資源は生産に『必要である』と見なされているのだが，その必要量は好きなだけ少なくす

ることができる」（Daly1996,p.48）ものとされているのである。

以上をふまえたうえで，われわれに必要なものは何か。Daly（1996,p.46）によれば，それは，

ジョゼフ・シュンペーター（JosephSchumpeter）が呼んだ「分析前のビジョン（preanalytic

vision）」（Schumpeter1954,p.41）であるという。シュンペーターが強調したように，分析は

どこからか出発しなければならないのであり，分析すべき何かがなければならないのである。そ

して，その何かは，シュンペーターが「ビジョン（Vision）」と呼んだ，「分析前の認知活動

（preanalyticcogniticeact）によって与えられる」（Daly1996,p.46）ものだというのである。

したがって，Daly（1996,p.48）は，「必要なことは，間違ったビジョンについて従来以上に洗

練された分析をおこなうことではなく，新しいビジョンをもつことだ」としている。ただし，こ

れが意味するのは，「古いビジョンの上に構築されたすべてのものを廃棄すべきだということで

はなく，分析以前のビジョンを変更した時には根本的な変化が起こりうる」（Daly1996,p.48）

ということなのである。そして，現代のマクロ経済に必要な変化は何かというと，Daly（1996,

p.48）によれば，それは，マクロ経済を，「有限な自然の生態系（環境）のなかの開かれた下位

システム（opensubsystem）として想定すること」であるというのである。そのように考えれ

ば，マクロ経済とその母体であるシステム（環境）との間の関係の問題を避けることはできない

ので，下位システムはシステム全体にたいしてどの程度の大きさでなければならないかという，

「マクロ経済の適切な規模」の問題が分析の対象になるとしている。

では，その「規模（scale）」とは，デイリーは，どのようなものとして考えているのだろうか。

それは，「人口×1人あたり資源消費量で測った，生態系の内部での人間存在の物理的な規模ない

し大きさを略記したもの」（Daly1996,p.50）として示されるとしているのである。市場は，経

済という下部システムのなかだけで機能するものであり，たった1つのことしかおこなわない。
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（20） マクロ経済学は，ケインズの『一般理論』（Keynes1936）によって確立されたとされている。その

なかで，ケインズは，1820年10月9月付のリカード（DavidRicardo）のマルサス（ThomasRobert

Malthus）宛書簡を取り上げている。「あなたの考える経済学は，富の性質と原因の研究です。私は，

それは産業の生産物の形成において存在する諸階級間の分配を決定する法則にかんする研究であると呼

ばれるべきであると考えます。量についてどのような法則も定めることはできませんが，割合について

はかなり正確な法則を定めることができます。前者の研究は無益かつ非現実的であり，後者の研究のみ

が経済学の真の対象であると日々確信を強めています」（Keynes1936,p.4n）。ケインズは，このよう

な見解をもつリカードとリカードの追随者たちを「古典派」と呼び，彼らの「割合を決める法則」との

対比のうえに書かれた『一般理論』を，マルサスの系譜のうえに立つ「量を決める法則」にかんする理

論であるとしているのである。そのうえで，「一方に価値と分配の理論，他方に貨幣の理論とに経済学

を区別することは，私は誤った区分であると考える。私が提案する正しい二分法は，一方に個別の産業

や企業，所与の資源量の報酬と分配にかんする理論をおき，他方に全体としての産出量と雇用量の理論

をおくものである」（Keynes1936,p.293）と主張している。そうしたケインズの見解をふまえて，松

谷（2002）は，ミクロ経済学とマクロ経済学の区別について論じている。なお，マクロ経済学の成立に

かんする問題については，松谷（2004）を参照せよ。



つまり，必要な情報と誘因を提供することによって，エッジワース（FrancisYsidroEdgeworth）

のボックス・ダイアグラムに見られるように，配分の問題を解決することしかできないものなの

である。Daly（1996,p.50）は，この問題をわかりやすく，つぎのようなアナロジーを用いて説

明している。つまり，「ミクロの配分問題は一定量の重りをボートの中で最適配分する問題に似

ている。しかし，いったん重りの最良の相対的位置が決定したとしても，そのボートが積載しう

る重量の絶対量の問題が依然として残っている。負荷のこの絶対的な最適規模（optimalscale）

は，満載喫水線標（Plimsollline）という海運制度において認識されている。水位標がその喫水

線標に達したら，そのボートは満載であり，それは安全『積載能力（carryingcapacity）』の限

界に達したということになる。もちろん，もし重りが下手に配分されるならば，喫水線はもっと

早く満載喫水線標に達してしまうだろう。しかし，絶対的な負荷が増加するにしたがって，積荷

が最適配分されたボートでさえ，結局は水位標が満載喫水線に達するだろう。最適に荷が積まれ

たボートであっても，重量が過大であったなら沈没する……環境マクロ経済学の主要な課題は，

満載喫水線標に類似した経済制度を設計することだ」，というのである。それは，すなわち，「生

物圏という箱船を沈ませないように，経済の重量，つまり経済の絶対的な規模を維持すること」

（Daly1996,p.50）にほかならないのである。

Daly（1996,pp.45�60）が，「持続可能な発展」をめざす新しい経済理論を展開する場合，あ

えて，「環境マクロ経済学（environmentalmacroeconomics）」という言葉を使用しているのは，

大学で教えられ，政府機関や開発銀行で実践に移されている「環境経済学（environmentaleco-

nomics）」が，圧倒的に「ミクロ経済学」であるからだというのである。それは，「社会的共通

資本」を論じる宇沢（2000,222�235頁）でさえも，「地球温暖化（globalwarming）」を抑制す

る手段として「炭素税（carbontax）」の導入を提案していたり，宇澤（1998）において「二酸

化炭素の排出権取引」の導入を提案していることからもわかる。そうした場合，理論の焦点が価

格に当てられ，「社会的限界機会費用を完全に反映した価格に到達するためには，どのように環

境の外部費用を内部化するか」（Daly1996,p.45）ということが大きな論点として扱われている

のである。ただし，Daly（1996,pp.45�60）が問題にしているのは，そのように環境経済学とミ

クロ経済学が密接に結びついているということなのではなく，「環境とマクロ経済学との間に，

見落とされている結びつきがないかどうか」（Daly1996,p.46）ということに注意が払われるべ

きであるというのである。

そうした見方のもとで，Daly（1996,p.61）が，「経済の理論と実践における現代の危機の核

心」と見なしているものは，シューマッハーによる「自然資本」にかんする考察と同様に，「わ

れわれが地球の持続可能な再生力を超えて資源を消費し，したがって，この能力を長期的に衰え

させているという事実」なのである。大学院レベルのマクロ経済学の講義のテキストとしても取

り上げられている，Romer（2001,pp.35�43）およびRomer（2006,pp.37�44）では，Mead-

ows,Meadows,Randers,andBehrens（1972）による「成長の限界」にかんする考察を，「こ

―74―



うした問題について，近年影響力をもった著述」として，取り上げているが，先にデイリーが批

判した伝統的な分析用具のなかにマクロ経済学の新しい動向を反映させた，新しい Romer

（2011,pp.38�45）の分析では，「成長の足かせ」となるものが，コブ＝ダグラス型生産関数にも

とづく場合，「天然資源の減少」と「人口」とされている。しかし，それは，すべての国が，人

口と1人当たり資源消費量の両方について心配しなければならないとするならば，途上国は人口

に，先進国は1人当たりの資源消費量のほうに焦点をあわせるべきだということであると，

Daly（1996,p.61）は主張しているのである。それは，まさに，一昨年（2012年）に「ブルー

プラネット賞」を受賞したマティス・ワケナゲル（MathisWackernagel）の「エコロジカル・

フットプリント」分析（WackernagelandRees1996）から得られる洞察と軌を一にするもの

として理解されるのである。

以上のような考察によれば，デイリーは「経済成長」とは，一般に，1人当たりの平均資源消

費量を増加させることを目標にするものだとしている。それは，先進国のGDP構成比の50～60

％あるいは70％を消費が占めていることからも明らかである。そのような国民所得について，

デイリーは，「自然資本を消費し続けている」（Daly1996,p.61）と，シューマッハーと同じ見

解を示している。そして，デイリーにおいて，「自然資本（naturalcapital）」は，「天然資源の

フローを生み出すストック」（Daly1996,p.80）として捉えられているのである（21）。国民所得は，

「付加価値」の総計であるとされている。しかし，Daly（1996,p.65）は，「われわれは物質に付

加した価値を消費するだけでなく，われわれが物質を経済という下位システムに移入する前に自

然によってそれに付加された価値も消費する」のであると主張しているのである。そもそも，こ

うした「自然による価値の付加」は，「物質が資源と考えられるために必要」なものなのである。

その一方で，もちろん，労働と資本によって，物質・エネルギー（天然資源のフロー）に付け加

えられた有益な構造のもつ価値が，経済学において一般に「付加価値」と呼ばれているものなの

であるが，それが消費において使い尽くされるというのである。したがって，それが再び消費可

能になる前に，労働と資本の働きによって新しい価値が再度付加されることが必要になるのであ

る。さもなければ，「エントロピー（使い果たし）」の高い物質・エネルギーとして，経済という

開かれた下位システムから，生態系というより大きな母体であるシステムへ廃棄物として排出さ

れることになるのである。まだ，下位システムが小さく，自然の吸収力や再生力の限界にまで達

していないならば，こうした高エントロピーの問題は無視できるであろうが，すでに，今日の私

たちは，そうした水準を超えた状況にあるとされている。Daly（1996,p.57）によれば，「温室

効果，オゾン層の破壊，酸性雨といったものはすべて，われわれが（マクロ経済の規模にとって

の警戒線である）満載喫水線標をすでに超えてしまったことを示す証拠である」と見なされてい

るのである。つまり，経済が「成熟規模」に達すると，生産は，追加したストックから得られる
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（21） 松谷（2012），Matsuya（2014），MatsuyaandOgata（2011）は，自然資本と持続可能性について，

「社会的共通資本」の枠組みでとらえることにより論じている。



追加的なサービスの源泉というよりは，ますます既存のものを維持するための費用と見なされる

のであるが，それは，「物理的な成長（増加）」から「質的な発展」へと，経済を転換させるもの

なのである。Daly（1996,p.69）は，そうした考察を，わかりやすく，次のように定式化して表

している。

したがって，「成長」は，（1）式の右辺の2つの比率を一定にしたときの，スループットの増

加として定義されるので，サービスは，成長の結果，スループットに比例して増加することにな

る。一方，「発展」は，スループットを一定としたときの，効率性を表す右辺の2つの比率の上

昇の結果生じるサービスの増加と定義される。このように「成長」と「発展」を区別することに

より，「持続可能な発展」を「成長なき発展」，すなわち，「スループットの成長が環境の再生力

と吸収力を超えないこと」というように，簡単に定義している。

さらに，シューマッハーは，「自然資本」について考察する場合，物質的側面に加えて，非物

質的な側面をも考慮に入れていたが，デイリーにおいて，「福祉（welfare）」とは，「人工資本

（man-madecapital）と自然資本の両者のストックによって提供される欲求充足のサービスのこ

と」（Daly1996,p.67）として捉えられている。したがって，最適規模が存在することを考慮に

入れたうえで，サービス価値を推計し，最適な程度で，すなわち，総サービス（自然資本と人工

資本からのサービスの合計）が最大値に達する点まで，自然資本を人工資本に変換することを，

「適切な経済的目的」にすべきであると，Daly（1996,p.68）は主張しているのである。こうし

た変換は，追加的な人工資本から得られるサービスの限界便益と自然のサービスの限界費用が均

等になる水準においておこなわれる。ここでの自然のサービスは，それまでに自然のサービスを

生み出していた自然資本が，人工資本に変換される際に犠牲にされるサービスとして捉えられて

いるのである。

以上のように，「持続可能な発展」においては，「配分（allocation）」ないし「割合」ではな

く，「最適規模」という「規模」ないし「量」が問題とされているのである（22）。というのは，私

たちの経済過程が，有限で閉じたシステム全体（生態系）のなかの，開いた下部システムと見な

されるものだからである。したがって，その場合，考慮に入れるべきなのは，システム全体にた

いする下部システムの大きさということになるのだが，それについて，Daly（1996,pp.58�60）

は，ケネス・ボールディング（KennethEwartBoulding）による「カウボーイの経済（the
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（22）「集合行為論（theLogicofCollectiveAction）」において，マンサー・オルソン（MancurOlson

1965,pp.54�55）も「規模」の重要性について指摘している。宇沢と親交のあったボウルズ（Samuel

Bowles）においても，「共同体を特徴づける個人的で永続的な接触関係は，共同体が比較的小さな規模

のものであることを要請する」（Bowles2004,p.491）としている。「共同体」の進化ゲーム理論による

考察については，松谷（2014）を参照せよ。



cowboyeconomy）」と「宇宙飛行士の経済（thespacemaneconomy）」というアナロジーを

引いて，説明を加えている。「カウボーイの経済」とは，システム全体にくらべて，経済という

下位システムが無視しうるほど小さく，規模が問題にならない場合のアナロジーであり，その場

合，無限なまでに広がる大平原におけるカウボーイは，供給源から廃棄場にいたる線形のスルー

プットのもとで暮らし，何かをリサイクルしなければならないという必要性などないというので

ある。他方，「宇宙飛行士の経済」は，経済が，システム全体と同一の広がりもつことによって，

あらゆるものを包含してしまい，規模の問題がまったく生じない場合のアナロジーであり，その

場合，小型の宇宙カプセルのなかにいる宇宙飛行士は，逼迫した物質循環と直接的なフィードバッ

クのもとで暮らし，あらゆるものが全体的に管理され，それらすべてが彼の必要にたいする役割

を担っているというのである。したがって，これら2つの場合において問題となるのは，唯一，

「配分」だけだというのである。

ところが，今日の私たちの経済は，それら2つのいずれでもないとされている。では，いった

い何なのであろうか。それは，いわば，「無神経な無骨者の経済（thebull-in-the-chinaecon-

omy）」（Daly1996,p.58）であるとされているのである。つまり，先の2つの場合の「中間領

域（themiddleground）」にあるものとして扱われるというのである。どういうことか。それ

は，現在の私たちの経済は，環境にくらべてけっして無視しうるような規模のものではないし，

かといって，また，分権的な市場や中央集権的な計画によって，生態系の物質・エネルギー変換

の大部分が人間の管理下におかれているわけでもない。したがって，「カウボーイ」でもなく

「宇宙飛行士」でもなく，その中間に位置する大小さまざまの「無神経な無骨者」の経済である

というのである。そして，その場合には，「規模」が主要な関心事になるのというのである。そ

れは，なぜか。

その説明を，シューマッハーが「自然資本」について分析する際に，「資源の制約」と「自然

の許容限度」に着目して論じている内容にさらに踏み込むことによって，Daly（1996,p.87）は，

つぎのように与えている。「質量保存の法則に従う有限なシステムでは，経済的な管理下におか

れるものが多くなればなるほど，自然の無意識的な管理下におかれるものがますます少なくなる。

生態系からの強制取立て（exactions）と生態系に戻す挿入物（insertions）の規模が大きくな

るにつれて，生態系において引き起こされる質的変化もまた必ず大きくなるのである」。それは，

2つの理由による。Daly（1996,p.87）が挙げる第1の理由は，「熱力学（thermodynamics）

の第一法則（物質・エネルギー保存の法則）」である。それは，生態系から物質とエネルギーを

取り出すことは，たとえ取り出した物質とエネルギーにたいして何もしなくても，必ず生態系の

機能を妨害することになるというものである。それは，「同様に，物質とエネルギーを生態系に

単に挿入するだけでも，それが新たに追加されたシステムを妨害することになる」としている。

「このことは，このように再配置された物質とエネルギーにおける何らかの質的劣化に注意を喚

起するまでもなく，事実にちがいないものなのである」と，Daly（1996,p.87）は主張している。
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第2の理由として挙げられているのは，「熱力学の第二法則」である。この法則は，抽出された

物質・エネルギーと挿入された物質・エネルギーとが質的に異なることを保証するものである。

つまり，これによると，低エントロピー（lowentropy）の原料が取り出され，高エントロピー

（highentropy）の廃棄物が戻される，ということになるのである。したがって，「こうした物

質・エネルギーのスループットの質的劣化は，それらの純粋な質的転位にともない，生態系に変

化を引き起こす」（Daly1996,p.87）ものとされているのである。

「持続可能性」というと，まっさきに，Hicks（1946）による，「共同体がある期間にわたって

消費することができ，しかも期末も期首も同程度の暮らし向きであるような最大額」という「持

続可能な所得（sustainableincome）」（Daly1996,p.100）が想起されるかもしれない。この所

得にかんする定義によって，「持続可能性の判断基準」が明確に示されていると考えられるが，

そこから得られる洞察のほうがもっと重要であることが，Daly（1996,pp.75�76）により理解す

ることができる。つまり，その定義に組み込まれた「暮らし向きが同程度」とは，「翌年に同一

の所得を生み出す同一の能力をもっているということ」を意味しているのであるが，それはすな

わち，「資本を減耗させずに維持すること」を意味している。それは，「技術を一定とした場合，

資本を減耗させずに維持することは，物的資本を減耗させずに維持することと同じである」

（Daly1996,p.230）ということを示している。よって，これまでは「人工資本」のみが，その

対象として扱われてきたことを表している。Daly（1996,p.76）は，その理由として，過去にお

いて「自然資本」は，稀少ではなかったため捨象されていたということを挙げている（23）。

よって，「中間領域」にあって，「最適規模」という「規模」を問題にしなければならない「無

神経な無骨者」である私たちにとっての「戦略（strategy）」とは，Daly（1996,p.59）が示して

いるように，「われわれの生活を支えるシステム〔生態系〕の自動的な機能を妨げないように，そ

れによってそのシステムを人間の管理の領域に押し込まないようにして，人間の規模を十分に小

さく保つもの」にすることであり，それは，つまり，自己調整する生態系の「見えざる手（in-

visiblehand）」と市場におけるもうひとつの「見えざる手」が，最大限機能しうるような規模

にマクロ経済を制約する「経済的な満載喫水線標（aneconomicPlimsollline）」を「制度化

（institutionalizing）」することであるとしている。

そうした「政策（policy）」にかんして，Daly（1996,p.76）は，「資本を減耗させずに維持す

る方法」には，2種類のものがあると区別して論じている。1つは，「人工資本と自然資本の合計

は，ある種の集計値という意味で，一定に維持できる」というものである。もう1つは，「おの

おのの構成要素は，これもある種の集計値という意味において，それぞれ減耗させずに維持でき

るが，今度は2つの範疇を超えずに，それぞれの範疇内部での集計がおこなわれる」というもの
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（23） ギンタスは，「資本主義はまともな自然環境を提供せず，したがって〈都会人〉は自然環境に関係す

るような能力を開発しない。こうして，まともな環境は次第に〈選好〉されなくなり，個人の〈使用価

値〉は，支配的な〈交換価値〉と一致する程度まで下がってしまう」（Gintis1972,p.276）と，支配的

な体制の下で「自然資本」が軽視されていく傾向について，進化ゲーム理論的な考察をおこなっている。



である。第1の方法は，シューマッハーが批判を加えているものなのであるのが，人工資本と自

然資本が「代替財（substitutes）」であると信じるならば，合理的であるとしている。その場合，

「投資によって，人工資本で等価物が生産されれば，自然資本を剥ぎ取ることは，完全に容認で

きる」というものである。第2の方法は，人工資本と自然資本が「補完財（complements）」で

あると信じるならば，合理的であるとしている。その場合，「補完財はそれぞれ減耗されずに

（べつべつに，あるいは，全体として一定の比率を保つことで）維持されなければならない」と

している。というのは，「一方の補完財の生産性は，他方の補完財の利用可能性によって決まる

からだ」としている。そうした区別をおこなうことにより，Daly（1996,p.76）は，前者を「弱

持続可能性（weaksustainability）」，後者を「強持続可能性（strongsustainability）」と呼

んでいるのである。

以上のように，2つの方法があることを紹介したうえで，Daly（1996,p.76）は，「人工資本

と自然資本は，根本的に，補完財であり，限界的な場合にのみ代替財だ」と明言している。その

理由を，Daly（1996,p.77）は，つぎのような具体的で常識的な問いを投げかけることにより，

明らかにしている。すなわち，「森林がなければ，製材所は何の役に立つのであろうか。魚群が

いなければ，漁船は何の役に立つのであろうか。石油が埋蔵されていなければ，製油所は何の役

に立つのであろうか。地下帯水層や河川がなければ，灌漑農場は何の役に立つのであろうか」と。

そうした補完性について，Daly（1996,p.76）は，さらに，宇沢の「社会的共通資本」において，

それを構成する「社会資本」として捉えられている「社会インフラ（publicinfrastructure）」

と「私的資本（privatecapital）」との関係についてもふれている。「乗用車，あるいは，トラッ

クは，走る道路がなければ，何の役に立つのだろうか」と。

伝統的な経済学の枠組みにおいては，「最適規模」，そして，Hicks（1946）による「持続可能

性」といった概念が，「純粋に人間中心的（purelyanthropocentric）」なものであり，他のす

べての種（species）は，「人間の福祉（humanwelfare）」のための手段的価値（instrumental

value）としてのみ考慮されるものであるかのように捉えられる側面が見られる。しかし，マク

ロ経済が目標とする「最適規模」を「強持続可能性」により実現させようとするのであれば，

「自然資本」への投資は，「人間以外の種（nonhumanspecies）」にたいして，それらの「生命

維持サービス（life-supportservices）」を高めるという「追加的な利益（additionalbenefit）」

をもたらすことができるであろう。その場合，人間以外の種の「生の享受（enjoymentoflife）」

は，もはや，ゼロとみなされることはないのである。21世紀の時代を生きる私たちにとって，

UNEP（2011）では，「経済の主要な10部門に，世界のGDPのわずか2％のグリーン投資をお

こなうだけで，低炭素（low-carbon）で資源効率の高い（resource-efficient）経済への移行が

可能である」としているが，「強持続可能性」にもとづく「最適規模」をめざした「自然資本」

への投資は，生物多様性を高めるだけでなく，地球温暖化の抑制と気候変動の軽減にたいする貢
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献として期待できるものなのである（24）。

Daly（1996,pp.88�93）において，「環境的に持続可能な発展にいっそう役に立つと思われる4

つのこと」が提案されている。それらは，以下のものである。

� 自然資本の消費を，所得として計上することをやめよう。

� 労働と所得にはより少なく課税し，資源のスループットにはより多くを課税せよ。

� 短期的には自然資本の生産性を最大化し，長期的にはその供給量の増加に投資せよ。

� 自由貿易，自由な資本移動，輸出主導型の成長によるグローバルな経済的統合というイ

デオロギーから脱却し，きわめて効率的なことが明らかな場合にかぎって国際貿易に頼り

ながら，最も重要な選択肢として国内市場向けの国内生産を発展させようとするような，

より国民主義的（nationalist）な方向を目指せ。

これらは，マクロ経済を評価する国民経済計算体系にかんして，「GNPの緑化」（Daly1996,p.

88）に寄与するものとしても，期待されているのであるが，シューマッハー（Schumacher1973,

p.37）が論じている「永続性の経済学」にたいする「規模の問題」に当てはまるものであると

理解される。そこでは，小規模な事業は，いくら数が多くても，1つ1つの力が自然の回復力と

比較すると小さいため，大規模な事業とくらべると自然環境に害を与えないのがつねであるとさ

れているのである（25）。またさらに，人間の知識は，理性よりはるかに経験に依存しているため，

小さくて不完全なものであり，ゆえに，小さいことのなかに「英知」が潜んでいるとされている

のである（Schumacher1973,p.37）。「自然資本」を維持するうえで「農業と農村」が重要であ

ることが，宇沢（2000,45�92頁）においても強調されているが
（26），それは，シューマッハーが「自

然資本」を論じる際に重視した「人間性」を保つためにも，具体的な人間，個人，家族，小集団

との緊密なつながりが重視されているからである。それは，宇沢（2000）の論じる「社会的共通

資本」を実際に機能させるうえで欠かせない「主体」としての「社会関係資本（ソーシャル・キャ

ピタル）」の役割でもあるが，シューマッハーは，そうしたなかでこそ，「仕事から人間らしさを

奪い，仕事を単なる機械的な作業に変えてしまう」ようなオートメーション等の機械を用いた

「生産過程」によるのではなく，「人の心身の善であると神意により布告されたもの」と理解する

ような「正しい労働観（aproperphilosophyofwork）」が育まれるとしている（Schumacher

1973,p.38）。というのは，「家族の次に社会の真の基礎を成すのは，仕事とそれを通じた人間関

係である」（Schumacher1973,p.38）からなのであるとしている。そこには，「市場」でもなく
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（24） 環境省編（2014）『環境白書（平成26年版）』は，「我が国が歩むグリーン経済の道」を主題に掲げて

編集されている。

（25） 関（2012,178�189頁）は，生態系と経済の両面から，小規模農業の重要性について論じている。

（26） 茂木（2011,168�170頁）は，宇沢（2000,222�235頁）における主張と同様に，個別の「農家」では

なく「農業」を守る政策への転換の必要性について論じている。



「政府」でもなく，経済を運営するうえで重要なもう1つの組織としての「共同体（コミュニティ）」

の存在が認められるのである。そして，民主主義，自由，人間の尊厳，生活水準，自己実現，充

実といったことが，モノではなく，人間にかかわることであり，人間というものが，小さな，理

解の届く集団のなかでこそ人間でありうるものである，ということにもとづいているのである

（Schumacher1973,pp.79�80）。こうした考察により，「持続可能な発展」による「農村での開

発努力」がおこなわれない限り，1国のすべての地域を発展させるという「地域主義（regional-

ism）」は成功しないと，Schumacher（1973,p.78）は主張しているのである。さもなければ，さ

らには，「誤った考え方，誤った生き方が行き詰ったときに起こるものである」とされている「戦

争」の回避についても困難であろうとしているのである（Schumacher1973,p.38）。そして，「破

局への道（collisioncourse）」を脱出するのは，年齢，財産に関係なく，また，権力や影響力の

あるなしを問わず，われわれ一人ひとりの仕事であると明言しているのである（Schumacher

1973,p.21）。宇沢は，「行動する経済学者」としても有名であったが，「未来を語ることに意味

があるのは，現在の行動に結びつくときだけである」（Schumacher1973,p.21）とシューマッ

ハーは，結論づけている（27）。

4．む す び

本稿では，「経済学は社会を癒す学問」と捉えた宇沢の提示する「経済学の役割」に基づいて

展開された「社会的共通資本」の論理が，ケインズが死の直前に自分の衣鉢を継ぐ者として挙げ

たシューマッハーの理論的系譜に属するものとして捉えられることを考察した。宇沢が構築した

「社会的共通資本」の論理は，「資本主義と社会主義」を超える「制度主義」の考え方を具体的な

かたちで表したものであるが，それは，「すべての人びとの人間的尊厳が守られ，魂の自立が保

たれ，市民的権利が最大限に享受できるような経済体制を実現しようとする」ことを目指すもの

であった。シューマッハーは，「経済学は人間を環境ぐるみで取り扱う学問である」とみなし，

他方，宇沢は，「自然の摂理のなかで人間の営みがある」としていることにより，両者の論理に

はまさに親和性が認められるのであるが，それはつまり，「自然とどのように生きていくか」と

いうことにたいする考察であることが明らかにされた。その場合，重要な概念として着目されて

いるのが「自然資本」であるということが明らかにされた。シューマッハーは，「経済学の役割」

を「永続性」の実現への貢献であるとしているが，それは，宇沢の「社会的共通資本」の論理が

示唆しているものでもある。そして，それは，伝統的な経済学では軽視されてきた「自然」を，

「自然資本」という新たな概念に形成し，「人工資本」の「代替財」としてではなく「補完財」と

捉えることにより「強持続可能性」を追求する，「持続可能な発展」として，デイリーによって，

自然と経済変動の理論
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（27） NPO・NGO,教育・研究機関，自治体，企業などの取り組みによる植林活動が見られるが，それは，

こうした宇沢やシューマッハーおよびデイリーの理論に基づくものとして理解され得るのである。



彼の新しいマクロ経済学のなかで発展的に論じられていることが明らかにされた。しかもそれは，

ジョーン・ロビンソンが問題提起した「経済理論の第2の危機」の克服をめざす試みとして理解

されるものなのである。
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は じ め に

2000年代以降，アフリカは主に二つの側面で，国際的な関心を集めてきた。一方には，先進

国の国際協力の潮流が「貧困削減」に傾いたことや，「貧困がテロを生む」という考え方に基づ

く対テロ戦争の広がりを背景とする，「世界の最貧地帯」としての関心がある。他方，資源・エ

ネルギー価格の高騰を背景に，アフリカは「最後のフロンティア」としても脚光を浴びている。

このうち，後者の経済的関心の高まりにつれて資源や市場をめぐる競争も激化しており，各国が

先を争ってアフリカ進出を目指す状況は，19世紀の植民地争奪戦を彷彿とさせることから，「新

たな争奪戦」（NewScramble）と呼ばれる（1）。このなかで，米国とともに一際注目を集める国

が中国であり，IMFの統計によるとその2012年の対アフリカ貿易額は，輸出が604億ドル，輸
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アフリカにおける中国のソフト・パワー構築

背景，手法，効果

六 辻 彰 二

要 旨

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築の取り組みは，同国の対アフリカ・アプローチが内

包する人権・人道問題への配慮の薄さ，輸出超過などの経済的オーバープレゼンス，中国企業によ

る環境破壊などへの批判の噴出を契機に，2000年代半ばから顕在化した。本稿では，そのための

中国の広報外交を，メッセージを「伝える手段」であるハードウェアの整備と，「伝える内容」を

意味するソフトウェアの充実の両面から検討した。前者には高等教育などにおける人的交流，マス

メディアを通じた情報発信，両者の混合形態である技術移転が含まれる。後者としては中国政府が

2005年に国連総会で提示した「調和のとれた世界」を取り上げ，これがアフリカ各国政府にとっ

てもち得る魅力について考察した。他の地域と異なり，アフリカにおける中国の好感度は米国に対

するものと大差ないが，それは広報外交を含めた中国の対アフリカ・アプローチが，従来西側先進

国が圧倒的な影響力をもっていたこの地域にあって，受け入れられやすい土壌があることを示す。

ただし，中国のソフト・パワー構築は，中国政府の関与があまりに強いために相手側の信頼感を損

ない得ること，広報外交の対象がエリート層や知識層に偏りすぎているために低所得層へのアプロー

チが困難であること，そしてトップダウンの意思決定が末端の中国企業などに浸透しにくいことに

より，中長期的に阻害され得るといえる。

キーワード：アフリカ，中国，ソフト・パワー，広報外交，新たな争奪戦



入が759億ドルにのぼる（2）。いずれも2000年段階のそれと比較して10倍以上の伸び率を示して

おり，金額において世界一である。

しかし，中国による急激なアフリカ進出は，大きな論争をもたらしてきた。一方には，アフリ

カにおける中国を批判的に捉える議論があり，その代表格はS.ミッシェル（SergeMichel）と

M.ブーレ（MichelBeuret）が著した『アフリカを食い荒らす中国』である。このなかでミッ

シェルとブーレは，中国政府と結びついた中国企業がアフリカ諸国の法令を無視し，人権状況に

も顧慮せず，ひたすら資源と市場を確保する状況を告発している（3）。アフリカ内部からも中国に

批判的な見解はあがっており，例えばJ-C.マスワナ（Jean-ClaudeMaswana）は従属論の観点

から，中国のアフリカ進出が新たな支配―従属関係をもたらすと論じている（4）。

他方，中国に対する肯定的な評価も稀ではない。D.ブラウティガム（DeborahBrautigam）

は投資や貿易と結びついた中国の援助を，欧米諸国と異なるものと認める一方，それがアフリカ

の経済成長に果たした役割を強調している（5）。また，ザンビア出身で元世銀エコノミストのダン

ビサ・モヨ（DambisaMoyo）は，欧米諸国の援助がアフリカの権威主義的な政府の汚職と経

済停滞をむしろ助長してきたと批判し，翻って中国のアプローチを擁護する（6）。

このように国際的な関心を集めるなか，中国政府は欧米諸国からの批判に逐一反論する一方，

2007年以降「ソフト・パワー」の構築を優先課題として掲げている。ジョセフ・ナイ（Joseph

Nye）が1990年に打ち出し，イラク戦争後の2004年の『ソフト・パワー』の出版を機に脚光を

浴びたソフト・パワー概念は，強制や報酬によらず，魅力によって望む結果を得る能力を意味す

る（7）。ナイが指摘するように，いわば「アメとムチ」に頼らず，相手を自国の味方につける力で

あるソフト・パワーの強化は，現代においてあらゆる国家が避けられない課題であるが，爆発的

な経済成長によって「ハード・パワー」を強化しながらも，それにともなって国際的な批判にさ

らされる機会が増加した中国政府にとっては尚更である。そして，毛沢東時代から中国がとりわ

け友好関係を重視してきたアフリカは，そのソフト・パワー構築の主戦場とさえいえよう。

本稿では，状況論的ではあるが，アフリカにおける中国のソフト・パワー構築の背景とその手

法を検討し，それがもつ効果について考察する。本稿の構成は以下の通りである。第1節では，

中国のアフリカ進出の特徴について素描する。続く第2節では，中国がソフト・パワーを重視す

るに至った転機について取り上げる。それを踏まえて第3節では，中国による人的交流と情報発

信の制度や基盤の整備について，第4節ではそれらを通じて発せられるメッセージの内容につい

て，それぞれ検討する。そして，第5節ではアフリカにおける中国のソフト・パワー構築に関し

て，暫定的ではあるが評価を試み，併せてその効果を中長期的に低減させ得る要因について考察

する。最後に，日本を含む先進国にとって，アフリカにおける中国のソフト・パワー構築がもつ

意味を考える。
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1．中国のアフリカ進出の沿革

1�1 冷戦期のイデオロギー的援助

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築を考察する前提として，そのアフリカ進出の特徴

を確認する必要がある。もちろん，中国のアフリカ進出を包括的に検討することは本稿の目的で

なく，また紙幅も限られているため，次節以降の考察に必要な要点の整理にとどめる（8）。

中国による対アフリカ・アプローチは，冷戦期の1950年代に遡る。中ソ論争を背景とする国

際的孤立と，台湾との国連代表権問題を背景に，中国は「世界最大の開発途上国」として地歩を

固めるべく，開発途上国へのアプローチを強化した。一方，当時のアフリカでは植民地解放運動

が最高潮に達しており，さらに冷戦構造がいまだ本格的に波及していなかった。これらの背景の

もと，1956年にアフリカ大陸で初めてエジプトと国交を結んだことを契機に，中国による対ア

フリカ援助が始まり，1956年から96年までの間に，800のプロジェクトが実施された（9）。その

なかには，医療従事者の派遣や留学生の招聘に加えて，1970年に建設が開始された，総延長

1,859キロメートルにおよぶタンザニア・ザンビア鉄道に代表されるインフラ整備が含まれた。

その誘因からもみてとれるように，冷戦期の中国による対アフリカ・アプローチは，イデオロ

ギー的，政治的コミットメントが顕著で，特に「反植民地主義」はその思想的基盤であった。中

国によるアフリカ援助の象徴ともいえるタンザニア・ザンビア鉄道は，冷戦構造のなかで西側寄

りだったローデシア，南アフリカを経ずにザンビアの銅を輸出することを最大の目的としており，

さらにこれらの旧宗主国である英国がその建設を渋るなか，ザンビア側からの要請に基づいて建

設された。また，やはり反植民地主義に基づき，当時フリーダム・ファイター（freedom

fighter）と呼ばれた，ローデシアの白人政権と武装闘争を展開していたジンバブエ・アフリカ

国民同盟・愛国戦線（ZimbabweAfricanNationalUnion-PatriotFront）などのメンバーを

招聘しての軍事訓練，思想教育，武器支援も行われた。

その援助は，西側と敵対する勢力だけでなく，ソ連に支援された政権と敵対する勢力に対して

も行われた。エチオピア革命（1974）後，同国を支配したメンギスツ（MengistuHaile

Mariam）政権は，ソ連から援助を受けた。これと敵対するゲリラ組織の連合体「エチオピア人

民革命民主戦線」（EthiopiaPeople・sRevolutionaryDemocraticFront）に対する中国の物心

両面の支援は，中ソ論争後，ソ連をも「修正主義」として敵視する立場に由来していた。

2�2 イデオロギーからプラグマティズムへ

ところが，中国とアフリカの関係は，1980年代に転機を迎えた。李先念国家主席（当時）が

1986年にサブサハラ・アフリカ3カ国を歴訪したこともあり，中国では1980年代半ばを指して

「中国・アフリカ関係において1949年以来の黄金時代」と呼ばれる（10）。その一方で，1981年に4

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築
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億1,200万ドルであった中国の対アフリカ貿易額は，1988年には6,040万ドルにまで減少した（11）。

改革・開放に転じた中国が，投資・貿易の両面で西側先進国との関係を深めるなか，アフリカと

の関係は疎遠になったのである。

しかし，中国は1990年代に再びアフリカに接近した。その大きな転機として，1989年の天安

門事件があげられる。民主化を求めるデモ隊の鎮圧によって西側先進国からの批判に直面した中

国は，国際的孤立を回避するため，アフリカ諸国との友好関係を再強化する必要に迫られたので

ある。これに加えて，自らの工業製品の販路拡大や，1993年にエネルギーの純輸入国となった

ことによる資源確保の必要性も，中国の対アフリカ・アプローチを加速させる要因となった。

そのなかで，中国の対アフリカ・アプローチは，外交的な目的を内包しながらも，政治的コミッ

トメントよりむしろ，経済的な関与を主軸としたものにシフトした。開発協力はその典型であり，

1995年から1997年にかけて，中国輸出入銀行（ChinaExport-ImportBank）がボツワナ，コー

トジボワール，赤道ギニア，ガボン，ケニア，スーダンのアフリカ6ヵ国を含む10ヵ国15プロ

ジェクトに対して，約1億3,800万ドルの譲許性融資を提供したことは，冷戦期の政治的関係を

重視した無償援助から有償援助への転換点となった（12）。

援助と並行して経済交流も爆発的に増加し，1990年に935万ドルだった中国の対アフリカ貿

易額は，1999年には6,484万ドルにまで急伸した（13）。中国による援助で行われるインフラ建設で

は多くの場合，必要な資材の約50パーセントを中国から輸入する契約になっており，これも対

アフリカ輸出を加速させる要因となった（14）。貿易とともに投資も増加し，なかでも1997年にスー

ダンで操業していたカナダ資本を中心とするグレイター・ナイル・ペトロリアム・オペレーティ

ング（GreaterNilePetroleumOperatingCompany）の株式40パーセントを中国石油（China

NationalPetroleum Cooperation）が取得したことは，アフリカでの資源開発に中国が本格参

入する狼煙となった（15）。中国の対アフリカ政策は，改革・開放に導いた鄧小平のプラグマティ

ズムを反映したものとして再生したといえる。

1�3 中国―アフリカ関係の強化と変化

いわば自らの事情により中国が対アフリカ・アプローチを加速させたといえるが，アフリカ側

には，これを受容する素地があった。1980年代以降，IMFと世界銀行が主導する構造調整計画

により，アフリカ諸国は融資と引き換えに貿易の自由化，財政赤字の縮小，通貨切り下げなどの

経済改革を余儀なくされたが，それらは「IMFの優等生」と呼ばれたガーナなどの例外を除き，

財政再建と経済成長にほとんど寄与しなかった（16）。さらに，冷戦終結後の西側先進国は人権保

護や民主化を援助の前提条件とするに至った。西側ドナーからの外圧にさらされてきたアフリカ

諸国政府にとって，援助に条件を一切つけない中国が魅力的に映ったとしても不思議ではない。

援助だけでなく，中国が重視する投資もまた，アフリカにとって大きな魅力となった。1990

年代のアフリカは各地で内戦が激化し，これによって先進国企業の撤退が相次いでいた。先述の
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表1 FOCAC各会合の行動計画で示された中国政府の主なコミットメント

FOCACⅠ

（2000）

資金協力 ・HIPCおよび LDCに対する100億元の債務免除

保 健 ・医療チームを追加で派遣

教 育 ・中国で学ぶためのアフリカ人学生への奨学金を増加

環 境 ・環境管理への協力

貿易･投資 ・中国・アフリカ合同ビジネス会議，中国・アフリカ物産展示センターの設立

人的資本 ・アフリカ人的資源開発基金の設立

FOCACⅡ

（2003）

資金協力 ・アフリカへの援助増加（金額は明記されず）

文化交流 ・2004年に中国で中国・アフリカユースフェスティバルを開催

貿易･投資 ・LDCからの輸入品に対する市場開放と関税免除待遇の導入

人的資本 ・様々な領域で10.000人を訓練

そ の 他 ・8ヵ国で中国人環境客に対する団体旅行ビザ発給

FOCACⅢ

（2006）

資金協力

・HIPCおよびLDCが保有する無利子債務を免除

・アフリカ向け援助額を倍増

・30億ドルのプレファレンシャル・ローンと20億ドルのプレファレンシャル・バイヤーズ・ク

レジットの提供

保 健 ・30の病院建設，3億元分のマラリア対策薬の提供，30のマラリア予防センター建設

教 育 ・100の学校建設，アフリカ人奨学生を年間2,000人から4,000人に増加

貿易･投資

・アフリカのLDC30ヵ国からの輸入に関する関税免除の対象を190品目から440品目に増加

・3～5ヵ国に貿易経済協力区を設立

・50億ドル分の中国・アフリカ開発基金を設立

農 業 ・100人の農業専門家を派遣，10の農業センターを設立

人的資本 ・15,000人の専門家育成

そ の 他
・300人の若者ボランティア派遣

・AU議会庁舎の建設

FOCACⅣ

（2009）

資金協力
・100億ドルの譲許性融資，アフリカの中小企業向け融資向けに10億ドル提供

・2009年末までに期限を迎える無利子融資の免除

保 健 ・5億元分の医療機器およびマラリア薬の提供，3,000人の医師・看護師の育成

教 育
・50の学校建設，1,500人の学校責任者の育成

・アフリカ人の政府奨学生を5,500人に増加

環 境 ・100のクリーンエネルギープロジェクト実施

文化交流
・中国・アフリカ双方20ずつの研究機関による協力計画の推進（20＋20）

・報道機関，ジャーナリストなどの相互訪問の促進

貿易･投資 ・LDCからの輸入に対する関税免除措置を95パーセントの品目に拡大

農 業
・デモンストレーション・センターを20まで増設，50の技術指導員チーム派遣，2,000人の農

業指導員育成

人的資本

・様々な領域で20,000人の専門家を育成

・中国・アフリカ科学技術パートナーシップの設立と，100の科学技術研究に関する合同デモンス

トレーション・プロジェクトの実施，および100人のポスト・ドクトラル・フェローの受け入れ

FOCACⅤ

（2012）

資金協力
・200億ドルまでの融資，6億元をAUに提供

・アフリカの中小企業向け融資を中国系金融機関に奨励

保 健 ・1,500人の医療関係者派遣

教 育
・特に高等教育に関する，アフリカ教育開発プログラムUNESCO信託基金に毎年200万ドルを

提供

環 境 ・中国・ブラジル地球資源衛星データの共有などによるアフリカとの環境観測の協力促進

文化交流

・中国・アフリカ・ラジオ・テレビ協力フォーラムの開催

・中国・アフリカ・シンクタンク・パートナーシップ計画（10＋10）の促進

・LDCからの全輸入品のうち関税免除措置を97パーセントの品目に順次拡大

・中国・アフリカ開発基金の運用に50億ドル追加

農 業
・農業専門家派遣と農業技術デモンストレーションセンターの増設

・中国系金融機関に中国およびアフリカのアグリビジネスに対する融資の奨励

人的資本
・アフリカ才能計画の設立と，様々な領域における30,000人の育成（18,000人分の奨学金提供

を含む）

（出所）FOCACホームページ（http://www.focac.org/eng/）



スーダンにおける中国石油の買収劇は，もともとシェブロン（Chevron）が10億ドル以上を投

資していた油田権益が，同国における第二次内戦の激化を契機に，転売を重ねられた結果であっ

た。これに代表されるように，安全上の問題から先進国企業が撤退するなか，リスクをいとわな

い中国企業は，アフリカ諸国にとって得難い存在となったのである。

両者がそれぞれの利益によって接近するなか，1998年に北京でアフリカ12ヵ国の経済官僚が

参加するセミナーが開催され，これを経て2000年に中国・アフリカ協力フォーラム（Forum

onChina-AfricaCooperation:FOCAC）閣僚会合が開催された。アフリカ各国の政府関係者

が一堂に会するFOCACは，それ以来3年おきに開催されており，中国によるアフリカ進出の

プラットフォームとなっている。

当時，既に定期的に開催されていた東京アフリカ開発会議，英連邦会議，フランス―アフリカ

諸国首脳会議などと異なり，FOCACはホスト国である中国自身が開発途上国であることから，

当初から「平等と相互利益」を原則としてきた。また，FOCAC初期の行動計画などでは，伝統

的な南南協力に基づき，「不干渉原則」の主張や先進国による「人権の政治利用」への批判が，

鮮明に打ち出された（17）。

しかし，2006年のFOCACⅢ以降，その主張には微妙なシフトが生まれてきた。中国政府首

脳による基調演説において「平等と相互利益」の原則や，伝統的な南南協力に基づくアピールが

維持された一方，アフリカにおける中国の「建設的役割」が強調されてきたのである（18）。表1

からは，FOCACⅢを契機に中国のアフリカ向けコミットメントが，当初の貿易や投資に偏重し

たものから，環境保護，貧困層への金融支援，文化交流などを含むものに拡大したことが看取さ

れる。FOCACⅢはアフリカにおける中国の外交的な立場を，「対等な開発途上国」から「責任

ある大国」へとシフトさせる転機であったといえる。

2．ソフト・パワー重視への転換

2�1 中国批判の噴出

前節で述べたFOCACⅢの変化は，中国政府のソフト・パワーへの関心の高まりと，軌を一

にしたものだったといえる。2007年10月 15日，胡錦濤国家主席（当時）は中国共産党第17回

全国代表会議での基調演説で，「ソフト・パワーとして中国文化を強化する必要」を強調し，そ

れに基づいて以下の五点を提案した。すなわち，�報道，出版，映像産業，芸術などを振興する

こと，�インターネット文化を発展・管理することで良好なサイバー空間を育成する努力を強化

すること，�基本的な文化的権利と市民の関心を満たす主な手段として非営利の文化プログラム

を開発し続けること，�文化に関連する産業を発展させてこれを指導するプロジェクトを打ち立

てること，�卓越した文化人を顕彰する制度を確立すること，である（19）。これは中国首脳によ

る初めての，ソフト・パワーに関する公式かつ包括的な言及であった。
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これに基づき，中国政府は文化予算を急増させてきた。野村総合研究所によると，2012年度

の中国の文化予算は700億円で，最大規模のフランスの5,163億円はもちろん，韓国の1,659億

円，さらに日本の1,032億円にも及ばない（20）。しかし，2011年から2013年までの3年間のその

伸び率は29パーセントと最高水準であった。また，中国の2012年度の文化予算が国家予算に占

める割合は0.25パーセントで，やはり最高水準のフランスの1.09パーセントや韓国の0.87パー

セントには及ばないものの，英国の0.22パーセント，日本の0.11パーセントを上回る。

中国政府がソフト・パワーや文化に関心を高めた背景には，急速に台頭する中国に対する，広

範な警戒があった。西側先進国において「中国脅威論」は1990年代の後半から広がりをみせ始

めていたが，2000年代の半ばには特に，チベットなど国内問題とともに，「アフリカにおける中

国」をめぐる批判的な言説が国際的に広がり始めていた。その大きな契機は，2003年2月にスー

ダンで発生したダルフール紛争であった。2008年までに20万人以上にのぼる死者を出し，国連

が「世界最悪の人道危機」と呼んだこの紛争に関して，中国は米国などが国連安保理で求めた制

裁に反対し，O.A.バシール（OmarAl-Bashir）大統領とスーダン政府を不干渉原則に基づいて

擁護した一方，スーダン国内で油田操業を続けた結果，国際的な批判にさらされたのである（21）。

これを契機に，「アフリカにおける中国」をめぐる批判は，開発協力の分野にも波及した。

2006年12月，IMFのA.マゼライ（AdnanMazarei）理事（当時）は，新興ドナーによる融資

をともなうインフラ整備が，返済義務によってアフリカの貧困国の新たな負担になり得ると指摘

し，その筆頭である中国に強い懸念を示した（22）。2007年2月には，世銀エコノミストM.ナイム

（Mois�esNa�m）が米紙ニューヨークタイムズに「望まれない手助け：ならず者の援助」と題す

るコラムを寄稿し，中国が相手国政府の腐敗といった問題に目もくれず，必要性が疑わしい「ハ

コモノ援助」をアフリカで乱発していると批判した（23）。これらは，政府と企業が一体となって

アフリカの資源や市場を席巻する中国に対する，欧米メディアによる「新植民地主義」批判の先

駆けとなった。

2�2 アフリカにおける中国批判

2000年代半ばの「アフリカにおける中国」をめぐる批判は，欧米諸国のみならず，アフリカ

諸国の間からも噴出し始めた。その契機は，1990年代以降，中国―アフリカ関係の基軸となっ

ていた貿易と投資にあった。先述のように，中国は従来アフリカとの相互利益を強調してきたが，

FOCACⅢの胡錦濤による基調演説では，より直接的なウィン・ウィンの語が初めて用いられた。

ただし，2000年代以降，中国の対アフリカ貿易における輸出入額はほぼ均衡して推移してきた

が，中国側の輸入の約 80パーセントは石油・天然ガスなど天然資源が占めているため，スーダ

ン，アンゴラ，南アフリカなど少数の国からの輸入に特化しがちである（24）。それは翻って，大

規模な資源輸出国以外に対する中国側の大幅な出超によって，アフリカ全体でのウィン・ウィン

が成立することを意味した。
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2000年代半ばに年間所得3,000ドル未満のBOP（BaseofthePyramid）を対象とするビジ

ネスへの関心（25）が喚起される以前，多くの先進国企業にとって，アフリカの貧困層は顧客にな

り得ない対象であった。そのなかで，品質に多くの問題があったとはいえ，安価な中国製工業製

品が流入したことは，アフリカの消費者にとっての利益であったといえる。しかし，大規模なイ

ンフラ整備にかかわる中国の国営企業は中国人労働者を連れてくるため，期待されたほどの雇用

が創出されず，さらに中国商人によって国内産業なかでも流通業が握られる状況も各地で生まれ，

これらはアフリカ各国の労働者やビジネスマンからの不満や警戒を呼んだ。2005年8月，ガー

ナ全国商工会議所（GhanaNationalChamberofCommerceandIndustry）が中国商務省代

表団との会合において出超是正を要求したことは，アフリカ側から中国に対して公式に提起され

た最初期の異議申し立ての一つであり，その後の同様のアピールの嚆矢となった（26）。

さらに，この時期には，環境にまつわる中国企業の不法行為もクローズアップされるに至った。

中国企業による資源開発が自然環境に悪影響を及ぼしたり，現地の住民とのトラブルを引き起こ

したりする事例は2000年代初頭から各地で報告され始め，中国輸出入銀行は2004年に既に，環

境への負荷に関するレポート提出を融資対象の企業に求め始めていた（27）。しかし，その後も同

様の事案は後を絶たず，2006年9月には中国石油化学（ChinaPetrochemicalCooperation）

がガボンのロアンゴ国立公園（LoangoNationalPark）内で操業していたとして，同国政府に

活動停止を命じられた（28）。同様の事案の多発を受けて，2007年2月にアフリカを歴訪した胡錦

濤は，各国で中国企業に現地の法令を順守するよう呼びかけざるを得なかったのである（29）。

2�3「責任ある大国」のプラグマティズム

欧米諸国からの批判に対して，中国政府は反論することを躊躇しない。2006年6月，エジプ

トなど7ヵ国を歴訪中だった温家宝首相（当時）は記者会見で「新植民地主義」の見方を否定し，

「中国は植民地主義に苦しんだ経験があり」，「これと闘わなければならないことを知っている」

と主張したうえで，人権状況の芳しくない政府との関係への批判を念頭に，「アフリカを含む異

なる地域，国に暮らす人々が，自らの問題に対応する権利と能力を有すると信じている」と述べ

て，不干渉原則を堅持する姿勢を示した（30）。

前節で検討したように，1990年代半ば以降のアフリカにおいて中国は，従来圧倒的な影響力

をもっていた欧米諸国に対するカウンターバランスとして，総じて好意的に受け入れられていた。

そのため，この時期にもアフリカ内部に中国への好意的な意見は根強くあった。例えば，セネガ

ルのA.ワッド（AbdoulayeWade）大統領（当時）は2007年9月にハーバード大学での講演

で，「中国とのパートナーシップが，アフリカに欧米との関係を見直させる力を与えている」（31）

と語った。

しかし，その一方で，この時期にはアフリカ各国政府の間からも，中国への懸念が表面化し始

めた。2006年12月に南アフリカのT.ムベキ（ThaboMbeki）大統領（当時）が大学生に対す
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る講演で「中国の植民地主義」（32）に言及したことは，これを象徴する。「世界最大の開発途上国」

を自認し，「アフリカとの友情」を強調する以上，中国はアフリカからの批判に反応せざるを得

ない。さらに，欧米諸国から批判が高まれば高まるほど，自らの国際的な立場を保つうえで，中

国にとってアフリカとの友好関係は重要性が高くなる。とりわけ，2008年の北京オリンピック

を控え，大国としての姿勢が問われる時期にあったことに鑑みれば，先述のFOCACⅢにおけ

るコミットメントの急増は不思議でない。FOCACⅢの公式文書では言及されていないものの，

アフリカでの国連平和維持活動への中国の参加がこの時期に急増した（33）ことも，同様の観点か

ら理解できる。さらに，中国政府がソフト・パワー構築への関心を示した時期も，これらと符合

する。

これらはいずれも，中国政府が直面した「責任ある大国」としての認知を獲得する必要性に由

来するといえる。言い換えると，中国政府はアフリカにおけるそれまでの露骨なまでの利益追求

から軌道修正を図る政治的意思を内外に示したのであり，これは鄧小平の「平和的発展（peace-

fulrising）」や「石を探りながら河を渡る（模着石頭過河，crosstheriverbyfeelingthe

stones）」に則した，プラグマティックな反応といえよう。

3．ハードウェアの整備

3�1 知識層とメディア関係者を重視した人的交流

ナイによると，相手を魅了し，自分の味方にする能力であるソフト・パワーは，文化，政治的

な理想，政策の魅力によって生まれ，それが強化されるためには，他国がその国の文化に魅力を

感じ，当該国が国内外でその政治的価値観に恥じない行動をとっており，さらにその外交政策が

正当で敬意を払われるべきものとみなされる必要がある（34）。このうち，自国の文化，政治的な

理想，政策などを相手国で知らしめ，支持の確保を図る営為は「広報外交」（publicdiplomacy）

と呼ばれる。ところで，広報外交を通じたソフト・パワーの構築には，文化，政治的な理想，政

策などを広く伝えるための制度，組織，テクノロジーなど「伝える手段」としてのインフラスト

ラクチュア，言い換えればハードウェアの整備と，理念やメッセージなど相手に「伝える内容」

そのもの，つまりソフトウェアの充実の両方が課題になるといえよう。これを踏まえて本節では，

まずアフリカにおける中国のソフト・パワー構築に向けたハードウェア整備を素描する。

米国をはじめ主な西側先進国が行ってきた広報外交の主な手段としては，留学や文化交流など

の人的交流と，マスメディアなどを通じた情報発信があげられる。このうち，人的交流は毛沢東

時代から中国の対アフリカ政策における主軸であったが，FOCACでも高等教育を中心に，その

拡充が確認されている。中国政府によってプリッジされるアフリカ人奨学生の人数枠はFOCAC

Ⅲで年間 2,000人から4,000人に，FOCACⅣで5,500人に，FOCACⅤでは18,000人にまで増

加した。特にFOCACⅣ以降は，ポスト・ドクトラルを含む大学院レベルでの交流が重視され
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るに至っている。高等教育における人的交流の主なプラットフォームとしては，中国教育部が所

管し，中国語の教育普及を進める孔子学院があげられる。アフリカでは2012年までに，大学な

ど高等教育機関に設置される孔子学院は29ヵ所，中等教育レベルで設置される孔子教室は22ヵ

所で設置された（35）。2006年までにアフリカで設置されていた孔子学院が6ヵ所であった（36）こと

に鑑みれば，その急速な展開が理解できる。

高等教育における人的交流と連動して，研究者やNGO関係者との学術交流も加速度的に進展

している。FOCACⅣの基調演説で温家宝は，「文化的な，人々と人々の交流（culturaland

people-to-peopleexchanges）を強化すること」を強調した。それに基づき，中国，アフリカ

双方の研究機関による人的交流の協力計画が打ち出され，中国外務省の後援のもと，2011年11

月に第1回中国アフリカ・シンクタンク・フォーラム（China-AfricaThinkTankForum）が

浙江師範大学で開催された。翌2012年の第2回エチオピア会合を経て，2013年10月に北京で

開催された第3回フォーラムは，双方の恒常的な交流のプラットフォームとなる10プラス10パー

トナーシップ計画（10＋10PartnershipPlan）の設立式典を兼ねたものとなった。その設立趣

意書では，中国とアフリカの学術交流が国際的な舞台における双方の「言説の力（discourse

power）」を強化することが強調された（37）。単一のホスト国がアフリカ大陸全土から研究者を招

聘し，継続的に学術交流を図る枠組みは，他に例をみないものである。

その一方で，中国政府はメディア関係者の交流も強化している。ダルフール紛争を契機に中国

への批判が噴出していた時期にあたる2006年のFOCACⅢ北京行動計画では，FOCACの公式

文書で初めて「ニュースメディア」が取り上げられ，「ニュースメディア間の相互交流を増やす

ことが，他方に対する包括的で客観的な報道に資することに鑑み，中国，アフリカの双方は，相

互理解と友情を強化するうえで積極的な役割をニュースメディアが果たすように奨励する」（38）こ

とが謳われた。そのうえで，報道関係者の相互訪問，ワークショップの開催，中国側によるラジ

オ，テレビなどの研修などがプリッジされた。この方針に基づき，例えば2010年5月に国営メ

ディア関係者の研修以外では初となるアフリカ人ジャーナリスト研修ツアーが行われ，60名以

上の応募者の中から選抜された4名が北京に1週間招待された（39）。また，2012年8月には国家

ラジオ映画テレビ総局（StateRadio,Film,andTelevisionAdministration）の主催で第1回

中国・アフリカメディア協力フォーラム（Sino-AfricanMediaForumonCooperation）が開

催され，アフリカ42カ国から報道関係者をはじめ，担当大臣，NGO,学識経験者など200名以

上が参加した（40）。知識層およびその予備軍たる学生とともに，世論形成に大きな影響をもつメ

ディア関係者は，中国による対アフリカ人的交流の中心を占めるといえる。

3�2 中国国営メディアを通じた情報発信

次に，広報外交のもう一つの主な手段である，マスメディアを通じた情報発信に目を転じる。

2000年代以降，中国ではソフト・パワー構築に向けた広報外交の一環として，英語などでのニュー
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ス配信，テレビドラマの翻訳・配信，映画製作，中国語の小説の翻訳などが国家主導で行われて

きた（41）。なかでもニュースメディアは，後述するように映画など中国製コンテンツがアフリカ

で広く受け入れていると言い難い状況にあって，中国による情報発信の中核を占めており，2000

年代半ば以降，新華社通信（Xinhua）など国営メディアによる進出が顕著である（42）。

中国政府が公式にソフト・パワーについて言及する以前の2006年，新華社通信はパリ支局が

兼任していたアフリカ部門を独立させ，ケニアのナイロビに地域編成室（RegionalEditorial

Office）を設置した。これはアフリカ全土に20以上ある事務所を統括するものであり，ナイロ

ビを中心に中国語ニュースが英語，フランス語，ポルトガル語，アラビア語に翻訳・配信される。

配信料が割安であることも手伝って，2013年9月には1ヵ月に約1,800の英語記事を配信してお

り，その数は少なくともアフリカにおいて，ロイター通信やAFP通信を上回る規模である（43）。

ローカルメディアへのニュース配信だけでなく，新華社通信は2011年4月から，自らの媒体と

して携帯端末を通じた配信サービスをケニアで運営している。新華社通信はこの事業を行うにあ

たって，ケニアの通信・電話事業で80パーセント近いシェアをもつサファリコム（Safaricom）

とジョイント・ベンチャーを設立しており，これによってインターネット時代における広範なニュー

ス伝達のプラットフォームが確立されたといえる。

新華社通信が先陣を切った本格的なアフリカ進出はその後，他の中国国営メディアによって続

かれた。2011年11月には中国中央電視台（ChinaCentralTelevision:CCTV）が，やはりナ

イロビにアフリカ地域のセンターを設立し，英語放送を開始した。2012年12月には，中国最大

の英字紙チャイナ・デイリー（ChinaDaily）が，ヨハネスブルグとナイロビで週刊のアフリカ

版を紙とデジタルの両方の媒体で発刊した。また，ニュース配信ではないが，2011年11月に中

国国際放送（ChinaRadioInternational:CRI）は中国の連続テレビドラマ ・A Beautiful

Daughter-in-LawEra・をスワヒリ語に翻訳し，タンザニア国営放送（TanzaniaBroadcasting

Cooperation）への配信を開始した。これを皮切りに，2013年6月までにCRIによって10本の

テレビドラマ，52本の映画，5本のアニメーション，4本のドキュメンタリーが8言語に翻訳さ

れ，アフリカ各地で配信されている（44）。

中国国営メディアはニュースや番組の配信や放送を行う一方，ローカルメディアへの技術的，

資金的支援を行う主体でもあり，例えばCCTVは2006年，ケニア国営放送（KenyanBroad-

castingCorporation）に15万ドルの資金協力を行い，その後のナイロビ支局設立に向けた協

力関係を構築した（45）。各社の個別のアプローチに加えて，中国国営メディアによるアフリカ進

出は，政府と一体となった横断的なアプローチによっても加速している。中国国営メディアは報

道関係者の人的交流の運営をも担っており，アフリカ人ジャーナリストを招聘した研修で実質的

ホストを務めることも多い。また，先述の第1回中国アフリカメディア協力フォーラムの期間中，

南アなど4ヵ国との間で，中国からの番組配信とデジタル放送に関する中国の技術支援が合意さ

れた（46）。
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3�3 人的交流と情報発信の融合

これらに加えて，FOCACで提示された中国のコミットメントでは，人的交流と情報発信の融

合とも呼べるものが散見される。FOCACⅣでアフリカ全土に20ヵ所建設することがプリッジ

された，農業技術の研修を目的とする「農業技術デモンストレーション・センター（Agricul-

turalTechnologyDemonstrationCenter:ATDC）」は，その典型である（47）。例えば，2008年

に設立が合意され，2012年に完成したエチオピアATDCの場合，52ヘクタールの土地に約600

万ドルを投入して学舎，温室，寄宿舎などが建設され，約30人の中国人農業研修員が派遣され

た（48）。

ATDCは農業関係の技術支援や人材育成を主目的とする支援であるが，造成と建設を受注し

た広西海外建設集団有限公司（GuangxiInternationalConstructionEngineeringCompany）

への公共事業の提供と現地での雇用創出，さらに将来的に中国にとって必要な農産物を調達する

ための投資といった複合的な要素を内包する。それと同時に，大規模に農業技術の研修を行う常

設機関の設置には，広報外交の側面を見出すこともできる。すなわち，いずれの国であれ，中国

人コミュニティが現地社会から隔絶しがちであることに鑑みれば，ATDCはエリート層や知識

層以外の人々に，直接的に中国と接する機会を提供するものといえる。その一方でATDCには，

農業を土台とした中国あるいはアジアの発展モデルとその技術力に関する，アフリカにおけるデ

モンストレーションのプラットフォームとしての機能をも見出すことができよう。

やはり FOCACⅢ で中国政府が提案した「経済貿易協力区（EconomicandTradeCo-

operationZone）」構想は，中国の経済特区にヒントを得たもので，工業化を重視する，それま

でにない対アフリカ援助として注目された（49）。中国政府が，現地政府および中国企業との協力

に基づき，各国企業が投資できる環境を整備するこの構想は，中国企業にとって投資や貿易の機

会を，現地には雇用創出，技術支援，産業育成などの効果を，それぞれもたらすことに主眼があ

るが，ATDCと同様の観点から，人的交流と情報発信の側面を見出せる。

4．ソフトウェアの充実

4�1「調和のとれた世界」

ハードウェアの整備に続き，本節では中国によって発せられるメッセージや理念，すなわちそ

の広報外交におけるソフトウェアについて検討する。先述のように，冷戦期にイデオロギーを前

面に押し出したアフリカ外交を展開した中国は，改革・開放を機に相互利益を旨とする経済プラ

グマティズムにその基調を転換した。時期によってそのトーンに違いはあるものの，FOCACが

「平等と相互利益」の原則によって貫かれていることは，この観点から不思議でない（50）。それは

冷戦後の中国が，不干渉原則に基づいて，少なくとも公式には，アフリカの政治や文化にコメン
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トすらほとんど行わなくなったことと表裏一体であった。しかし，ナイによると，他人を引き付

ける吸引力には，文化や価値観の魅力とともに，課題設定（agendasetting）の能力がある（51）。

この観点からすると，「責任ある大国」としてソフト・パワー構築を図る中国にとって，目指す

べき世界像の提示は欠かせないものであったといえよう。

2000年代半ば以降，中国政府が国際的に示した最も重要なメッセージの一つとして，2005年

国連総会で胡錦濤が提示した「調和のとれた世界（HarmoniousWorld）」がある（52）。演説のな

かで，胡錦濤は以下の四つの政策提案を行った。すなわち，�共通の安全保障を実現するために

国連を軸とした多国間主義（multilateralism）が奨励されるべきこと，�共通の繁栄（com-

monprosperity）を促進するために，先進国がより多く責任を負う形で，相互に利益を得られ

る協力関係が支持されるべきこと，�全ての文明が共存し，相互に便宜を図る世界を構築するた

めに，包括性（inclusiveness）の精神が奨励されるべきこと，�新たな脅威や挑戦に対応する

ために，開発途上国を優先させながら，国連安全保障理事会の改革を段階的に行うこと，である（53）。

これを契機に，上記四点を包括する理念として「調和」が強調されてきており，2013年に習近

平が国家主席に就任し，国内向けスローガンが「和階社会（HarmoniousSociety）」から「中

国の夢（ChineseDream）」にシフトした後も，中国政府や国営メディアはキーコンセプトとし

て度々言及している（54）。

カリフォルニア大学の丁�は，魅力や課題設定などを重視し，軍事力などハード・パワーに依

らず目的を達成するという着想が，孔子や孫子など古代中国の思想家によって既に唱えられたも

のであり，なかでも論語でみられる，強制力に頼らない調和のとれた社会秩序の理念は，ソフト・

パワーの考え方に通じると強調した（55）。そのうえで丁は，「調和のとれた世界」を，これら古代

からの思想を中国政府が現代的にアレンジしたものと論じている。

4�2 アフリカにとっての「調和のとれた世界」の魅力

2005年国連総会の演説で「調和のとれた世界」は特に対象地域を限定せず用いられたが，中

国政府はアフリカにおいても繰り返しこれをアピールしてきた。2006年のFOCACⅢの基調演

説を，胡錦濤は以下のように締めくくっている。「手を携え，中国とアフリカ双方の発展のため

に努力し，我々の人民の福祉を改善し，永続的な平和と共通の繁栄がある調和のとれた世界を築

こうではありませんか」（56）。FOCACⅣ以降も，中国政府指導者が基調演説の末尾で「調和のと

れた世界」と「共通の繁栄」を強調する点で共通している。「調和のとれた世界」の理念は，そ

れではアフリカにとって，いかなる魅力をもち得るのだろうか。その四つの政策目標をアフリカ，

欧米諸国，中国の三者関係に照らしてみたとき，そこには中国政府の従来からの主張の連続性と

ともに，アフリカから支持されやすいメッセージや提案を内包することが見て取れる。

まず，多国間主義について取り上げる。冷戦終結後の中国は，米国の一極体制への対抗から，

多国間主義を強調してきた（57）。特に胡錦濤の演説がイラク戦争から間もない2005年に行われた
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ことに鑑みれば，そのなかで安全保障分野に力点を置きながら多国間主義の語が用いられたこと

は不思議でない。一方，2003年2月にアフリカ連合（AfricanUnion:AU）加盟52ヵ国は，一

致してイラク戦争に反対を表明した（58）。したがって，この文脈において多国間主義はアフリカ

各国にとって魅力を内包していたといえるが，より長期的な視座で，さらに安全保障に限定せず

に捉えるなら，この理念はアフリカにとってさらに魅力的な響きを含む。第1節で述べたように，

米国政府，IMF,世界銀行の三者が一体となった市場経済化の要求，いわゆるワシントン・コン

センサスに基づく構造調整計画は，規制緩和や緊縮財政といったコンディショナリティをアフリ

カ諸国に求めるものであった。また，1990年代半ば以降の世界における開発協力のトレンドで

ある「貧困削減」も，西側ドナー中心で生み出された点で共通する（59）。すなわち，その貧困に

はアフリカ自身の責任も少なからずあるとはいえ，「世界の最貧地帯」として西側先進国からの

影響にとりわけさらされがちなこの地域には，その反動として，理念として多国間主義を受け入

れやすい土壌があるといえよう。

第二に，共通の繁栄は，四つの政策目標のうち，アフリカからみて最も魅力あるものと映って

も不思議でない。既に述べたように，アフリカにおける開発は長く「ドナー」としての欧米諸国

の大きな影響力のもとで方向性が定められてきたが，それは少なくとも経済成長に限っていえば，

大きな成果をあげなかった。他方，やはり第1節で述べたように，「世界最大の開発途上国」を

自認する中国政府によって開催されるFOCACは，その設立以来「平等と相互利益」を原則と

しており，対アフリカ協力を通じて中国自身が利益を得ることを隠さない。とはいえ，多くの問

題を引き起こしながらも，ブラウティガムやモヨが指摘したように，投資と貿易を重視する中国

のアプローチがアフリカの経済成長に及ぼした効果は否定できない。この文脈において「共通の

繁栄」は，ドナーとレシピエントという一方的な関係を否定しながら，アフリカと経済成長の恩

恵を共有することを提案する理念といえる。

第三に，中国政府が提示した包括性の概念は，多様な文化や価値観が共存し，相互に排除しな

いことを目指すものといえる。これを「アフリカにとっての魅力」の観点からみた場合，二つの

意味を見出すことが可能であり，その第一は，欧米諸国による人権など「普遍的価値」の強要に

対する批判である。これは中国政府の「不干渉原則」に沿ったものであるが，他方で先述のよう

にFOCACの行動計画や共同宣言などで，そのトーンに差はあれ，「人権の政治利用」や「政治

的コンディショナリティ」はほぼ常に批判されてきている。第二に，文化相対主義の擁護である。

早婚，割礼，財産相続の不均衡など，女性や子どもの社会的権利が慣習法によって制約を受ける

状況が，欧米諸国との間に文化と人権をめぐる対立をもたらす構図は，中東などとともにアフリ

カでも同様である（60）。この対立軸において，その規範的な是非はともあれ，中国政府による

「包括性」の概念は，多くのアフリカ諸国政府が強調する「文化の固有性」を支持する論理とな

り得る。

第四に，そして最後に，開発途上国に優先権を認めながら安保理改革を進めることの提案は，
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第一の多国間主義にも関連するが，やはり中国がかねてから強調してきた，主権国家間の多数派

の意思を尊重するべきという「国際民主主義」の原則に沿ったものといえる。もちろん，これは

安保理における中国の発言力の増加を念頭に置いたものであろうが，他方で先述のように「開発

途上国の発言力強化」が，従来外部から政治・経済改革を強要されてきた多くのアフリカ諸国政

府にとっての魅力となることもまた，想像に難くない。以上を要するに，中国政府による「調和

のとれた世界」は，アフリカにとって，一方的にリードされることなく，外部アクターとプラグ

マティックな協力関係を発展させる世界像を示すものといえよう。

5．アフリカにおける中国のソフト・パワーは拡大するか

5�1 アフリカにおける中国への好感

ここまで検討してきた中国による広報外交は，果たしてアフリカにおけるソフト・パワーの構

築に結び付いているか。これを検討するために，以下ではまず，アフリカにおける中国への好感

について確認する。

表2は，米国のピュー・リサーチ・センター（PewResearchCenter）の2013年の報告書で

示された，米国と中国への好感度に関する調査結果の抜粋である。アフリカに関しては6ヵ国だ

けのデータで，さらにこれらには，アパルトヘイト時代の南アフリカや S.アバチャ（Sani

Abacha）率いる軍事政権時代のナイジェリアに代表されるように，経済制裁や非難の対象になっ

た経験があったとしても，冷戦期から西側先進国と緊密な関係の歴史を長くもつ国が多い。また

図1からは，伝統的にフランスとの関係が強いセネガルを除くと，経済水準にかかわらず，いず

れも「新たな争奪戦」のなかで米国が集中的にアプローチしてきた部類に属する国であることが

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築
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表2 各地域での米国と中国に対する好感度（2013年）

好感をもつ人の比率（％）

米国への好感 中国への好感

ヨーロッパ平均 58 43

中 東 平 均 21 45

アジア・太平洋平均 64 58

中南米平均 66 58

サブサハラ・以南アフリカ平均 77 72

ガーナ 83 67

ケニア 81 78

ナイジェリア 69 76

セネガル 81 77

南アフリカ 72 48

ウガンダ 73 59

世 界 平 均 63 50

（出所） AndrewKohutetal,2013,America・sGlobalImageRemainsMorePositivethan

China・s:ButManySeeChinaBecomingWorld・sLeadingPower,Washington,D.

C.:PewResearchCenter,p.1,2.



看取される。そのため，この調査結果をそのまま地域全体の一般的な傾向と捉えることは必ずし

もできないが，同様のクロスカントリー調査が乏しいなか，「西側先進国と少なくとも対立的で

なく，これとの接触頻度が高いアフリカ諸国での対中感情」を把握する手がかりとして有効な資

料であろう。これによると，米国と中国に好感をもつ割合は世界平均でそれぞれ63パーセント，

50パーセントであったが，アフリカ平均はそれぞれ77パーセント，72パーセントと大差なかっ

た（61）。

同報告書では，米中両国に対するアフリカの好感度を中南米と比較しながら，やや詳しく報告

しているので，それに沿ってアフリカにおける中国への好感度を確認していく。表3からみてと

れるように，中国の理念や習慣への好感度は国ごとに差が大きく，ナイジェリアでは米国のそれ

より評価が高いものの，平均的に米国に対する好感度より低い。また，表4からは，中南米での

評価より高いものの，アフリカでは平均的に中国の音楽や映画などに対する好感度が低いことも

見て取れる。これらと比べて，表5で示す「ビジネスの仕方」に関しては，中国に好意的な評価
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表3 アフリカと中南米における理念や習慣の普及に関する評価（％；2013年）

米国／中国の理念や習慣がここで広がることは

良いこと 悪いこと 無回答 良いこと 悪いこと 無回答

米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国

ガ ー ナ 37 31 56 60 7 9 アルゼンチン 31 28 61 55 9 17

ケ ニ ア 60 54 36 34 4 11 ボ リ ビ ア 31 30 58 51 11 19

ナイジェリア 54 58 31 24 15 18 ブ ラ ジ ル 53 36 42 58 5 6

セ ネ ガ ル 70 62 19 25 11 14 チ リ 31 27 57 57 12 16

南 ア フ リ カ 57 37 27 46 16 17 エルサルバドル 58 37 38 50 4 13

ウ ガ ン ダ 44 31 44 46 12 23 メ キ シ コ 41 27 51 55 7 18

ベ ネ ズ エ ラ 32 37 56 51 12 12

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.95,104.
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図1 サブサハラ・アフリカ（SSA）48ヵ国における平均所得と米国からのODA（2000�12年）
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表5 アフリカと中南米におけるビジネスの仕方に関する評価（％；2013年）

米国／中国のビジネスの仕方が

好 き 嫌 い 無回答 好 き 嫌 い 無回答

米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国

ガ ー ナ 75 52 16 39 9 9 アルゼンチン 35 33 44 37 21 30

ケ ニ ア 81 68 13 27 6 6 ボ リ ビ ア 44 39 35 36 21 25

ナイジェリア 70 76 17 12 13 12 ブ ラ ジ ル 58 40 34 51 9 9

セ ネ ガ ル 75 65 11 17 14 18 チ リ 52 48 27 24 22 27

南 ア フ リ カ 69 43 18 42 13 15 エルサルバドル 66 44 26 38 8 19

ウ ガ ン ダ 65 53 13 23 23 25 メ キ シ コ 50 38 37 44 13 17

ベ ネ ズ エ ラ 42 53 42 34 16 13

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.97,104.

表6 アフリカと中南米における科学，技術の進歩に関する評価（％；2013年）

米国／中国の科学，技術が進歩していると

思 う 思わない 無回答 思 う 思わない 無回答

米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国

ガ ー ナ 82 75 12 19 6 6 アルゼンチン 61 72 33 22 5 6

ケ ニ ア 85 75 11 21 4 4 ボ リ ビ ア 74 71 19 20 7 8

ナイジェリア 85 85 7 8 8 7 ブ ラ ジ ル 81 68 16 28 3 5

セ ネ ガ ル 84 77 3 10 14 14 チ リ 75 75 20 16 6 9

南 ア フ リ カ 75 61 14 28 11 11 エルサルバドル 84 80 14 17 2 3

ウ ガ ン ダ 78 62 9 16 13 22 メ キ シ コ 65 61 29 29 6 10

ベ ネ ズ エ ラ 69 80 27 17 5 3

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.99,105.

表4 アフリカと中南米における文化の普及に関する評価（％；2013年）

米国／中国の音楽，映画，テレビ番組が

好 き 嫌 い 無回答 好 き 嫌 い 無回答

米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国 米国 中国

ガ ー ナ 55 42 38 51 7 6 アルゼンチン 66 11 30 68 4 21

ケ ニ ア 56 36 34 45 10 19 ボ リ ビ ア 55 37 32 44 13 19

ナイジェリア 60 54 31 32 9 14 ブ ラ ジ ル 71 19 27 75 2 6

セ ネ ガ ル 60 32 30 54 10 14 チ リ 73 25 20 50 7 25

南 ア フ リ カ 71 22 17 60 12 19 エルサルバドル 53 28 42 61 5 11

ウ ガ ン ダ 47 28 36 46 18 26 メ キ シ コ 60 19 31 56 9 25

ベ ネ ズ エ ラ 63 38 32 58 4 4

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.98,105.

表7 アフリカと中南米で中国の音楽，映画，テレビ番組を好きな人の年代別比率（％；2013年）

18�29歳 30�49歳 50歳以上 18�29歳 30�49歳 50歳以上

ガ ー ナ 51 35 33 ボ リ ビ ア 44 38 24

ナイジェリア 61 50 43 エルサルバドル 35 26 21

セ ネ ガ ル 41 32 15

ウ ガ ン ダ 36 27 15

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.30.



がやや高く，表6の「科学と技術」に関しては，中国への評価が全体的に高い。また，中国に対

する評価には世代間ギャップも大きく，表7と表8で示すように，「科学と技術」だけでなく

「文化」においても，若年層ほど中国に好感をもつ割合が高い。米国のスコアと比べると，あら

ゆる項目で中国のそれが低いことは確かだが，進出を開始してからの期間や，世界レベルでの広

報外交の規模，比較対象である中南米での評価，そして先述のように，調査対象国が欧米諸国の

主なアプローチ対象であることなどに鑑みれば，中国への好感度は総じて高いといえよう。

もちろん，好感をもたれることと，ソフト・パワーをもつことは，同義でない（62）。そのため，

この調査結果をそのまま，アフリカにおける中国のソフト・パワーの大きさとして捉えることは

できない。とはいえ，強制や報酬でなく，魅力によって自らの味方を増やす能力であるソフト・

パワーの構築において，好感をもたれることは前提といえる。言い換えれば，好感をもたれるこ

とはソフト・パワー保持の十分条件でないが，必要条件ではある。したがって，この調査結果か

らは，少なくとも中長期的にアフリカで中国のソフト・パワーが拡大する基盤が形成されている

ことがうかがえよう。

ここで留意すべきは，広報外交は元来，その成果の判別が困難なことである。ナイによると，

軍事力などのハード・パワーは，ソフト・パワーを補完することもあれば，ぶつかり合うことも

あり，さらにハード・パワー自体が魅力となって，その主体がソフト・パワーをもつこともある（63）。

それ以外の要素もソフト・パワーの構築に資するとすれば，広報外交のみを魅力の浸透の要因と

捉えることはできない。この観点から，中国に対するアフリカの好感は，その広報外交の活発さ

のみでなく，2000年代の急速な経済成長の一つの大きな要因となった，貿易，投資，開発協力

などを含む，中国の対アフリカ・アプローチ全体によるものと理解した方がよいだろう。

これに関連して，批判に対する中国側の調整もまた，その好感の背景としてあげられる。2000

年代におけるアフリカでの中国批判の一つに，中国企業が現地で雇用を生まないことがあった。

例えば，2007年3月にガーナ政府との間で合意されたブイ・ダム（BuiDam）建設に関して，

同国の労働組合のアンブレラ組織である労働組合会議（TradeUnionCongress）は，建設現場

で労働組合の結成が規制されており，劣悪な労働環境がガーナ国内の労働法規に触れていると批

判したが，工事を受注した中国水力（SinoHydro）が600名の中国人労働者だけでなく60名の

パキスタン人労働者を投入し，現地で雇用がほとんど生まれなかったことが，その不満を増幅さ
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表8 アフリカと中南米で中国の科学と技術が進歩していると思う人の年代別比率（％；2013年）

18�29歳 30�49歳 50歳以上 18�29歳 30�49歳 50歳以上

ナイジェリア 88 86 76 アルゼンチン 80 75 61

セ ネ ガ ル 83 76 68 ボ リ ビ ア 79 74 53

南 ア フ リ カ 64 66 49 ブ ラ ジ ル 75 69 59

エルサルバドル 88 77 74

ベ ネ ズ エ ラ 86 78 76

（出所）Kohutetal,2013,op.cit.,p.30.



せた（64）。同様の事態が多発するなか，2009年5月にアフリカ10ヵ国の労働組合系研究者が集まっ

たアフリカ労働研究ネットワーク（AfricanLabourResearchNetwork）は中国企業に関する

調査結果を発表し，そのなかでも雇用がほとんど生まれないことが批判の一つの対象となった（65）。

これらの不満や批判を受け，中国政府による援助プロジェクトを受注する国営企業を中心に，中

国企業によって現地で雇用が創出されるケースが増えており，例えば第3節で触れた，2012年

に完成したエチオピアATDCの場合，その造成・建設を受注した広西海外建設集団有限公司は，

32名の中国人技術者とともに約200名のエチオピア人を雇用していた（66）。このような調整は，

中国に対するアフリカの不満を，部分的にせよ好感に転化させた一因といえよう。

5�2 政府による関与の陥穽

ただし，その一方で，中国のアプローチには，アフリカにおけるそのソフト・パワーの拡大を

中長期的に制約し得る要因をも見出すことができる。そこには，主に以下の三点があげられる。

第一に，中国による広報外交に政府の関与が強いことである。一般に，自国を美化しただけの

内容やストレートすぎる主張は，広報外交にとってかえって逆効果になり得る（67）。アフリカで

は，欧米メディアが中国―アフリカ関係のネガティブな側面を取り上げる傾向があるのに対して，

中国メディアは総じて両者の友好や連帯といったポジティブな内容を強調する（68）。第2節で述

べたように，ダルフール紛争などに対する国際的な批判が中国政府をしてソフト・パワーに関心

を払わせる契機となったことに鑑みれば，「国際世論」への対抗上，中国国営メディアによる報

道が政府間の友好関係，中国企業による投資，文化交流など，中国―アフリカ関係のポジティブ

な面を強調しがちであることは，不思議でない。

しかし，1990年代以降の多くのアフリカ諸国では欧米諸国の圧力のもとで民主化が進み，さ

らに2000年代に情報端末が普及したこともあって，南ア，ボツワナ，ガーナ，セネガルなど，

中国より情報の自由度が高い国も珍しくない。このうち，例えばガーナでは2011年，ガーナ国

営石油公社（GhanaNationalPetroleum Company:GNPC）と中国輸出入銀行の間で融資契

約が結ばれたが，この契約は油田の地図の知的所有権をGNPCが放棄する内容を含んでおり，

ローカルメディアがこれを報じた結果，ガーナ国内で政府と中国への批判が噴出した（69）。将来

的にアフリカでローカルメディアがより発達すれば，それは中国国営メディアの論調との齟齬が

拡大する契機となり得よう。

ニュースメディアだけでなく文化輸出においても，政府の関与は中国のソフト・パワー構築を

制約する契機を内包するといえる。ナイは文化を科学・学術交流や芸術などの高級文化（high

culture）と映画，ポップミュージック，スポーツなど娯楽の対象となる大衆文化（popular

culture）に分類し，前者に比べて後者の政治的重要性は見極めるのが困難であるとしながらも，

米国のソフト・パワーがそれに大きく依っていると述べた。「大衆文化は，個人主義，消費者の

選択など，政治的に重要な影響を及ぼす価値観に関するイメージやメッセージをそうとは意識さ

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築
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れない形で伝えることが少なくないからだ」（70）。しかし，中国においては，映画などのコンテン

ツ製作に検閲が入ることは稀でない（71）。先述のように，アフリカでは中国の大衆文化に関する

受容度が必ずしも高くないが，中国にとって否定的な内容がほとんど盛り込まれないことは，中

長期的にアフリカで情報化と教育水準がより向上し，一般市民の間で中国に関する情報が多様化

した場合に，コンテンツに対する信頼を減じさせる要因になり得よう。

5�3 対象を限定することの逆効果

第二に，中国の広報外交が，対象を限定しがちなことである。渡辺は広報外交の成否を左右す

る条件の一つとして，達成しようとする政策目標や働きかける対象が十分に限定されていること

をあげる（72）。第3節で確認したように，中国とアフリカの間の人的交流は，エリート層や知識

層，あるいはその予備軍たる大学生を主な対象にしている。また，第4節で確認した「調和のと

れた世界」を構成する政策目標の多くは，国家間関係や南北関係に関する内容で，エリート層や

知識層が関心をもちやすいものといえる。これらの点において，中国のそれは，渡辺があげた広

報外交が成功しやすい一般的パターンに概ね合致するといえよう。

ただし，「アラブの春」が諸外国にもたらした一つの教訓は，相手国政府とのみ友好関係をも

つことの危険性であった。権威主義的な体制との不透明な関係に対する広範な批判から，H.ム

バラク（HosniMubarak）後のエジプトで反米感情が，M.カダフィ（MuammarGaddafi）後

のリビアで反中感情が，それぞれ噴出したことは，その象徴である。先述のように，アフリカ諸

国でも複数政党制に基づく定期的選挙や報道の自由が段階的に実現してきており，そのなかで低

所得層が従来以上に政治的影響力を行使し，現職政府と結びついた外国に批判が噴出することも

稀でない。2011年9月のザンビア大統領選挙では，中国企業に対する排他的な姿勢を隠さず，

現職政府と中国の癒着を糾弾したM.サタ（MichaelSata）が，労働組合などからの支持を集め

て勝利した（73）。タンザニア・ザンビア鉄道の敷設以来，友好関係にあったザンビアでの反中感

情の噴出が，中国政府に従来のアプローチを見直す契機になったとしても，不思議でない。すな

わち，他の国と同様に，中国はアフリカでのソフト・パワー構築において，従来以上に，人口の

約8割を占める低所得層にアプローチする必要に迫られているといえる。

しかし，アフリカにおける中国の広報外交を振り返ると，そこには低所得層への広がりに限界

を見出せる。低所得層へのアプローチにおいて有用な大衆文化の輸出は，先述のように中国にとっ

てハードルが高い（74）。また，「調和のとれた世界」で提示された政策目標のほとんどは，アフリ

カのエリート層や知識層にアピールし得るものの，低所得層にとって概ね縁遠い内容で，米国の

「自由」や「民主主義」と比較して，社会の末端にまで及びにくいものといえる。換言すれば，

一般市民へのアプローチの拡大の成否が，中国によるソフト・パワー構築を左右する要因といえ

よう。

―104―



5�4 トップダウンの意思決定の限界

最後に，上記二点のいずれにも関連するが，アフリカにおける中国の広報外交が，その経済活

動によって効果を低減させられ得ることである。中国のソフト・パワー構築において一般市民へ

のアプローチが大きな課題となることに鑑みれば，「調和のとれた世界」で提示された政策目標

のうち，低所得層にも広くその魅力を伝えやすい「共通の繁栄」が，とりわけ重要になる。中国

社会科学院の賀文萍は，アフリカでの文化や価値観の伝達に限界があるなか，「中国の発展の経

験を全面的に掘り下げて総括することが，現段階でのソフト・パワー構築の主要な内容になる」（75）

と述べる。すなわち，中国のソフト・パワー構築は，ナイの概念より幅広く，経済成長や生活水

準の向上など規範的に価値中立的な要素を軸としており，欧米諸国が従来アフリカにおいて提起

し得なかった課題設定である「共通の繁栄」は，中国にとって比較優位のあるメッセージといえ

る。これに関して，2009年には米国の有力シンクタンク戦略国際関係研究所（CenterforStra-

tegicandInternationalStudies）も，アフリカにおける中国のソフト・パワーの主な源泉とし

て投資や貿易とともにインフラ整備をあげ，米国議会にアフリカ向けインフラ援助の増加を提言

している（76）。

ただし，経済や開発を重視したトップダウンのソフト・パワー構築は，中国企業の活動によっ

て妨げられ得る。第1節で述べたように，2007年には胡錦濤がアフリカの中国企業に対して，

現地の法令を順守するよう呼びかけた。さらに，やはり先述のように，雇用創出などに関する調

整も皆無でない。しかし，中国政府自身が推し進めた ・Goingout・と呼ばれる海外進出の結果，

アフリカに居住する中国人は2014年には100万人（77）に及び，北京の統制が及びにくくなってい

る。そのため，中国企業による違法な操業は後を絶たず，労働基準に関する現地法令が守られな

いことも珍しくない。ザンビアでは2012年8月，法定最低賃金が支払われないことから，鉱山

労働者が2人の中国人マネージャーに暴行を加え，それによって1人が死亡した（78）。

もちろん，現地政府と不透明な関係を築き，違法な操業で現地の住民や自然環境に悪影響を及

ぼす企業は，中国企業に限らない。しかし，その進出のスピードと規模が著しいだけでなく，先

進国企業と異なり，その違法な活動に同国人・組織から公然と批判が出にくいこともあって，中

国企業に対する批判や不満は現地で拡大・滞留しやすい。これは中長期的に，中国政府による広

報外交の効果を相殺し得る。さらに，第4節で触れた経済貿易協力区構想は，中国企業や現地政

府との調整不足からほとんど進展していない（79）が，これも中国政府のトップダウンの方針が中

国企業に浸透せず，引いては経済成長を通じた魅力の形成を阻み，「共通の繁栄」に対する疑義

を醸成し得る点で同様である。これらに鑑みれば，国内アクターの管理もまた，アフリカにおけ

る中国のソフト・パワー構築の行方を占う要因といえよう。

アフリカにおける中国のソフト・パワー構築

―105―



お わ り に

本稿では，アフリカにおける中国のソフト・パワー構築について考察してきた。噴出する中国

批判への対応として，アフリカにおいて中国政府が推し進めてきたソフト・パワー構築のうち，

特にハードウェア整備に関して，エリート層や知識層を対象とする人的交流や，中国国営メディ

アによるアフリカ進出は，その拡大スピードと規模において圧倒的である。その一方で，ソフト・

パワー構築のソフトウェア拡充に関しては，広報外交の主な対象がエリート層や知識層であるこ

とも手伝って，低所得層に訴えるメッセージに制約があるといえる。さらに，エリート層から低

所得層まで幅広くアピールできる「共通の繁栄」は，中国企業の活動によって，その信頼が浸食

されがちである。今後，中国のソフト・パワーがアフリカで拡大するかは，中国内部の改革によ

るところが大きいといえよう。

それでは，本稿で検討してきたアフリカにおける中国のソフト・パワー構築の試行錯誤からは，

日本を含む西側先進国にとって，いかなる意味を見出すことができるか。注意すべきは，ピュー・

リサーチ・センターの調査報告で示された，西側先進国と大きな外交的摩擦を抱えておらず，む

しろその対アフリカ・アプローチの主な対象に属する6ヵ国での中国に対する平均的な好感度が，

米国へのものと大差ないことである。中国企業による不法行為がマスメディアで広く伝えられ，

ムベキのように現地政府の首脳が中国への警戒を示すことがあるとしても，それは広くアフリカ

で西側先進国が中国よりはるかに好まれていることを，必ずしも意味しない。アフリカ各地では

2000年代後半以降，ザンビアでサタ大統領が就任したように，反中世論が国内政治を動かす事

例が生まれる一方，新自由主義的な経済改革を主導しながら，党内抗争に敗れて2008年9月に

南ア大統領の座を退いたムベキの跡を襲ったJ.G.ズマ（JacobGedleyihlekisaZuma）が「開

発主義」を掲げる勢力に支えられている（80）ように，欧米諸国との関係を見直し，中国をはじめ

とする新興国との連携を重視する動きも顕在化している。その背景には，インフラ整備や貿易の

増加によってアフリカ経済が活性化したことや，不十分であるとしても批判に対して調整が行わ

れてきたことなどの中国側の要因だけでなく，西側先進国の要因があることも否定し難い。アフ

リカでは，中国をはじめとする新興ドナーが本格的に進出し始めた2000年代の初頭に至るまで，

西側ドナー主導の援助によって経済成長がほとんど実現せず，さらに結果的にその恩恵に浴した

人々がいるとはいえ，冷戦終結後の民主化や人権保護が，援助を盾にした一方的な要求によって

進められるなど，欧米諸国の圧倒的な影響力によって自らの方向性が定められてきた。その観点

から，中国によるアフリカでのソフト・パワー構築は，西側先進国にとって自らの来し方を振り

返る契機とするべきものといえる。

これに関連して，ネガティブ・キャンペーンとも呼べる中国批判にも注意が必要であろう。

2011年6月，米国のH.クリントン（HilaryClinton）国務長官（当時）はザンビアで，名指し
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は避けながらも中国を念頭に，「資源を持ち出して後に何も残さない新植民地主義」に注意する

ようアフリカ各国に呼びかけた（81）。しかし，アフリカ各国からの輸入品に関税免除の措置を設

けながら，輸入品目の約80パーセント（82）を化石燃料が占めている点で，米国は中国と同様であ

る。2013年8月，アフリカ成長機会法（AfricanGrowthOpportunityAct:AGOA）フォーラ

ムの開会スピーチでAUのF.H.アスィル（FatimaHaramAcyl）貿易産業委員長は，米国企

業の投資によって35万人以上の雇用が生まれたことに謝意と賞賛を示す一方，AGOAを通じた

米国の輸入の大半がいまだ化石燃料であることとともに，雇用をより多く生み出す製造業分野で

の取引が少ないことも併せて指摘し，改善を求めた（83）。

同様に，中国企業による不法行為などを批判する必要はあるものの，「企業の社会的責任」を

強調する先進国に本社を構える企業でも，アフリカの現地政府と不透明な関係を築き，法令に反

して現地の人々や自然環境に負担を与え，不当な利益を得ることは稀ではない（84）。これらは研

究者やNGOが告発することが多く，アフリカのローカルメディアで伝えられることはあっても，

先進国メディアではほとんど取り上げられない。インターネットが世界的に普及し，情報の一元

管理が難しい時代にあっては，渡辺が指摘するように，自らを批判できる「器の大きさ」や「自

制力」がソフト・パワーをむしろ強化する（85）。すなわち，中国の露骨な利益追求が目立つにせ

よ，自らの同様の行為を放置するとすれば，それは翻って西側先進国自身のソフト・パワーに関

わってくるといえよう。

「新たな争奪戦」と呼ばれるアフリカでのレースは，諸外国にとって，資源開発の許認可権な

どをもつ現地政府との友好関係を，ますます重要なものにしている。これに加えて，先述のよう

に，情報化の進む現代のアフリカでは，エリート層や知識層のみならず一般市民にアプローチす

ることが，諸外国にとってこれまでになく重要な課題となる。その一方で，外部アクターが排他

的な勢力圏を確立し，それによって住み分けが可能であった帝国主義時代や冷戦時代と異なり，

自由貿易の原則のもと，現代のアフリカでは諸外国がほとんどの国にアプローチするチャンスを

もつ。この状況は，諸外国にとって常にライバルとの差別化が求められることを意味する。した

がって，「新たな争奪戦」に参入する諸外国にとって，広報外交とソフト・パワー構築は避けら

れない課題であり，その観点からも台頭著しい中国の対アフリカ・アプローチを慎重に見極める

ことが，今後ますます必要になるのである。

本稿は，科学研究費助成研究「中国の対アフリカ政策の学際的分析」（研究課題番号：23330057）の研究

成果の一部です。
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早いもので本年度をもって45年もの長き教員生活に別れを告げる。学生時代をふくめ拓大と

の縁は51年にもなる。いまこの長きにわたる日々を振りかえるとそれは決して私にとって満足

のいくものではなく，少々の後悔の念にいつもとらわれている。生涯の研究テーマを目標として

志したものは思い半ばで，私自身満足した結果には至っていない。だがこうも考えている。秀逸

の論文は叶わなかったが雑多のものもそれなりに基礎の役目を果たしているのではないかと……。

とはいえこれで研究生活が終わったわけではない，まだ知識欲は旺盛である。教え育むの責務が

外れた分じっくりと机にむかえることができそうである。

親の元を遠く離れ始まった大学生生活，そしてその延長上の勤務生活，社会人としての土台を

築くことの出来るよう寄り添い，数多の教えを頂き今まで見守り育てて下さった方たちには心よ

りお礼を申し上げたい。大きな壁に直面し考えあぐねた日々，迷路に迷い込み出口を探し続けた

時，苦しいはずであったことも懐かしむことのできる今を誠に幸福に思う。

最後に母校の歴史に恥じぬ堂々たるご発展を心より祈っております。

有難うございました。
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教員生活を振り返って

千 葉 宏 史

�退職教員の略歴・研究業績〉



《略歴と業績》

〔生 年〕

1945（昭和20）年1月，北海道出身

〔学 歴〕

1967年3月 拓殖大学政経学部経済科卒業

1969年3月 拓殖大学大学院国際経済科修士課程修了

〔職 歴〕

1969年4月 拓殖大学北海道短期大学 助手兼講師

1982年4月 拓殖大学北海道短期大学 教授

1989年4月 拓殖大学政経学部教授

〔論 文〕

『売上高最大化モデルに関する一検討』拓殖大学論集163号 1996

『販売促進費と企業行動』拓殖大学論集166号 1987

『屈折需要曲線の形状についての覚書』拓殖大学論集170号 1987

（共）『企業における資本稼働率についての一つのノート』大淀学園 法律・経済紀要第Ⅱ巻第2

号1986

（共）『中古車価格の決定と市場のメカニズムに関する覚え書』上 拓殖大論集221号

（共）『中古車価格の決定と市場のメカニズムに関する覚え書』下 拓殖大学論集226号

（共）『寡占企業の最適広告費支出に関するノート』拓殖大学論集282号 2000

〔翻訳書〕

（共）『ミクロ経済学』ポジティヴ・エコノミクス 多賀出版 1991

（共）『マクロ経済学』ポジティヴ・エコノミクス 多賀出版 1991

〔著 書〕

（編著）『企業行動の形態』DTP出版 2005
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私は昭和51年に政経学部の助手として採用されたので，それ以来40年近く拓殖大学でお世話

になった。その間，多くの教職員の方々から有り難い厚情を賜り，この場を借りてまずは感謝の

気持を捧げたいと思う。私の学究歴については業績欄に譲るとして，私を研究への道に導いた

「不可抗力」について述べることで退任の挨拶に代えたいと思う。

私は小説家になろうと志して東京に出てきたが，拓殖大学で学業に励んでいるうちに，いつし

か学問そのものに魅力を感じるようになった。学生時代，私はジャンルを問わずとにかく本を読

みあさった。今思いつくままに，とりわけ強く心に刻まれた書物を挙げれば，まずプラトンの諸

作品がある。私はプラトン哲学を研究しようとしたのではなく，教養として読んだのである。作

品に登場するソクラテスは私に人間の生き方を示し，それまで「論客」と言われていい気になっ

ていた私に衝撃を与えて，私の人生観を大きく変えてしまった。また，E・H・カーの『歴史と

はなにか』は，「歴史的事実」なるものの意味を認識させ，歴史を見る眼を開いてくれたし，私

をフランス政治史研究への道に導いたのかも知れない。さらに梅原猛氏の『隠された十字架』や

『水底の歌』などには，内容そのものの面白さに加えて，ひたすら真実に迫ろうとする飽くなき

探求心に魅せられた。これらの書物が私に小説を書くことを中断させ，そして忘れさせ，学問の

研究へと私を引きずり込んだ。

梅原氏については忘れられない思い出がある。後に私が助教授の時，私の発案で氏を「日本文

化論」の講座に講師としてお招きしたことがある。その際，講演に先立って私が前座を務めるこ

とになり，氏の作品について解説したが，そのスケールの大きさを，「巨鳥天空に舞い，巨獣大

地を往く」と評した。氏は私に「過分の言葉をいただいた」と言われたが，それは私の記憶から

消えることはない。
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思い出すことなど

永 井 良 和

�退職教員の略歴・研究業績〉



�略歴と業績�

〔生 年〕

1944（昭和19）年8月，京都市出身

〔学 歴〕

1971年3月 拓殖大学政経学部卒業

1973年3月 東海大学大学院政治研究科修士課程修了・政治学修士

1976年3月 東海大学大学院政治研究科博士課程修了・単位取得退学

〔職 歴〕

1963年4月 朝日麦酒株式会社入社（至1965年5月）

1965年6月 大野商店入社（至1966年8月）

1976年4月 拓殖大学政経学部助手

1980年4月 拓殖大学政経学部助教授

1988年4月 拓殖大学政経学部教授

〔著作一覧〕

（著 書）

『フランス官僚エリートの源流』，1991年，芦書房

『フランス投票時代の鳴動』，1999年，芦書房

『普通選挙の幕開け』，2007年，芦書房

（論 文）

「戦後フランスにおける社会変化の政治的意義に関する一考察」，1977年3月，海外事情研究所

『報告』

「フランス政治における中央の概念」，1977年6月，『海外事情』

「フランスにおけるエリート官僚の転職」，1977年9月，『海外事情』

「日清戦争に対するフランスの態度」，1978年1月，『海外事情』

「レセップスとスエズ運河建設」，1978年3月，海外事情研究所『報告』

「フランスの東部国境地帯と対独政策」，1978年6月，『海外事情』

「大臣官房の機能と高級官僚の行動」，1978年11月，『海外事情』

「ヴァレリー・ジスカール・デスタンの政治的立場」，1978年12月，『海外事情』
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「フランス高級官僚団の政治的意義」，1979年3月，『海外事情』

「フランス高級官僚とその学歴」，1979年5月，『海外事情』

「フランスにおける大臣官房の意義」，1980年10月，『拓殖大学論集』129/130号

「フランス知事団の機能的変化」，1981年2月，『拓殖大学論集』132号

「フランス大官僚団の活動形態 国務院の場合」，1982年3月，『拓殖大学論集』137号

「フランス大官僚団の活動形態 財政総監査局の場合」，1983年3月，『拓殖大学論集』143号

「フランス官僚エリート像の成立（上）」，1985年5月，『拓殖大学論集』155号

「フランス官僚エリート像の成立（中）」，1985年10月，『拓殖大学論集』156号

「フランス官僚エリート像の成立（下）」，1986年2，10月，『拓殖大学論集』160，162号

「ナポレオン時代における・官僚団・の観念」，1987年10月，『拓殖大学論集』168号

「フランス第三共和政期の政界汚職事件 パナマ事件を中心として」，1991年3月，日本選挙

学会『選挙研究シリーズ』No.6（pp.53-61）

「フランス第二共和政と選挙�，�」1994年7，12月，『拓殖大学論集』209，211号

「フランス復古王政期の制限選挙�」，1996年2月，拓殖大学『研究年報』26号

「フランス復古王政期の制限選挙�」，1996年2月，『拓殖大学論集』217号

「フランス七月王政下の選挙改革論�，�」，1997年3,5月，『拓殖大学論集』223，225号

思い出すことなど
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○拓殖大学 研究所紀要投稿規則

（目的）

第1条 拓殖大学（以下，「本学」という。）に附置する，経営経理研究所，政治経済研究所，言

語文化研究所，理工学総合研究所及び人文科学研究所（以下，「研究所」という。） が発行す

る紀要は，研究成果の多様な学術情報の発表の場を提供し，研究活動の促進に供することを目

的とする。

（種類）

第2条 研究所は，次の紀要を発行する。

� 経営経理研究所 紀要『拓殖大学 経営経理研究』

� 政治経済研究所 紀要『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』

� 言語文化研究所 紀要『拓殖大学 語学研究』

� 理工学総合研究所 紀要『拓殖大学理工学研究報告』

� 人文科学研究所 紀要『拓殖大学論集 人文・自然・人間科学研究』

（投稿資格）

第3条 研究所が発行する紀要の投稿者（共著の場合，投稿者のうち少なくとも1名）は，原則

として研究所の研究員でなければならない。

2 研究所の編集委員会（以下「編集委員会」という）が認める場合には，研究員以外も，投稿

することができる。

（著作権）

第4条 研究所が発行する紀要に掲載された著作物の著作権は，研究所に帰属する。

2 研究所が必要と認める場合には，投稿者の許可なく，著作物の転載や引用を許可する。ただ

し，事後に投稿者に報告するものとする。

3 研究所の紀要に掲載した著作物は，電子化しコンピュータネットワークを通じて，本学のホー

ムページ等に公開するものとし，投稿者はこれを許諾しなければならない。

（執筆要領および投稿原稿）

第5条 投稿する原稿は，研究所の執筆要領に指示に従って作成する。

2 投稿する原稿は，図・表を含め，原則として返却しない。

3 学会等の発行物に公表した原稿あるいは他の学会誌等に投稿中の原稿は，研究所の紀要に投
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稿することはできない（二重投稿の禁止）。

（原稿区分他）

第6条 投稿区分は，別表1，2のとおり，定める。

2 投稿する原稿の区分は，投稿者が選定する。ただし，研究所の紀要への掲載にあたっては，

査読結果に基づいて，研究所の編集委員会の議を以て，投稿者に掲載の可否等を通知する。

3 研究所の紀要への投稿が決定した場合には，投稿者は600字以内で要旨を作成し，投稿した

原稿のキーワードを3～5個選定する。ただし，要旨には，図・表や文献の使用あるいは引用

は，認めない。

4 研究所研究助成を受けた研究成果発表（原稿）の投稿区分は，原則として論文とする。

5 研究所研究助成を受けて，既に学会等で発表した研究成果（原稿）は，抄録として掲載する

ことができる。

（投稿料他）

第7条 投稿者には，一切の原稿料を支払わない。

2 投稿者には，掲載の抜き刷りを50部まで無料で贈呈する。50部を超えて希望する場合は，

超過分について有料とする。

（正誤の訂正）

第8条 印刷上の誤りについては，投稿者の申し出があった場合，これを掲載する。ただし，印

刷の誤り以外の訂正や追加は，原則として取り扱わない。

2 投稿者の申し出があり，研究所の編集委員会がそれを適当と認めた場合には，この限りでな

い。

（その他）

第9条 本投稿規則に規定されていない事柄については，研究所の編集委員会の議を以て決定す

る。

（改廃）

第10条 この規則の改廃は，研究所運営委員会の議を経て研究所運営員会委員長が決定する。

附 則

この規則は，平成26年4月1日から施行する。
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別表1 原稿区分（理工学総合研究所以外）

� 論 文 研究の課題，方法，結果，含意（考察），技術，表現について明確であり，

独創性および学術的価値のある研究成果をまとめたもの。

� 研究ノート 研究の中間報告で，将来，論文になりうるもの（論文の形式に準じる）。

新しい方法の提示，新しい知見の速報などを含む

� 抄 録 研究所研究助成要領第10項�に該当するもの。

� その他 上記区分のいずれにも当てはまらない原稿（判例研究，解説論文，調査報告，

資料，記録，研究動向，書評等）については，編集委員会において取り扱い

を判断する。

また，編集委員会が必要と認めた場合には，新たな種類の原稿を掲載するこ

とができる。

別表2 原稿区別（理工学総合研究所）

� 展望・解説，� 設計・製図，� 論文，� 研究速報，� 抄録（発表作品の概要を含む），

� 留学報告，� 公開講座，	 学位論文



拓殖大学政治経済研究所

『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』執筆要領

1．発行回数

本紀要は，原則として年2回発行する。その発行のため，以下の原稿提出締切日を厳守する。

� 5末日締切－9月発行

� 10月末日締切－3月発行

上記の発行に伴い，政治経済研究所（以下「研究所」という）のホームページにも掲載する。

2．使用言語

用語は，日本語又は英語とする。

ただし，これら以外の言語での執筆を希望する場合は，事前に政治経済研究所編集委員会

（以下「編集委員会」という）に申し出て，その承諾を得たときは，使用可能とするが，必ず

外国語に通じた人の入念な校閲を受け，日本語訳も添付する。

3．様 式

投稿原稿は，完成原稿とし，原則としてワープロ原稿（A4用紙を使用し，横書き，1行43

字×34行でプリント）2部を編集委員会宛に提出する。

� 数字は，アラビア数字を用いる。

� ローマ字（及び欧文）の場合は，ダブルスペースで43行。1行の語数は日本語43文字分。

� 原稿の分量は，本文と注及び図・表を含め，原則として，以下のとおりとする。

なお，日本語以外の言語による原稿の場合もこれに準ずる。

① 論文 40,000字（1行43字×34行で27頁）以内
A4縦版・横書

② 上記以外のもの 20,000字（1行43字×34行で14頁）以内

上記分量を超えた投稿原稿は，編集委員会で分割掲載等の制限をおこなうこともある。

投稿者の希望で，本紀要の複数号にわたって，同一タイトルで投稿することはできない。

ただし，編集委員会が許可した場合に限り，同一タイトルの原稿を何回かに分けて投

稿することができる。その場合は，最初の稿で全体像と回数を明示しなければならない。

� 上記以外の様式にて，投稿原稿の提出する場合には，編集委員会と協議する。

4．投稿原稿

� 原稿区分は，「拓殖大学 研究所紀要投稿規則」に記載されている種別のいずれかとす

るが，「その他」の区分，定義については付記のとおりとする。

� 投稿原稿の受理日は，編集委員会に到着した日とする。

� 投稿は完成原稿の写しを投稿者が保有し，原本を編集委員会宛とする。

� 投稿原稿数の関係で，紀要に掲載できない場合には，拓殖大学政治経済研究所長（以下
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「所長」という）より，その旨を執筆者に通達する。

5．図・表・数式の表示

� 図・表の使用は，必要最小限にし，それぞれに通し番号と図・表名を付けて，本文中に

挿入位置と原稿用紙上に枠で大きさを指定するする。図・表も分量に含める。

� 図および表は，コンピューター等を使用し，作成すること。

� 数式は，専用ソフトを用いて正確に表現すること。

6．注・参考文献

� 注は，本文中に（右肩に片パーレンで）通し番号とし，後注方式により本文の最後に一

括して記載する。また，引用，参考文献の表記についても同様とする。

� 英文表記の場合は，例えば，TheChicagoManualofStyle等を参考にする。

7．執筆予定表の提出

紀要に投稿を希望するものは，『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』執筆予定表を，各

号の決められた日までに提出する。

8．原稿の提出

投稿原稿と一緒に，『拓殖大学論集 政治・経済・法律研究』投稿原稿表紙に必要事項の記

入，「拓殖大学政治経済研究所ホームページへ公表承認印」を捺印し，原稿提出期日までに提

出する。

9．原稿の審査・変更・再提出

� 投稿原稿の採否は，編集委員会の指名した査読者の査読結果に基づいて，編集委員会が

決定する。編集委員会は，原稿の区分の変更を投稿者に求める場合もある。

� 提出された投稿原稿は，編集委員会の許可なしに変更してはならない。

� 編集委員会は，投稿者に若干の訂正，あるいは書き直しを要請することができる。

� 編集委員会は，紀要に掲載しない事を決定した場合は，所長名の文書でその旨を執筆者

に通達する。

10．投稿原稿の電子媒体の提出

投稿者は，編集委員会の査読を経て，修正・加筆などが済み次第，A4版用紙（縦版，横書

き）にプリントした完成原稿1部と電子媒体を提出すること。

電子媒体の提出時には，コンピューターの機種名と使用OSとソフトウェア名及びバージョ

ン名を明記すること。

なお，手元には，必ずオリジナルの投稿論文データを保管しておくこと。

11．校 正

投稿原稿の校正については，投稿者が初校および再校を行い，所長が三校を行う。

この際の校正は，最小限の字句に限り，版組後の書き換え，追補は認めない。

校正は，所長の指示に従い，迅速に行う。
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校正が，決められた期日までに行われない場合には，紀要に掲載できないこともある。

12．改 廃

この要領の改廃は，政治経済研究所会議の議を経て，政治経済研究所長が決定する。

附 則

この要領は，平成21年4月1日から施行する。

附 則

この要領は，平成26年4月1日から施行する。

付記：「その他」の区分・定義について

① 判 例 研 究：裁判事案の判決（要旨）の紹介とその解説及び批評等。

② 解 説 論 文：他の専門分野の人々にも分かるように，研究内容を解説したもの。

③ 講 演：研究所が主催する講演会の記録を掲載するもの。

④ シンポジウム：研究所が主催するシンポジウムの記録を掲載するもの。

紙上のシンポジウムを含む。

⑤ 書 評：専門領域の学術図書についての書評。

⑥ 随 想：自由な形式で教育や研究の課程で得た着想を述べたもの。

⑦ 通 信：個人，特定の団体に向けて書かれた通信文。

教育・研究に関する主題に限る。

⑧ 報 告：学界展望など。

研究所からの通知を含む。

⑨ 資 料：上の範疇以外で教育・研究上有用であると考えられるもの。
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